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１．はじめに 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故（以下、福島第一原子力発電

所事故という）から１年が経過したが、今なお多くの方々が避難生活を続けてお

られるなど、福島第一原子力発電所事故の深刻さを痛感するとともに、同じ原子

力事業に携わる者としてこれを重く受け止め、二度とこのような事故を起こさない

との決意のもと、安全性の向上に取り組んでいるところである。 

福島第一原子力発電所事故後には、電源確保、冷却機能の確保、浸水防止

対策の３つの観点から、すみやかに緊急安全対策を策定し、電源車とケーブル

の配備、消防ポンプとホースの配備、および重要設備の浸水対策を実施するとと

もに、これらのマニュアルを整備し、訓練を繰り返すことにより緊急時体制を確立

している。これらの対策については、設備改良や訓練による実行性評価を行うと

ともに、その後も、空冷式非常用発電装置を高所へ配備するなど、設備の多重

化と多様化を進め、継続的改善を図っている。 

更なる安全性向上を目的として防波堤のかさ上げや免震事務棟の設置など、

中長期対策についても計画を定め、可及的速やかに実施していくとともに、フィ

ルタ付ベント設備の設置といった、当社の自主的な判断に基づく安全確保対策

についても実施することとしている。 

一方、これまでに実施した対策を踏まえ、平成 23 年 10 月 28 日に「東京電力

株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の

安全性に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）」および平成 23 年

11 月 17 日に「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえ

た大飯発電所４号機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結果について

（報告）」を提出し、対策が有効であることを、原子力安全・保安院および原子力

安全委員会から評価して頂いたところである。 

国においては、福島第一原子力発電所事故を受けて、専門分野ごとに意見聴

取会を設置して事故原因の究明と今後に反映すべき知見の抽出を進め、ここで

得られた技術的知見などが中間報告として取りまとめられている。このほど、これ

らの技術的知見への対応を含めた再起動に向けての国の判断基準が示された

ことから、原子力発電の更なる安全性向上に向けての当社の実施状況と実施計

画を取りまとめ、報告するものである。 

 

２．更なる安全性・信頼性向上のための対策の着実な実施計画（基準（３）関連） 

国から示された再起動に向けての判断基準のうち、実施計画策定に関する事

項（基準（３））に関連して、大飯発電所 3,4 号機の更なる安全性・信頼性向上のた

めの対策の具体的な実施計画を以下に示す。 
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【基準（３）】 

 以下に列挙される事項について、基準（１）で実施済みであるか否かにかか

わらず、更なる安全性・信頼性向上のための対策の着実な実施計画が事業者

より明らかにされていること。さらに、今後、新規制庁が打ち出す規制への迅速

な対応に加え、事業者自らが安全確保のために必要な措置を見いだし、これ

を不断に実施していくという事業姿勢が明確化されていること。 

① 原子力安全・保安院がストレステスト（一次評価）の審査において一層の取

組を求めた事項 

② 原子力安全・保安院が、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故

の技術的知見に関する意見聴取会での議論を踏まえてとりまとめた「東京

電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」で示

した 30 の安全対策 

 

（1）原子力安全・保安院がストレステスト（一次評価）の審査において一層の取組を

求めた事項に対する実施計画と実施状況（基準（３）①の事項） 

「関西電力㈱大飯発電所３号機及び４号機の安全性に関する総合的評価

（一次評価）に関する審査書」（平成 24 年 2 月 13 日 原子力安全・保安院）に

おいては、現在の設備や体制によって、福島第一原子力発電所を襲ったよう

な地震・津波が来襲しても同原子力発電所事故のような状況に至らせないた

めの対策が講じられていると評価されている。一方で、下記 6 項目について、

一層の取組が求められており、継続的な訓練の実施など原子力安全・保安院

の審査の中で確認いただいた項目を含め実施する計画である。（添付－１参

照） 

 

１）要員召集体制の構築および強化 

緊急時の対応要員（常駐要員）については、福島第一原子力発電所事故

以降順次強化を図ってきており、地震・津波の重畳を考慮した最も過酷な条

件においても、常駐要員と所外からの召集要員により、電源および水源の確

保が図られることを、訓練を通して確認している。今後、発電所の常駐要員を

更に拡充し、冗長性を確保した上で、常駐要員だけで電源確保および水源

確保が独立して実施できる体制を構築する予定である。 

                              ［平成 24 年 4 月完了予定］ 

また、社外のサポート体制として、発電所の協力会社による要員の派遣体

制（現場作業、放射線管理、エンジニアリング支援）を構築済みである。 

［平成 24 年 3 月完了］ 

（添付－１－１参照） 
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２）免震事務棟の前倒し設置およびより確実な代替措置の構築 

発電所には緊急時対策所を有するが、福島第一原子力発電所事故のよう

な地震・津波が重畳する過酷な状況においては、地震・津波の両方に耐性

を有する指揮所が必要となる。既存の緊急時対策所が使えない場合には、

地震や津波への耐性があり、放射性物質の流入を防止する換気空調設備を

有する中央制御室横の会議室を緊急時の指揮所として確保しており、今後、

訓練にて改善を図っていく（訓練を平成 24 年 3 月 18 日に実施）。また、指揮

機能のみならず、事故時の資機材保管、対応要員収容も考慮した免震事務

棟を建設することとしているが、今後、詳細な工程を詰めていく際、できる限り

竣工時期を前倒しし、平成 27 年度に運用開始できるよう検討を進めることと

する。                         ［平成 27 年度運用開始予定］ 

（添付－１－２参照） 

 

３）空冷式非常用発電装置の分散配置 

空冷式非常用発電装置については耐震裕度を有する原子炉建屋背後斜

面の下に設置されており、地震時にも大規模な斜面の崩落が発生しないこと

を確認したが、落石防護柵を背後斜面に設置する計画である。 

［平成 24 年 6 月完了予定］ 

また、落石による共通要因故障を回避するため、同一号機に設置された 2

台の空冷式非常用発電装置相互の離隔距離を確保するなどの分散配置を

計画している。                     ［平成 24 年 10 月完了予定］ 

（添付－１－３参照） 

 

４）３号機浸水口の津波による漂流物防護策の強化 

３号機の浸水口には漂流物が集中する可能性がある。現状においても浸

水深さが１m 強と浅いことから、漂流物の影響は軽微と考えられるが、浸水口

手前に車両等の漂流物侵入を防止するため鋼製門扉を設置する計画である。

また浸水口の防潮扉を、止水に対してより信頼性の高い水密扉にすることで

津波に対する耐性を一層引き上げる計画である。   

［いずれも平成 24 年 9 月完了予定］ 

（添付－１－４参照） 

 

５）陀羅山トンネル内の未使用配管の撤去 

水源確保のための海水からの給水に必要な消防ポンプおよび消火ホース

については、津波および地震の影響を受けない吉見トンネルおよび陀羅山ト
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ンネルに保管している。吉見トンネル内の消防ポンプおよび消火ホースのみ

で４ユニット同時被災を想定しても十分対応可能であるが、陀羅山トンネル内

の頂部にある耐震クラスの低い未使用配管が地震時に落下し、緊急車両の

通行を阻害する可能性があることから、これらを撤去する計画である。              

［平成 24 年 7 月完了予定］ 

（添付－１－５参照） 

 

６）消防ポンプの代替の取水地点の検討 

海水注入の取水ポイントについては津波による瓦礫の漂流堆積が予想さ

れることから、漂流物撤去の強化および取水地点の多様化で対応する。漂

流物撤去の強化方法については新たに配備した油圧ショベルを取水地点ま

で移動させ、アクセスルートを確保し漂流物の撤去を行う。 

［平成 24 年 2 月配備済］ 

代替取水ポイントについては漂流物の堆積しにくい複数のポイントを選定

して、その成立性について確認済みである。     ［平成24年4月確認済］ 

（添付－１－６参照） 

 

（2）原子力安全・保安院が、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術

的知見に関する意見聴取会での議論を踏まえてとりまとめた「東京電力株式会

社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」で示した 30 の安全対策

に対する実施計画と実施状況（基準（３）②の事項） 

福島第一原子力発電所事故の技術的な知見に基づく 30 の安全対策につ

いては、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見につ

いて」（平成 24 年 3 月 28 日 原子力安全・保安院）において、事象の進展に従

って整理された 5 項目の下で 30 の安全対策が示されている。また、これに加え

て、福島第一原子力発電所事故以降、福井県より、国の意見聴取会での議論

に先駆けて、安全性向上対策やソフト面などの対策について要請いただいて

いる。これらについて、以下の通り実施する計画である。（添付－２参照） 

 

１） 地震等による長時間の外部電源喪失の防止のための外部電源対策 

【基準】 

１つの送電ルート（送電線または変電所）を失っても外部電源喪失になら

ないように外部電源系統の信頼性を高め、また変電所及び開閉所設備の耐

震性を向上させるとともに、事故後の復旧に必要な資機材の確保など外部電

源設備の迅速な復旧対策を進める。                  対策１～４ 
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【対応状況】 

大飯発電所 3,4 号機の外部電源系統については 500kV 送電線 2 ルート 4

回線を有しており、直近の変電所設備の断路器についても耐震性を有する

ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）を採用した回線を 2 回線確保している。 

今後は、77kV 送電線を大飯発電所 3,4 号機へ接続して外部電源系統を 3

ルート 5 回線に強化するとともに、発電所開閉所の電気設備の耐震性評価を

実施し、必要により耐震性向上対策を実施する。 

［3 ルート 5 回線化：平成 25 年 12 月完了予定］ 

［耐震性評価：平成 25 年度完了予定］ 

更には、外部電源の復旧時間の短縮のために事故時の復旧資機材を確

保する。                         ［平成 24 年 9 月完了予定］ 

（添付－２－１～４参照） 

 

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のため

の所内電気設備対策 

【基準】 

所内電気設備の位置的な分散などによる多様性と独立性の向上及び浸

水対策の強化を行うとともに、全交流電源喪失時に備えた蓄電容量の大容

量化、計装設備用の個別専用電源の配備など非常用直流電源の強化を進

める。                                     対策５～９ 

電源車の配備、給電口の規格化等による外部からの給電の容易化や電

気関係設備の予備品の備蓄など、事故時・事故後の対応・復旧の迅速化を

進める。                                  対策１０～１１ 

【対応状況】 

所内電源設備の機能喪失防止に関しては、福島第一原子力発電所事故

を踏まえ考慮すべき浸水高さ(東京湾平均海面（以下、「T.P.」という）11.4m)

までの浸水防止対策（シール施工）を実施済みである。 

                               ［平成 23 年 4 月実施済］ 

更なる信頼性向上の観点から、緊急安全対策に関係する水密エリアの水

密扉への取替え、予備変圧器の防油堤のかさ上げ、および緊急用高所受電

設備を設置して給電口を複数設置する等、強化策を計画・実施するとともに、

給電口への接続が困難な状況を想定して給電口以外への接続マニュアルを

整備する。           ［水密扉への取替え：平成 24 年 9 月完了予定］ 

［予備変圧器防油堤かさ上げ：平成 24 年 6 月完了予定］ 

［緊急用高所受電設備設置：平成 27 年度設置予定］ 

［給電口以外接続マニュアル：平成 24 年度整備予定］ 

-5-



 

非常用電源の多重化、多様化に関しては、これまでの電源車から高所に

配備した空冷式非常用発電装置へ置き換えて、より広範な機器を作動できる

よう発電容量を増加している。更に、海水ポンプが機能喪失した場合におい

ても、既設の非常用ディーゼル発電機の冷却が実施できるよう海水供給用

可搬式エンジン駆動ポンプを配備した。なお、中長期的には、更なる信頼性

向上のため、恒設非常用発電機の高所への設置を計画する。 

                                ［平成 27 年度設置予定］ 

直流電源（蓄電池）については、不必要な負荷の切り離しを実施した上で、

1 系統で 24 時間の稼動を可能とする蓄電容量を確保するとともに、シビアア

クシデント時などにおいてプラント監視上、特に重要なパラメータを監視でき

るように、電源供給ができる予備（バックアップ用）の可搬型計測器等を確保

する計画である。         ［蓄電池容量の確保：平成 27 年度完了予定］ 

［予備の可搬型計測器等の確保：平成 24 年 6 月完了予定］ 

また、海水ポンプモータやケーブルなど必要な電気設備関係の資機材は、

津波の影響を受けない高所の倉庫などに確保するとともに、高電圧開閉装

置（Ｍ／Ｃ）などのしゃ断器は、緊急時に使用しないものを予備として使用す

ることとしている。                     （添付－２－５～１１参照） 

 

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策 

【基準】 

全電源喪失時など対応時間に余裕のない状態において的確な判断を行う

ため、前兆事象を確認した時点での対応手順を整備するなど、ハード、ソフト

双方の整備を進め、事故時の判断能力の向上を進める。       対策１２ 

冷却設備の耐浸水性の確保や位置的分散、空冷機器の設置などにより、

最終ヒートシンクの多重性及び多様性を向上させるなど共通要因による機能

喪失の防止対策を進める。                      対策１３～１４ 

炉心損傷などのシビアアクシデント時においても迅速に注水できるように、

隔離弁・主蒸気逃がし安全弁（ＳＲＶ）の動作確実性を向上させるとともに、蒸

気駆動、ディーゼル駆動といった駆動源の多様化を進めるなど、代替注水機

能を強化する。                              対策１５～１６ 

使用済燃料プールまたは使用済燃料ピットの冷却・給水機能の多重性及

び多様性を確保するなど信頼性の向上対策を進める。        対策１７ 

【対応状況】 

地震・津波の発生を想定した対応手順が整備されており、福島第一原子

力発電所事故を踏まえ、大津波警報発令時には、緊急ほう酸濃縮操作など

早期の冷却に備えた手順を追加した。今後も新たな知見などを踏まえ見直し
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を行っていく。 

また、引き津波の兆候を取水口潮位計により監視し、水位の低下により海

水ポンプ出口圧力の低下傾向が見られた場合、海水ポンプを停止し、その

後水位が回復し安定すれば、海水ポンプを再起動する旨を手順書に定めて

いることを確認した。 

一方、冷却設備の浸水防止対策として、福島第一原子力発電所事故を踏

まえた考慮すべき浸水高さ(T.P.11.4m)までの浸水防止対策を実施済みであ

る。                             ［平成 23 年 4 月実施済］ 

また、最終ヒートシンクの多重性、多様性の観点については、手動操作が

可能であり、アクセスも容易な主蒸気逃がし弁から大気への崩壊熱の放出に

加え、すでに配備したディーゼル駆動式の大容量ポンプまたは海水ポンプ

モータの予備品を用いて、原子炉補機冷却系および余熱除去系を復旧させ

て、海へ崩壊熱を放出させることが可能である。今後、津波に対する耐性強

化のため、防波堤のかさ上げ、取水設備の防護壁設置等を計画している。 

                    ［平成 25 年度完了予定］ 

更に、水源については、復水ピット、C-２次系純水タンクに加えて、2 次系

純水タンク（予備）、海水利用といった多重性、多様性を確保している。また、

駆動源については、エンジン駆動の消防ポンプおよび消火ホースを１００％

以上の予備とともに高所に保管している。また、これらの対応マニュアルや資

機材についても整備済みである。 

一方、蒸気発生器への給水設備については、既に配備した 1MPa 程度の

消防ポンプに加えて、更に吐出圧力の高い中圧ポンプ（電動）を配備すると

ともに、既設のディーゼル駆動の消火ポンプからの消火水を補助給水ライン

へ供給できるように配管改造を行った。  

［補助給水ライン改造：平成 24 年 3 月完了］ 

［中圧ポンプ配備：平成 24 年 5 月完了予定］ 

また、使用済燃料ピットの冷却・給水機能については、全交流電源喪失時

や最終ヒートシンク喪失時においても海水を含む複数の水源から複数の給

水手段を活用でき、多重性、多様性を確保している。 

（添付－２－１２～１７参照） 

 

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容

器破損・水素爆発対策 

【基準】 

高温高圧による格納容器の早期破損を防止するため、交流電源に頼らな

い格納容器スプレイの設置など格納容器の除熱機能の多様化を進めるとと
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もに、BWR におけるトップヘッドフランジの過温破損防止対策についても検

討を進める。                               対策１８～１９ 

着実なベント操作の実施により低圧注水に確実に移行するために、全電

源喪失など幅広い状況に対応したマニュアルの整備やベントの操作性・確

実性の向上対策を進めるとともに、放射性物質除去（フィルタ）効果のある設

備の設置などベントによる外部環境への影響の低減対策を進める。 

対策２０～２２ 

ベント配管の独立性確保による水素の建屋への逆流防止や建屋側に漏え

いした水素の処理装置の設置など、水素濃度の管理及び適切な水素の外

部への放出により水素爆発を防止するための対策を進める。 対策２３～２４ 

【対応状況】 

ＰＷＲにおいては、全交流電源喪失時にも主蒸気逃がし弁を用いて蒸気

発生器から崩壊熱を大気に放出する手順を確立しており、格納容器の過圧

と過温が防止される。なお、万が一炉心が損傷した場合でも、従来からのシ

ビアアクシデント対策として交流電源によらないディーゼル駆動ポンプによる

消火水スプレイを整備済みである。 

なお、大飯発電所３，４号機の格納容器は容積が大きいため水素爆発の

可能性は極めて小さいが、水素が格納容器からアニュラスに漏えいしてくるこ

とも想定しアニュラス排気系を用いてアニュラス部の水素を放出する手順を

確立済みである。                     ［平成 23 年 6 月確立済］ 

今後、格納容器の信頼性を更に向上させる観点から、静的触媒式水素再

結合装置を設置し、格納容器内の水素濃度の低減を図る計画である。 

［次回定期検査時に設置予定］ 

更に、フィルタ付ベント設備を設置する計画であり、格納容器の内圧が大

幅に上昇した際にも格納容器の破損を防止し放射性物質の放出量を劇的に

低減することが可能となる。               ［平成 27 年度設置予定］ 

（添付－２－１８～２４参照） 

 

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策 

【基準】 

自然災害及び事故等の非常時における通信機能の信頼性を向上させると

ともに、こうした通信機能を活用するための前提となる中央制御室や事故時

の指揮所が十分に機能を発揮できるよう環境の整備を進める。 

対策２５～２６ 

プラントの状況を正確に把握するために計装設備の信頼性を向上させると

ともに、全交流電源喪失時などにおいても外部への放射性物質の放出を的
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確に把握できるように事故時のモニタリング機能を強化する。 対策２７～２９ 

炉心損傷などのシビアアクシデントへの対応を含め、あらゆる状況を想定

した上で事前に必要なマニュアルの整備、人員配置等の体制の構築など非

常事態への対応体制の構築や訓練の実施を進める。         対策３０ 

【対応状況】 

既存の緊急時対策所が使えない場合には、地震や津波への耐性があり、

放射性物質の流入を防止する換気空調設備を有する中央制御室横の会議

室を緊急時の指揮所として確保した。今後、事故時の指揮機能を強化する

ため、資機材の保管や対応要員収容も考慮した免震事務棟を出来るだけ早

期に建設する計画である。            ［平成 2７年度運用開始予定］ 

通信機能については、発電所外との連絡は衛星携帯電話、発電所建屋

内外の連絡はトランシーバー、建屋内の連絡は携行型通話装置など、既に

恒設の通信施設が使えない場合の緊急時の通信システムを配備済みである。

今後は衛星可搬局の設置や政府関係機関とのＴＶ会議システム設置等の通

信機能の拡充を図ることとしている。 ［衛星可搬局：平成 24 年度完了予定］ 

［ＴＶ会議システム：平成 25 年度完了予定］ 

また、事故時における計装設備の信頼性確保の観点から、伝送器に電力

を供給して伝送器からの信号計測が可能な予備の可搬型計測器等を配備

することとしている。                  ［平成 24 年 6 月完了予定］ 

なお、プラント監視機能の強化については、非常用電源から電力が供給さ

れる使用済燃料ピット用の監視カメラを設置しており、更に、過酷事故時にも

使用可能な計装システムの研究開発にも着手している。    

［平成 26 年 9 月完了予定］ 

事故時のモニタリング機能の強化については、モニタリングポスト用のバッ

テリー容量の増強等の電源対策を行っているが、今後、発電所敷地境界モ

ニタリングポストの伝送２重化、および汚染時等の柔軟性を高めるために可

搬型モニタリングポストの追加配備を計画している。       

［伝送２重化：平成 25 年度完了予定］ 

［可搬型モニタリングポスト追加配備：平成 25 年度完了予定］ 

更に、非常事態への対応体制については、訓練結果等を踏まえて瓦礫撤

去用などの重機を強化するなど継続的に改善を図っている。また、これまで

実施した緊急安全対策において、夜間訓練も実施し、その状況をフィードバ

ックし、照明設備等の充実も既に図っている。一方、事故時のエンジニアリン

グ機能を一層強化するために、プラントメーカによる緊急時初期対応支援体

制、ならびに事故時の作業要員として期待される協力会社による支援要員派

遣体制を構築済みである。 ［プラントメーカ支援体制：平成 24 年 2 月完了］ 
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［協力会社支援体制：平成 24 年 3 月完了］ 

（添付－２－２５～３０参照） 

 

 

３．まとめ 

当社は、本報告書に定めた実施計画を確実に実施することは勿論のこと、早

期完了に向け最大限の努力を傾注する。 

また、今後とも事故調査委員会および各種意見聴取会等から得られる知見に

対し、積極的に対応するとともに、最新技術情報の収集に努め、自主的かつ継

続的に、安全性・信頼性の向上に努めていく。 

 

以 上 
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添付資料 

 

添付－１    原子力安全・保安院がストレステスト（一次評価）の審査におい 

て一層の取組を求めた事項 

添付－２    東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見 

に関する３０の安全対策 
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実施事項 添付資料

１）要員召集体制の
構築および強化

緊急時の要員召集体制については、関西電力において累次の強化を図ってきているが、福
島第一原子力発電所事故を踏まえれば、所内の対策要員及び所外からの召集要員の構成に
は十分な冗長性を有することが重要であり、更に対応を強化する余地がある。

①緊急時の対応要員（常駐要員）については、福島第一原子力発電所事故以降順次強化を
　図ってきており、引き続き強化する。休日体制において、常駐要員を増員し、地震・
　津波の重畳を考慮し、冗長性を確保した上で、発電所外部からの支援無しで電源確保
　および水源確保が独立して実施できる体制とする。【平成２４年４月完了予定】
②緊急時に必要な技量を持った協力会社要員の派遣を確実に受けることができるように、
　協力会社による要員派遣体制を構築した。
③休日の対策本部要員召集をより確実にするため、休日前に要員の所在確認を行う運用を
　開始した。

添付－１－１

２）免震事務棟の前
倒し設置およびより
確実な代替措置の構
築

緊急時における指揮系統の要としての対策所の重要性に鑑みれば、免震事務棟の前倒し設
置を図るとともに、それまでの間についても、より確実な代替措置の構築を検討すべきで
ある。

①免震事務棟を早期に設置できるよう計画を進める。（今後詳細な工程を詰めていく際、
　できる限り竣工時期を前倒しし、平成27年度に運用開始できるよう検討を進め
　る。）【平成２７年度運用開始予定】
②代替場所（中央制御室横の会議室）が指揮所として機能するよう必要な
　資機材の充実（衛星携帯電話の追加配備など）を図り、指揮所機能の訓練を実施
（H24.3.18）した。今後も訓練を実施し、継続的改善を図る。

添付－１－２

３）空冷式非常用発
電装置の分散配置

空冷式非常用発電装置を各号機に２台設置し冗長性を有していることは評価できるが、こ
れらが同一箇所に待機していることについては、共通要因故障を避ける観点から、解消に
むけて工夫すべきであり、１号機及び２号機用の同装置の配置も含めサイト全体で分散配
置する等の可能性を検討すべきである。

①空冷式非常用発電装置は耐震裕度を有する原子炉建屋背後斜面の下に設置されており、
　地震時にも大規模な斜面の崩落が発生しないことを確認しているが、落石防護柵を背後
　斜面に設置する。【平成２４年６月完了予定】
②空冷式非常用発電装置は、落石による共通要因故障を回避するため分散配置する。
　【平成２４年１０月完了予定】

添付－１－３

４）３号機浸水口の
津波による漂流物防
護策の強化

漂流物による２次的な影響については、浸水深が１ｍ強と浅いことから軽微であると考え
られるが、３号機の浸水口に漂流物も集中しやすく、特に３号機の浸水口の東側に、やや
距離があるものの駐車場があることから、車等の漂流物に対する防護策を検討するよう指
摘した。この指摘への対応としては、平成２４年９月までに、浸水口手前に車両等の漂流
物浸入を防止するための鋼製門扉を設置するとされていることを確認した。また、平成２
４年９月までに、浸水口の防潮扉を、止水に対してより信頼性の高い水密扉に取り替える
とされていること、当該対策が実施されれば、強度や漂流物への耐性のより一層の向上が
期待できることを確認した。

①浸水口手前に車両等の漂流物進入を防止する鋼製門扉を設置する。
　【平成２４年９月完了予定】
②浸水口である防潮扉は、より信頼性の高い水密扉に取替える。
　【平成２４年９月完了予定】

添付－１－４

５）陀羅山トンネル
内の未使用配管の撤
去

設備の棄損を考慮し、予備率２４８％（必要台数２５台のところ予備を６２台準備）と
し、吉見トンネルに６２台（必要設備２５台及び予備設備３７台）、陀羅山トンネルに予
備設備２５台を分散させて設置していることは適切と考える。ただし、陀羅山トンネルに
ついては、現地調査の結果として指摘した内容等は以下のとおりである。
閉止処理した未使用配管がトンネル内頂部に残存しており、地震時に落下して作業通路を
塞ぐ可能性があるため、作業の阻害要因とならないよう撤去することを検討するよう指摘
した。この指摘への対応としては、平成２４年９月までに当該配管を撤去するとされてい
ることを確認した。

①陀羅山トンネル内の頂部にある耐震クラスの低い未使用配管については地震時に落下し、
　緊急車両の通行を阻害する可能性があることから、これらを撤去する。
　【平成２４年７月完了予定】

添付－１－５

６）消防ポンプの代
替の取水地点の検討

消防ポンプの取水地点における津波による漂流物除去対策強化及び耐震性を考慮した代替
の取水地点を検討すること

①取水ポイントの漂流物等撤去用の重機（油圧ショベル）を配備した。
②想定した取水ポイントが津波漂流物等の流入により使用できない場合に備え、地震等
　の影響を受けにくい代替取水ポイントを複数選定した（成立性確認含む）。
　また、代替取水ポイントでの訓練を継続的に実施する。
　【平成２４年４月選定済】

添付－１－６

一層の取組を求めた事項

原子力安全・保安院がストレステスト（一次評価）の審査において一層の取組を求めた事項（まとめ表）
添付－１
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緊急時の要員召集体制については、関西電力において累次の強化を図ってきているが、福島第一原

子力発電所事故を踏まえれば、所内の対策要員及び所外からの召集要員の構成には十分な冗長性

を有することが重要であり、更に対応を強化する余地がある。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①常駐要員の強化

②協力会社支援体制の構築

③対策本部要員のより確実な召集

要求事項

添付－１－１

実施（予定）事項

①常駐要員の強化
緊急時の対応要員（常駐要員）については、福島第一原子力発電所事故以降

順次強化を図ってきており、引き続き強化する。休日体制において、常駐要員を
４４名→５４名（＋１０）に増員し、地震・津波の重畳を考慮し、冗長性を確保した
上で、発電所外部からの支援無しで電源確保および水源確保が独立して実施で
きる体制とする。

②協力会社による支援体制の構築
緊急時に必要な技量を持った協力会社要員の派遣を確実に受けることができる

ように、協力会社による要員派遣体制を構築した。

③対策本部要員のより確実な召集
休日の対策本部要員召集をより確実にするため、休日前に要員の所在確認を

行う運用を開始した。

・現場作業：電気、計装、機械作業
（例：モータ、弁、ポンプ修理）

・放射線管理支援 （例：放射線測定）

・エンジニアリング支援 （例：炉心管理）

緊急時に必要な
要員を派遣

<支援を要請する協力会社の
技術系社員>

要員召集体制の構築および強化

▽４月完了予定

▼体制構築済み（３月）

▼運用を開始（３月）
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緊急時における指揮系統の要としての対策所の重要性に鑑みれば、免震事務棟の前倒し設置を図る

とともに、それまでの間についても、より確実な代替措置の構築を検討すべきである。

要求事項

実施（予定）事項

①免震事務棟を早期に設置できるよう計画を進める。
（今後詳細な工程を詰めていく際、できる限り竣工時期を前倒しし、平成２７年度に

運用開始できるよう検討を進める。）

②地震・津波の重畳を想定し、緊急時対策所が使えない場合、耐震性を有し、津波を
回避できる設置高さにあるとともに、放射性物質の流入防止のための換気空調設
備が設置されている中央制御室横の会議室を指揮所として確保しており、必要な資
機材の充実（衛星携帯電話の追加配備など）を図り、指揮所機能の訓練を実施
（H24.3.18）した。今後も訓練を実施し、継続的改善を図る。

大飯発電所
B中央制御室横の会議室（指揮所）⇒

添付－１－２

免震事務棟の前倒し設置およびより確実な代替措置の構築

非常用発電機免震構造

ファン フィルタ

緊急時対策本部

遮へい構造

通信設備
空調装置

蓄電池

内線電話
交換機 中央制御室

放射線測定設備

（今後も継続実施）

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①免震事務棟の設置
・ 調査検討、設計
・ 法令手続き
・ 敷地造成
・ 免震事務棟建設
・ 通信設備移設

②指揮所の代替措置・訓練

Ｈ２７年度
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空冷式非常用発電装置を各号機に2 台設置し冗長性を有していることは評価できるが、これらが同一

箇所に待機していることについては、共通要因故障を避ける観点から、解消にむけて工夫すべきであ

り、1 号機及び2 号機用の同装置の配置も含めサイト全体で分散配置する等の可能性を検討すべき

である。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①落石防護柵の設置

②分散配置

・分散配置場所、方法検討

・位置変更工事

要求事項

①空冷式非常用発電装置は、耐震裕度を有する原子炉建屋背後斜面の下に設置されており、地

震時にも大規模な斜面の崩落が発生しないことを確認しているが、落石防護柵を背後斜面に

設置する。

②空冷式非常用発電装置は、落石による共通要因故障を回避するため分散配置する。

実施（予定）事項

：現状の分散配置候補地

添付－１－３

空冷式非常用発電装置の分散配置

擁壁（斜面）

落石防護柵のイメージ

落石防護柵 空冷式非常用発電装置 接続盤等

分散配置のイメージ

▽６月完了予定

▽１０月完了予定
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漂流物による2 次的な影響については、浸水深が1m 強と浅いことから軽微であると考えられるが、3 

号機の浸水口に漂流物も集中しやすく、特に3 号機の浸水口の東側に、やや距離があるものの駐車

場があることから、車等の漂流物に対する防護策を検討するよう指摘した。この指摘への対応として

は、平成24 年9 月までに、浸水口手前に車両等の漂流物浸入を防止するための鋼製門扉を設置す

るとされていることを確認した。また、平成24 年9 月までに、浸水口の防潮扉を、止水に対してより信

頼性の高い水密扉に取り替えるとされていること、当該対策が実施されれば、強度や漂流物への耐性

のより一層の向上が期待できることを確認した。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度

①鋼製門扉の設置

②水密扉への取替え

要求事項

実施（予定）事項

[ 漂流物進入防止鋼製門扉 ： イメージ図 ]

１．７ｍ

①浸水口手前に車両等の漂流物進入を防止する鋼製門扉を設置する。
②浸水口である防潮扉は、より信頼性の高い水密扉に取替える。

Ｈ２４年度

添付－１－４

３号機浸水口の津波による漂流物防護策の強化

▽９月完了予定

▽９月完了予定

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

既設フェンス

防潮扉

【閉止】 【開放】
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設備の棄損を考慮し、予備率248%（必要台数25 台のところ予備を62 台準備）とし、吉見トンネルに

62 台（必要設備25 台及び予備設備37 台）、陀羅山トンネルに予備設備25 台を分散させて設置して

いることは適切と考える。ただし、陀羅山トンネルについては、現地調査の結果として指摘した内容等

は以下のとおりである。

閉止処理した未使用配管がトンネル内頂部に残存しており、地震時に落下して作業通路を塞ぐ可能性

があるため、作業の阻害要因とならないよう撤去することを検討するよう指摘した。この指摘への対応

としては、平成24 年9 月までに当該配管を撤去するとされていることを確認した。

①配管の撤去

要求事項

実施（予定）事項

陀羅山トンネル内頂部の配管

①陀羅山トンネル内の頂部にある耐震クラスの低い未使用配管については地震時に
落下し、緊急車両の通行を阻害する可能性があることから、これらを撤去する。

添付－１－５

陀羅山トンネル内の未使用配管の撤去

スケジュール

実 施 事 項

▽７月完了予定

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度
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消防ポンプの取水地点における津波による漂流物除去対策強化及び耐震性を考慮した代替の

取水地点を検討すること

スケジュールスケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

添付－１－６

取水口

特高開閉所

タービン建屋 タービン建屋

１号２号
３号４号

吉見橋

EL33m EL3１m

EL5m

EL32m

EL63m

）
（

吉見トンネル

）

（

新吉見トンネル
陀羅山トンネル

）

正門守衛所

１
２

３

４

取水ポイント

代替取水ポイント

①取水ポイントの漂着物等撤去用の重機（油圧ショベル）を配備した。

②想定した取水ポイントが津波漂流物等の流入により使用できない場合に備え、地震

等の影響を受けにくい代替取水ポイントを複数選定した（成立性確認含む）。

また、代替取水ポイントでの訓練を継続的に実施する。

油圧ショベル

①漂着物等撤去用の重機配備

②代替取水ポイントの選定、
訓練の実施

消防ポンプの代替の取水地点の検討

油圧ショベルの仕様
日立建機 ZX-120-3
全長 ７．６６ｍ 全幅 ２．４９ｍ
高さ ２．７４ｍ 重量 ９．４ｔ
バケット容量 ０．５ｍ3
登坂能力 ３５度

要求事項

実施（予定）事項

（訓練は継続実施）

▼配備済み（２月）

▼選定済（４月）
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料

対策1 外部電源系統の信頼性向上

現状では､原子力発電所外の施設は原子力安全確保の観点からの規制対
象ではないが､少なくとも原子力発電所に直接繋がる変電所までを規制
の視野に入れた上で、異なるルート（送電線及び変電所）からの給電
を確保するなどにより、１つのルートを失っても当該発電所が外部電
源喪失にならないよう外部電源系統の信頼性を高いものとすること。

①外部電源系統の信頼性評価
・１ルート（送電線及び変電所）失っても外部電源を喪失し
　ないことを確認した
②送電鉄塔の耐震性強化
・７７ｋＶ長幹支持がいしの免震対策を実施した

③鉄塔基礎の安定性評価
・盛土崩壊や地すべり、急傾斜地の土砂崩壊の影響を評価し、
　必要な対策を実施　　　　　  　　【平成24年度完了予定】
④大飯３、４号機の安全系所内高圧母線に大飯支線（77kV）
　を接続　　　　　　　　　　　　　【平成25年12月完了予定】

添付－２－１

対策2
変電所設備の信頼性を向上させるため、原子力発電所に直接接続され
る全送電線路の直近変電所引出口に施設される断路器について、今般
の地震で損傷した新福島変電所の断路器と同型の断路器の構造改良並
びに高強度がいし及びガス絶縁機器の採用を行うなどにより、耐震性
を強化した断路器の回線を２回線以上確保すること。

①耐震性を強化した断路器の回線を２回線確保
・ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）により耐震性を強化した
　回線が２回線確保されていることを確認した

②京北開閉所の気中断路器の高強度がいしへの取替え
・大飯発電所に接続される変電所引出口に施設される断路器の
　更なる強化として、耐震性強化を図るため、高強度がいし
　へ取替
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

添付－２－２

対策3

開閉所の電気設備(遮断器、断路器等)の地震による機能喪失のリスク
を低減させるため､耐震性の強化及び設備の多重化等を組み合わせるな
どにより､耐震性を向上させること。
また、がいし型遮断器(空気遮断器(ABB)等)については地震による機能
喪失リスクを評価した上でタンク型遮断器（ガス絶縁開閉装置（GIS）
等）等への設備の更新等を行うこと。

①ＮＩＳＡ文書に基づく開閉所電気設備の耐震性評価
・ＪＥＡＧ５００３による評価にて安全裕度のあることを
　確認した
③がいし型遮断器のタンク型遮断器等への設備更新
・がいし型遮断器は設置されていない

②ＮＩＳＡ文書に基づく開閉所電気設備の詳細な耐震性評価、
　耐震性向上対策
・基準地震動Ｓｓによる評価を行い、必要に応じ耐震性向
　上対策を実施
　　　　　　　　　　　　【耐震性評価：平成25年度完了予定】

添付－２－３

対策4
外部電源設備の復旧に要する時間を短くするため､損傷した場合に復旧
に時間を要する外部電源設備の予備、又はそれらを迅速に復旧する作
業のための資機材の確保及び手順をまとめた事故対応マニュアルの整
備等を準備しておくこと。
また、より早期に復旧作業に着手できるようにするため、電線路が長
い場合には、損傷箇所を迅速に特定できる設備（フォルトロケータな
どの事故点標定装置）を導入すること。

①損傷箇所を迅速に特定できる設備の導入
・損傷箇所を迅速に特定できる設備（フォルトロケータな
　どの事故点評定装置）が導入されていることを確認した

②復旧手順を定めたマニュアルの整備および必要な資機材
　の確保
・気中断路器およびがいし型避雷器が損傷し送電不能と
　なった事象を想定した復旧手順を定めたマニュアル
　を整備、および必要な資機材（例：復旧バイパス用
　架線、端子類、架線切離し工具）を確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年9月完了予定】

添付－２－４

対策5
所内電気設備が共通要因によって同時に機能を喪失することを防止す
るため､非常用の交流系及び直流系の電源及び配電盤を含め、電気設備
一式の多重性を強化するとともに、配置場所について、位置的な分散
（例えば、配置建屋、建屋内の位置（海側/陸側、高所/低所）の分散
等）を確保すること。

①空冷式非常用発電装置の配備
・非常用電源設備機能喪失時の代替設備として
　空冷式非常用発電装置を津波の影響を受けない高所に
　配備した

②緊急用高所受電設備の設置
・既設受電設備が使用できない場合も想定し、必要機器へ
　給電するための緊急用高所受電設備を設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成27年度完了予定】

添付－２－５

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見に関する３０の安全対策（まとめ表）

所内電気設備の位置的な分散

変電所設備の耐震性向上

開閉所設備の耐震性向上

外部電源設備の迅速な復旧

対策項目

１）地震等による長時間の外部電源喪失の防止のための外部電源対策

２）共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

添付－２
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策6
想定津波高さに備えた防潮壁等の設置に加え、多重防護の観点から建
屋の水密化、特に重要な非常用電気設備を地下階など浸水の可能性が
ある場所に設置している場合には部屋単位での水密化、更には浸水時
に備えた排水機能の用意等により確実な耐浸水性を確保すること。

①建屋の浸水防止対策（シール施工）
・福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水
　高さに対し、重要な機器が機能喪失しないよう建屋の
　浸水防止対策を実施した
・３号機の浸水口となる扉およびシャッターの前に
　防潮扉を、４号機エリアへの浸水経路となる雨水
　排水管へ逆止弁を設置した

②水密扉への取替え
・更なる信頼性向上の観点から、水密エリアの水密扉への
　取替えを実施　　　　　　　　　　【平成24年9月完了予定】
③津波の衝撃力緩和対策
・タンク周りの防護壁設置、既存防波堤のかさ上げ、取水設備
　まわりの防護壁設置、放水路ピットのかさ上げおよび防潮堤
  設置　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】
④外部電源受電設備の浸水対策
　発電所構内（屋外）電気設備の浸水対策として以下を実施
　・予備変圧器の防油堤のかさ上げ 　【平成24年6月完了予定】
　・電路などの浸水対策 　　　　　　 【平成25年度完了予定】

⑤浸水時の排水機能の確保
・可搬式ポンプなどを確保　　　　　 【平成24年9月完了予定】
⑥非常用ディーゼル発電機空調用ダクトかさ上げ等
・非常用ディーゼル発電機の浸水対策として、部屋単位の水密
　化に加えて換気空調用排気ダクトのかさ上げを実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　 【平成24年6月完了予定】

添付－２－６

対策7
非常用交流電源の多重性に関し、設備面のみならず運営面において
も、点検保守による待機除外、それに加えて自然災害等による機能喪
失や故障を考慮した、多重性の強化を図ること。
また、本設非常用交流電源の多様性に関し、空冷及び水冷等による冷
却方式の多様性を強化することにより共通要因による非常用交流電源
の喪失を防ぐこと。加えて、非常用交流電源全般について、外部電源
の復旧期間を見込んだ十分な燃料を確保すること。

①空冷式非常用発電装置の配備（対策５①で実施済）
・大容量の空冷式非常用発電装置を津波の影響を受けない
　高所に設置し、多重性を強化した
②非常用交流電源全般の外部電源復旧までの十分な燃料確保
・発電所内にある燃料の活用により、約８５日の継続運転
　（ストレステストでの評価結果）を可能とした
③非常用交流電源の多様性の強化
・既設の非常用ディーゼル発電機（水冷）への浸水対策、
  高所への空冷式非常用発電装置の配備により冷却方法
　の多様性を確保した
・また、海水ポンプが機能喪失した場合においても、
　既設非常用ディーゼル発電機の冷却が可能なように
　海水供給用可搬式エンジン駆動ポンプを配備した

④恒設非常用発電機の設置
・中長期的な対策として更なる信頼性向上のため、大容量
　の恒設非常用発電機を津波の影響を受けない高所に設置
　　　　　　　　　　　　　　      　【平成27年度完了予定】
　

添付－２－７

対策8
電源車や別途の非常用発電機の設置を前提として､非常用直流電源の各
系統において、蓄電池が枯渇する前の充電などにより長期間の機能維
持を可能とすること。
その上で、一系統の蓄電池の蓄電容量（注：独立した一システムの蓄
電容量を含む）のみで負荷の切り離しを行わずに少なくとも８時間
（事態の正確な把握、冷静な判断、作業の準備・実施に必要な時
間）、さらに不必要な負荷の切り離しを実施した上で少なくとも24時
間（注：電源車や別途の非常用発電機など外部からの給電に時間を要
する事態を考慮）、プラントの特性に応じて必要な時間の稼働を可能
とするよう蓄電容量を確保すること。

①空冷式非常用発電装置からの充電
・空冷式非常用発電装置を配備済みであり、全交流電源
　喪失から5時間以内に蓄電池への充電が可能

②常用系蓄電池との接続
・蓄電池の蓄電容量については、常用系蓄電池から安全系
　蓄電池への接続可能なよう改造
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年度完了予定】

③蓄電池の追加設置
・一系統の蓄電池の蓄電容量を負荷の切り離しを行わずに8
　時間、不必要な負荷の切り離しを実施した上で24時間の
　稼動を可能とする容量を確保
　　　　　　　　　　　　 　     　【平成27年度完了予定】

添付－２－８

対策9
原子炉の状態把握には計装電源が必須であるが､直流電源喪失により隔
離弁の開閉状態､圧力容器･格納容器等の温度が確認できず正確な判断
ができなかったことを踏まえ､シビアアクシデント時などにおいて特に
重要な計装に専用(計装と作動が同一電源の場合を含む)の電源を、充
電システムや蓄電池を既設及び代替電源とは別途用意するなどにより
確保すること。

①重要なパラメータを監視する予備の可搬型計測器等の
　手配（対策２７①で実施済）
・シビアアクシデント時などにおいて、電源供給ができる
　予備（バックアップ用）の可搬型計測器等を手配した

②重要なパラメータを監視する予備の可搬型計測器等の
　配備（対策２７②で実施）
・シビアアクシデント時などにおいて、電源供給ができる
　予備（バックアップ用）の可搬型計測器等を配備
　　　　　　　　　　　　　　　　 【平成24年6月完了予定】

添付－２－９

非常用直流電源の強化

浸水対策の強化

非常用交流電源の多重性と多様性の強化

個別専用電源の設置
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策10

電源喪失又はその可能性がある場合、電源車（交流、交流＋整流装
置）などのバックアップ設備による給電を確実かつ容易に行えるよう
にすること。例えば、建屋外の給電口を規格化した上で2 か所以上に
分散させ､被水対策(塩水対策含む)を実施することが求められる｡この
際､地絡側負荷等の切り離しも容易にできる措置を講じる必要がある｡
さらに、建屋外から給電が行えない場合など困難な状況を想定し、マ
ニュアルを整備する必要がある。

①電源喪失時のバックアップ設備による給電の確実かつ容
易化
・空冷式非常用発電装置を配備した
・マニュアルを整備した
・接続訓練を実施した
・給電口の接続コネクタを改良した

②緊急用高所受電設備の設置（対策５②で実施）
・緊急用高所受電設備の設置により、既設と合わせて2箇所以上
　の給電口を確保
　　　　　　　　　　　　　      　【平成27年度完了予定】

③給電口以外への接続マニュアルの整備
・建屋外の給電口への接続が困難な場合のマニュアルの整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年度完了予定】

添付－２－１０

対策11
様々な状況に対応できるM/C､P/C､ケーブルなど電気設備関係の予備品
について､これらを保管する緊急用資機材倉庫等を確保し、備蓄してお
くことや予備設備を設置しておくこと。
また､事故時の対応や事故後の復旧を迅速に行うため､可搬型の照明設
備を用意するなど復旧作業環境の確保を行うとともに、既存設備及び
事故時用の資機材等に関する情報やマニュアルが即時に利用できるよ
う普段から準備し訓練を行うこと。さらに訓練に加え、普段から保守
点検活動を自ら行って部品交換などの実務経験を積むこと。

①M/C、P/C、ケーブルなど電源設備関係予備品の高所倉庫
　などへの確保
・ケーブルなどの予備品を、津波の影響を受けない高所の
　倉庫などに確保した
・海水ポンプモータ予備品を津波の影響を受けない高所に
　配備した
・M/C、P/Cは緊急時に使用しないものを予備として使用す
　ることとした
②復旧作業環境確保のための照明設備の確保
・ハンドライト、ヘッドライトを緊急時対策所や中央制御
　室などに配備した
③電気設備関係資機材などに関する情報やマニュアルの整
　備、訓練
・資機材に関する情報を加味した、全交流電源喪失時の
　復旧マニュアルを整備し訓練を実施した
・今後も訓練を継続して実施し、普段から実務経験を積
　み上げる

④緊急用高所受電設備の設置（対策５②で実施）
・既設受電設備が使用できない場合も想定し、必要機器へ
　給電するための緊急用高所受電設備を予備設備として設置
　　　　　　　　　　　　      　　【平成27年度完了予定】

添付－２－１１

対策12
炉心損傷を防ぐための炉心冷却等を最優先すべき状況の判断基準を予
め明確化しておくこと。
また、前兆事象を確認した時点での事前の対応（例えば大津波警報発
令時の原子炉停止・冷却操作）などができる手順を整備すること。
この判断を可能とするために、ハード（電源、計装系、状況を確認に
行くための装備（線量計、 マスク等））と、ソフト（その際の操作を
明記したマニュアルや関連機器の設計図書等）を整備すること。
さらに、前兆事象をできる限り速やかに確認できるシステム（津波予
測システムなど）の研究開発が望まれる。
緊急時対策所等において事故時の条件下でも確実にプラント状況を把
握できるよう通信設備を含めた関係施設の整備・改善も重要。

①最優先すべき状況の判断基準の明確化、対応手順の整備
・事故時操作所則にて判断基準が明確化されていることを
　確認した
・地震・津波の発生を想定した対応手順に、大津波警報
　発令時における手順を追加した
②状況判断を可能とするハード、ソフトの整備
・ハード面として線量計、マスク、防護服および内部被ば
　く評価用測定器など必要な資機材を整備した
・ソフト面として、マニュアルや関連機器の設計図書など
　を緊急時対策所に保管し、最新版管理を従来から実施し
　ている
③緊急時対策所などにおける事故時通信機能の確保
　（対策２６①で実施済）
・通信設備の信頼性向上として、トランシーバー、携行型
　通話装置、衛星携帯電話、衛星を活用したＦＡＸ、可搬
　式緊急時衛星通報システムを緊急時対策所などに分散配
　備した
④引き津波発生時の対応手順書の整備
・前兆事象として引き津波の兆候を潮位計にて監視し、海
　水ポンプの停止、再起動する旨を手順書に定めているこ
　とを確認した。なお、津波の早期検知のための研究開発
　については、公的機関等での検討に協力していく

⑤運転員などのシビアアクシデント対応能力向上
・現場操作機器などのマニュアルへの情報追加
・メーカなどによるシビアアクシデント教育の実施
・線量予測図を作成しシビアアクシデント対応マニュアル
　へ反映
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

添付－２－１２

３）冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

事故時の判断能力の向上

外部からの給電の容易化

電気設備関係予備品の備蓄
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策13
冷却設備（原子炉注水設備、原子炉減圧設備等）に関連する設備・機
器を水没・被水させないため、これらが設置されている建屋、ポンプ
室等については水密化、排水設備の設置・配備などにより確実な耐浸
水性を確保すること。
また､代替設備を含めて、浸水などの共通要因によって機能を完全に喪
失することがないよう、各設備の位置的分散等を図ること。

①建屋の浸水防止対策（シール施工）（対策６①で実施済）
・重要な機器が機能喪失しないよう建屋の浸水防止対策を
　実施した
②代替設備を含めた位置的分散
・消防ポンプ、消火ホースなどの資機材を津波の影響を受
　けない場所に保管した
・空冷式非常用発電装置の配備、大容量ポンプ、海水ポン
　プモータ予備品を、それぞれ津波の影響のない高所へ配
　備し、位置的分散を図った

③水密扉への取替え（対策６②で実施）
・更なる信頼性向上の観点から、水密エリアの水密扉への
　取替えを実施　　　　　　　　　　【平成24年9月完了予定】
④津波の衝撃力緩和対策（対策６③で実施）
・タンク周りの防護壁設置、既存防波堤のかさ上げ、取水設備
　まわりの防護壁設置、放水路ピットのかさ上げおよび防潮堤
  設置 　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

添付－２－１３

対策14
事故時の安全対策上重要な補機の冷却及び残留熱の除去に関して、海
水ポンプなどが共通要因によって機能を完全に喪失することがないよ
う、防潮壁やスクリーンなどにより、RHRS、RHRC等の最終ヒートシン
クを確保するための海水冷却・固定式機器の津波への耐性を強化する
こと。
また、可搬型代替RHRSの導入や空冷機器の設置などによる最終ヒート
シンクの多重性及び多様性を確保すること。

①最終ヒートシンクの多重性、多様性確保
・以下の手段により多重性、多様性を確保した
　・主蒸気逃がし弁から大気への崩壊熱の放出
　・ディーゼル駆動式の大容量ポンプ、海水ポンプ(モータ
　　予備品の使用)などにより、余熱除去系機能を回復する
　　ことによる海への崩壊熱放出
②非常用炉心冷却系統の健全性確認
・従来の点検に加え、事故を模擬し実際に原子炉容器に水
　が注入されることの確認により、健全性を確認した
③非常用炉心冷却系統の耐震サポート、タンク基礎ボルト
　の健全性確認
・耐震サポート（支持構造物、ボルトなど）について、
　外観目視点検等により健全性を確認した
・蒸気発生器および使用済燃料ピットへの補給水源として
　期待されるタンクや非常用炉心冷却系統に設置されて
　いる屋内外タンク等の基礎ボルトについて、外観目視
　点検等により健全性を確認した

④最終ヒートシンク確保のための海水冷却・固定式機器の津波へ
　の耐性強化（対策６③で実施）
・タンク周りの防護壁設置、既存防波堤のかさ上げ、取水設備
　まわりの防護壁設置、放水路ピットのかさ上げおよび防潮堤
  設置 　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

添付－２－１４

対策15
隔離弁の駆動源が喪失していても、原子炉冷却が必要な時には強制的
に確実に動作させることができるメカニズム（外部から個別に電動弁
に給電するなど）を導入すること。また、個別に操作する場合にあっ
ても､事故時に迅速かつ安全かつ確実に当該操作ができるよう､アクセ
スが容易な場所で簡易にできるよう対策すること。
また、駆動用空気系のバックアップシステム(可搬型コンプレッサー
等)､電源等を確保することや手動操作を可能にする等によりSRV の作
動を確実に行えること。なお、SRV 開による減圧を続けるためには、
格納容器の除熱・減圧が必要である（最終ヒートシンクについては対
策14、ベント操作については対策21 参照）。

①隔離弁の動作確実性の向上
・冷却に必要な系統の弁は電源喪失時にも開状態を維持
　するため、対策は不要である
②主蒸気逃がし弁の動作確実性の確認
・主蒸気逃がし弁は手動操作が可能でアクセスも容易で
　あることを確認した

③更なる資機材・予備品の確保
・更に必要な資機材・予備品として、空気作動弁等の動力確保
　のため窒素ボンベ、弁作動用空気確保のためコンプレッサー
　等の確保について検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年度完了予定】

添付－２－１５

対策16
既設の注水設備も含めた注水設備全体として駆動源の多様化を図るた
めには、代替注水設備の駆動源は、蒸気駆動、ディーゼル駆動等とす
ること。
また、代替注水設備は、地震時やシビアアクシデント時の環境にも耐
えられるものとし、水源についてもタンク、貯水池、ダム等の多重
性・多様性を持たせること。
更に、注水までの時間を短縮し、確実な注水実施を可能とするため、
原子炉の減圧を確実に実施できるようにすることはもちろんのこと、
できるだけ吐出圧力の高い(例えば、1MPa 以上)ポンプや建屋外の注水
口を整備し、注水手順を定め日常的に訓練すること。
消火系のように別目的の設備を原子炉冷却に使用する場合には、通常
のライン構成から原子炉注水ラインに簡易に切り替えられるように設
備面及び運用面で改善するとともにバックアップポンプを用意してお
くこと。

①代替注水設備の駆動源の多様化
・本設の蒸気、電気系に加えて、エンジン駆動の消防ポン
　プを高所に配備した
②水源の多重性、多様性の確保
・復水ピット、Ｃ－２次系純水タンクに加え、２次系純水
　タンク（予備）、海水により多重性、多様性を確保した
③海水接続口の整備
・炉心冷却に必要な注水量に対しそれを上回る消防ポンプ
　を配備し、訓練により有効性を確認した
・海水接続口の設置により時間短縮のための改善を行った
④補助給水ライン改造
・補助給水ラインへの消火水ライン接続や海水接続口の
　設置により、水源の多重化、多様化を確保した

⑤中圧ポンプの配備
・更に吐出圧力の高い中圧ポンプ（電動）の配備、配管の
　恒設化を実施
　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年5月完了予定】

添付－２－１６

冷却設備の耐浸水性確保・位置的分散

隔離弁・SRVの動作確実性の向上

代替注水機能の強化

事故後の最終ヒートシンクの強化
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策17 使用済燃料プールの冷却・給水機能の信頼性向上

使用済燃料プールの冷却・給水機能の信頼性向上のため、機能の多重
性及び多様性を確保すること。
また、その際、貯蔵している燃料の崩壊熱等を踏まえ、冷却対応が必
要となるまでの猶予期間が十分確保できるように、冷却水量の確保、
貯蔵の分散化、空冷設備の設置、乾式貯蔵の採用などについて検討す
ること。

①冷却、給水機能の多重性および多様性の確保
・海水を含む複数の水源から複数の給水手段を活用
　でき、多重性、多様性を確保した。なお、貯蔵の分散
　化、空冷設備の設置、乾式貯蔵については、原子燃料
　のサイクル全体の課題であり、別途検討している
②外部支援がない場合の冷却期間の確保
・空冷式非常用発電装置、１次系純水タンク、淡水タン
　ク、給水のための消防ポンプおよびその燃料を確保す
　ることにより、外部支援がない場合でも冷却を継続す
　ることを可能とした
③冷却・給水機能の信頼性向上
・外部から消火水などを注入するための配管の恒設化に
　より水補給方法を多様化した
・冷却系統の耐震強化を実施した
④使用済燃料ピットポンプの健全性確認
・従来の点検に加え、ポンプの分解点検を実施し、健全
　性を確認した
⑤使用済燃料ピットの監視強化（対策２８①で実施済）
・既設カメラにて水位の監視を可能とした
・水位計、温度計の電源を非常用電源に変更した
・非常用電源から電源供給される監視カメラを設置した

⑥使用済燃料ピット広域水位計の設置（対策２８②で実施）
・非常用電源から電源供給される広域水位計の設置
　　　　　　　　　　　　　　【次回定期検査時に設置予定】

添付－２－１７

対策18 格納容器の除熱機能の多様化
代替電源などの設置をした上でも、全交流電源喪失の場合に備え､PCV
の過圧と過温を防止するため､交流電源に頼らないPCVスプレイ（注：
CV内放射性物質の除去効果もある）及びRHR等による除熱機能を追加確
保すること。
また､今回の事故で津波により取水ポンプ等が損壊したことも考慮すれ
ば､海水冷却以外又は津波により同時に損壊しない位置的な分散を確保
できる格納容器代替除熱機能などによる格納容器除熱機能の多様性を
確保すること。

①余熱除去系などによる除熱機能の確保
・大容量ポンプ、空冷式非常用発電装置により原子炉補機
　冷却機能を回復することで確保した
②大容量ポンプの配備
・大容量ポンプは津波の影響を受けない高台に配備し、位
　置的分散を図った
③交流電源（代替電源含む）に頼らない除熱機能の追加確
　保
・交流電源によらないディーゼル駆動ポンプによる
　格納容器スプレイを用いた格納容器減圧機能を確保した
④格納容器スプレイリングの健全性確認
・従来の点検に加え、系統配管に圧縮空気を供給し実際に
　空気が流れることの確認により、健全性を確認した

⑤フィルタ付ベント設備の設置（対策２２②で実施）
・炉心損傷後の格納容器信頼性の確保の観点から、フィルタ付
　ベント設備を設置
　　　　　　　　　　　　       　　【平成27年度設置予定】

添付－２－１８

対策19

BWRマークＩ型格納容器のように、ＰＣＶトップヘッドフランジが圧力
容器に近く熱輻射の影響を受けやすいにもかかわらずＰＣＶスプレイ
の効果が期待しがたい場合などには、ＰＣＶトップヘッドフランジな
どの過温破損対策を検討すること。
その一つの方法としてトップヘッドの外部からの冷却が考えられるが､
過温の程度の評価、本対策によるマイナスの効果がないかどうかある
いは、他の対策の可能性を個別のプラント毎に検討し、措置するこ
と。

－
(ＰＷＲプラントにトップヘッドはないため、対策不要)

－

添付－２－１９

格納容器トップヘッドフランジの過温破損防止対策（主にＢＷＲのみを対象）

４）格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

-23-



緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策20
低圧代替注水への移行を確実に行うためには、「代替注水待機」、
「PCVベント実施」、「SRV開」、「注水開始」、「HPCI等停止」とい
うような基本的な手順を明確化すること。また、完全電源喪失など幅
広い状況に対応してマニュアルを整備すること。
※PWRについても、具体的な手順はBWRとは異なるものの、低圧代替注
水への移行を確実に行うという観点から適切な手順の明確化を行うこ
と。
※SRVの動作確実性の向上については、対策15を参照。

①低圧代替注水のマニュアル整備
・ＰＷＲプラントは蒸気発生器からの冷却を行うことから、
　炉心直接注入機能は不要
・減圧手段として主蒸気逃がし弁があり、手順は確立済み

②更なるマニュアルの充実
・中圧ポンプの配備などの蒸気発生器注水機能の更なる改善に
　合わせてマニュアルを充実していく
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年度完了予定】

添付－２－２０

対策21
ベントの確実性を向上させるため､べン卜設備の多重性及び耐震性を向
上させること。
また、コンプレッサー・バッテリーの配備や手動開を可能とするよう
な設備対応などにより、確実にべント弁の開操作を実施できること。
更に、事象進展に応じて早期のべン卜を機動的に実施する観点から、
ラプチャーディスクの弁付きバイパスラインについて検討すること。
ベント操作が必要な事故では、べント弁が設置されているR/B地下は放
射線量率が高い状況になっている可能性があることから、そうした状
況下におけるべント弁の操作性を向上させるため、R/B内外の放射線量
率の低い位置の操作が可能とするなどにより弁の設置位置や操作場所
を再検討すること。

①主蒸気逃がし弁の動作確実性の確認（対策１５②で実施
済）
・PWRでは、主蒸気逃がし弁により崩壊熱を大気に放出する
　手段を有しており、主蒸気逃がし弁は全交流電源喪失時
　にも現場で手動開閉操作が可能である

②フィルタ付ベント設備の設置（対策２２②で実施）
・フィルタ付ベント設備を設置する際に、適切な時期に
　ベントを実施する観点から、ラプチャーディスクの弁付き
　バイパスラインも含めシステムについて操作性、確実性の
　あるものを検討
　　　　　　　　　　　　　　      【平成27年度設置予定】 添付－２－２１

対策22
ウエットウエル（W/W）ベントにより放射性物質がある程度放出された
ことは否定できない。また、PCVに外部から注水を続ければW/Wは水没
しD/Wベントに依存せざるを得ない状況が考えられる。このため､D/Wベ
ントは当然のことながら、W/Wベントにも放射性物質除去（フィルタ）
効果のある設備を付けること。その際、フィルタでの水蒸気の凝縮に
より水素爆発を起こさないエ夫を行うこと。

①格納容器スプレイによるよう素除去
・よう素除去効果のある格納容器スプレイにより格納容器
　内圧を抑制し、大容量ポンプによる補機冷却機能を回復
　させることが可能であり、炉心損傷に至った場合でも
　多様な冷却機能を確保した

②フィルタ付ベント設備の設置
・万一、炉心が損傷し、格納容器の内圧が大幅に上昇した
　際にも、放射性物質の放出量を劇的に低減し、土地汚染
　による長期避難区域を極小化するためのフィルタ付ベン
　ト設備を設置
　　　　　　　　　　　　     　　【平成27年度設置予定】

添付－２－２２

対策23
べントを実施した際に、PCV内に滞留していた水素がＳＧＴＳや他号機
のべント配管を逆流してR/B内に流入することがないよう、べン卜配管
をＳＧＴＳから独立させるとともに、号機間でべントの排気筒を共有
しないことなどによりベント配管の独立性を確保すること。
なお､号機間でベントの配管系統が繋がるようなことは禁止する｡今
後、その他の設備についても号機間共有の考え方を整理すること。

①ベント配管の独立性確保
・PWRでは、現状ベント設備を保有しておらず、また、格
　納容器排気筒はユニット毎に独立している

②フィルタ付ベント設備の設置（対策２２②で実施）
・フィルタ付ベント設備は、ユニット毎に設置し、ベント
　配管の独立性を確保
　　　　　　　　　　　　       　【平成27年度設置予定】 添付－２－２３

対策24

水素爆発を防止するためには、前述のＰＣＶの健全性を維持するため
の対策（対策21～23）により水素の管理された放出を図ること。
加えて、建屋側に漏えいした水素については、非常用ガス処理系の活
用や水素再結合装置等の処理装置の設置などにより、放射性物質の放
出を抑制しつつ水素濃度を管理すること。
更に、建屋から水素を排出する必要がある場合には、プラント毎に定
量的な評価を行った上で十分な大きさの開口部を設けるとともに、防
爆仕様の換気装置及び放射性物質除去機能を持った装置などにより、
水素爆発の防止及び放射性物質の放出抑制を行った上での排出とする
こと。この際には、水素濃度検出装置の設置などにより、Ｒ／Ｂ内の
状況を正確に把握すること。
※その上で、今般のように大量の水素が発生し、上記のような対応策
を講じても対応できない場合に備えて、最後の手段として、ブローア
ウトパネルの開放（地上部による開口部の設置等を含む）等による水
素滞留対策を検討することについては引き続き検討すること。

①アニュラス排気設備運転手順の整備
・格納容器の容積が大きいため、水素濃度は爆発領域に至
　ることはないが、水素が格納容器からアニュラス内へ漏
　れ出ることも想定し、アニュラス排気ファンを運転する
　手順を整備した

②静的触媒式水素再結合装置の設置
・大型ドライ型格納容器プラントの格納容器内に静的触媒式
　水素再結合装置を設置。なお、水素濃度検出装置の設置に
　ついては、対策２８のプラント状態監視機能の強化の中で
　検討。
　　　　　　　　　　　　　　【次回定期検査時に設置予定】

添付－２－２４

水素爆発の防止（濃度管理及び適切な放出）（主にＢＷＲのみに適用）

ベントの確実性・操作性の向上

ベントによる外部環境への影響の低減

ベント配管の独立性確保

低圧代替注水への確実な移行（主にＢＷＲのみに適用）
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策25 事故時の指揮所の確保・整備
地震等の自然災害などによっても機能喪失しない緊急時の指揮所を確
保・整備すること。
その際、必要人員の収容スペース、事故時においても中央操作室や指
揮所が十分に機能を発揮できる必要な電源の確保、放射性物質の流入
防止（換気空調系機器の機能確保）、カメラ等による建屋等の周辺状
況の監視機能及び通信機能の確保を担保すること。

①緊急時対策所被災時の対応
・緊急時対策所に発電所対策本部を設置できない場合、状
　況を踏まえ発電所対策本部長（所長）が、利用可能な施
　設を本部に設置することとしていることを確認した
②中央制御室横の会議室での指揮所機能確保
・中央制御室横の会議室は、耐震性を有し、津波を回避で
　きる設置高さ、換気空調による放射性物質の流入防止機
　能を有していることを確認した。
　また、通信機器を配備し、指揮所機能を確保した

③免震事務棟の設置
・事故時の指揮機能を強化するため、事故時の資機材確保、
　対応要員収容、カメラ等による建屋等の周辺状況の監視機
　能も考慮した免震事務棟を設置
　　　　　　　　　　　　　　　【平成27年度運用開始予定】

添付－２－２５

対策26 事故時の通信機能確保
通信設備の信頼性を向上させるため、非常時における電源の確保を着
実に実施するとともに、地震や津波といった非常時を想定した上で
も、主要通信基地等の機能維持が可能となるよう耐震性を考慮した機
器の設置や浸水対策を行うこと。
また、緊急時対策所や関係機関での対応を迅速かつ適切に行うため、
伝送系を含めて緊急時対応情報システムやテレビ会議システム等の設
置を進めるとともに、事故時における機能確保を図ること。

①通信設備の信頼性向上
・トランシーバー、携行型通話装置、衛星携帯電話、緊急
　時衛星通報システムを分散配備した。なお、通信機器の
　充電用に可搬式発電機を確保している
・緊急時対策所使用不可時は、中央制御室横の会議室を指
　揮所として、配備されている通信機器等により対応可能
　とした

②緊急時対応支援システム（ERSS）へのデータ伝送系増強
・伝送ルートの多様性を確保するよう関係機関と調整
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

③ＴＶ会議システムの導入検討
・緊急時対策所の代替所へのＴＶ会議システムの設置
・政府関係機関とＴＶ会議を行えるよう、原子力災害に
　用いるテレビ会議システムの導入について検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

④更なる通信設備の信頼性向上
・衛星携帯電話の外部アンテナの設置
・オフサイトセンターへの衛星電話の配備
・衛星可搬局の設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年度完了予定】

⑤通信設備の移設（対策２５③で実施）
・免震事務棟への通信設備移設
　　　　　　　　　　　　　　　【平成27年度運用開始予定】

添付－２－２６

対策27 事故時における計装設備の信頼性確保
電源の確保に加えて、計装専用の蓄電池（対策９再掲）、予備計測器
の設置や予備品の確保を行うこと。
また、事故時に的確に使用できるように、補正等が必要なものについ
ての情報整理を行い、確実に運用可能とすること。

①重要なパラメータを監視する予備の可搬型計測器等の
　手配
・シビアアクシデント時などにおいて、電源供給ができる
　予備（バックアップ用）の可搬型計測器等を手配した

②重要なパラメータを監視する予備の可搬型計測器等の配備
・シビアアクシデント時において、電源供給ができる予備
　（バックアップ用）の可搬型計測器等を配備
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年6月完了予定】

添付－２－２７

対策28 プラント状態の監視機能の強化
更なる円滑な状況把握のためのＰＣＶ内も含めた監視カメラやロボッ
トの活用や、炉心損傷時にも水位等のプラント状態を確実に把握でき
るよう、計器仕様の範囲を拡大するための研究開発を進めること。

①使用済燃料ピットの監視強化
・既設カメラにて水位の監視を可能とした
・水位計、温度計の電源を非常用電源に変更した
・非常用電源から電源供給される監視カメラを設置した

②使用済燃料ピット広域水位計の設置
・非常用電源から電源供給される広域水位計の設置
　　　　　　　　　　　　　　【次回定期検査時に設置予定】

③格納容器内監視カメラの活用検討
・格納容器内も含めた監視カメラやロボットの活用について、
　その有効性や実現性も含めて検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成26年9月完了予定】

④「過酷事故用計装システムに関する研究」
・炉心損傷時に格納容器内も含めたプラント状態を確実に把握
　できる計装システム研究開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成26年9月完了予定】

添付－２－２８

５）状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策
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緊急安全対策および自主的取組
（短期対策；実施済み）

信頼性向上対策
（中長期対策）

添付資料対策項目

対策29 事故時モニタリング機能の強化
発電所敷地境界等のモニタリングポストについては、排気筒以外から
の放射性物質の放出の可能性に対応するため、非常用電源からの供給
や専用電源の設置などにより、モニタリング機能が維持されるように
手当すること。
また、モニタリングポスト周囲が汚染しても正確なモニタリングを可
能とするよう対応を検討しておくこと。

①発電所敷地境界のモニタリングポストの電源対策
・非常用電源からの供給、バッテリー容量の増加、専用
　エンジン発電機を設置した
②発電所敷地境界のモニタリングポスト汚染時の対応
・モニタリングカー、可搬式測定器を配備し、訓練を
　実施した

③既設伝送ラインに加え、無線伝送装置を設置し伝送を２重化
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

④停電や汚染に柔軟に対応できる可搬型モニタリングポストの
　追加配備
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成25年度完了予定】

添付－２－２９

対策30 非常事態への対応体制の構築・訓練の実施
非常事態時においても事態対応に必要な機器が確実に動作するようポ
ンプ等の適切な予備品を確保する（対策４、１１、２７再掲）ととも
に各地域の気象条件等を考慮した設備対応、ガレキ撤去等のための重
機の確保や夜間対応を想定した照明機器等の配備を行うこと。
シビアアクシデントへの対応も含めて、あらゆる状況を想定した上
で、幅広い事態に対応したマニュアル、設計図面等の必要な情報の整
備、関連資料の保管、緊急時に必要となる人員の確保・招集体制等を
構築することや高線量下、夜間や悪天候下等も含めた事故時対応訓練
を行うこと。また、日常の保守等を通じてプラント及び予備品等に熟
知しておくこと。

①非常時対応に必要な資機材・予備品確保
・消防ポンプ・消火ホースやハンドライト等の必要な予備
　品を確保した
②マニュアル・必要な情報の整備、保管
・緊急時対策所へ保管され整備済み
③緊急時対応体制の強化、要員召集方法の強化
・複数プラント同時発災を想定した発電所常駐体制を強化
　した
・呼出対象の拡大、衛星携帯電話配備および要員の迅速か
　つ確実な召集のためのヘリポート拡充・小型船舶の夜間
　航行装備の検討により、要員の召集方法を強化した
④夜間等より厳しい状況を想定した訓練
・夜間における事故時対応等、従来の訓練を充実させて実
　施した。今後も継続実施するとともに、高線量環境を想
　定した訓練等、より厳しい条件を想定した訓練を実施
⑤指揮命令系統の明確化、特命班の設置
・複数ユニット同時発災にも確実に対応できるよう、号機
　毎に指揮命令系統を定め対応を明確化した
・予期しない事象が発生した場合に対応する特命班を設置
　した

⑥更なる対応体制の強化
・協力会社による支援要員派遣体制の構築
・プラントメーカ技術者を若狭地区へ常時配置し、初期対応支
　援体制を整備
・発電所常駐要員の更なる増員
　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成24年4月完了予定】

⑦更なる資機材・予備品の確保
・更に必要な資機材・予備品を検討・確保し、リストを整備
　　　　　　　　　　　　　　　 【平成24年度順次配備予定】

添付－２－３０
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外部電源系統の信頼性向上

現状では、原子力発電所外の施設は原子力安全確保の観点からの規制対象ではないが、少なくとも
原子力発電所に直接繋がる変電所までを規制の視野に入れた上で、異なるルート（送電線及び変電
所）からの給電を確保するなどにより、１つのルートを失っても当該発電所が外部電源喪失にならない
よう外部電源系統の信頼性を高いものとすること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策１

対応状況

①外部電源系統の信頼性評価
外部電源系の信頼性を評価し、１つのルー

ト（送電線及び変電所）を失っても外部電源
を喪失しないことを確認した。

②送電鉄塔の耐震性強化
77kV長幹支持がいしについて免震対策を実
施した。

③鉄塔基礎の安定性評価
鉄塔敷地周辺の地盤変状の影響による二

次的被害の要因である盛土崩壊や地すべり、
急傾斜地の土砂崩壊の影響を評価した。今
後、必要な対策を実施する。

④大飯3，4号機77ｋＶ線路接続
全ての送電回線の各号機への接続に関し

て、各号機の接続回線を確認した。大飯3，4
号機の安全系所内高圧母線に大飯支線
（77kV）を接続する。

「原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について（指示）」（平成23･04･15原院
第3号）に基づき対応している。

西京都西京都

送
電
線

（外
部
電
源
）

小浜小浜

大飯発電所大飯発電所

・大飯１，２号機は３ルート５回線
大飯３，４号機は２ルート４回線

・複数の変電所に接続

1G DG DG 2G 3G DG DG 4G

500kV 送電系統

500kV 特高開閉所母線

77kV
送電母線

工 事

実施済み

評価済み 対 策

１） 地震等による長時間の外部電源喪失の防止のための外部電源対策

基準項目

①外部電源系統の信頼性評価

②送電鉄塔の耐震性強化

③鉄塔基礎の安定性評価

④大飯3，4号機77ｋＶ線路接続

確立済み

添付－２－１

京北京北

500kV

（大飯１，２号機のみ）

77kV

設計・法令手続き

変電所

大
飯
幹
線

第
二
大
飯
幹
線

大
飯
支
線

▽12月完了予定
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変電所設備の耐震性向上

変電所設備の信頼性を向上させるため、原子力発電所に直接接続される全送電線路の直近変電所
引出口に施設される断路器について、今般の地震で損傷した新福島変電所の断路器と同型の断路
器の構造改良並びに高強度がいし及びガス絶縁機器の採用を行うなどにより、耐震性を強化した断
路器の回線を２回線以上確保すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策２

①大飯発電所では、下記図面に示す通り、直近の変電所の引出口に施設されている断路器におい
て、ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）により耐震性を強化した回線が２回線確保されていることを確認した。
（大飯発電所） 西京都変電所から５００ｋＶ２回線がＧＩＳで接続

（京北開閉所から ５００ｋＶ２回線が気中断路器で接続）

②大飯発電所に接続する変電所引出口に施設される断路器の更なる強化として、京北開閉所の気
中断路器の耐震性強化を図るため、高強度がいしへの取替えを実施する。

対応状況

西京都（ＧＩＳ） 京 北（気中）

大 飯

大
飯
幹
線

第
二
大
飯
幹
線

77kV
大飯支線

：気中断路器[凡例]

②京北開閉所高強度がいし化
工事開始 工事完了製作開始

添付－２－２

①耐震性を強化した断路器の
回線を2回線確保

確立済み

１） 地震等による長時間の外部電源喪失の防止のための外部電源対策

基準項目

変電所
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開閉所設備の耐震性向上

開閉所の電気設備(遮断器、断路器等)の地震による機能喪失のリスクを低減させるため、耐震性
の強化及び設備の多重化等を組み合わせるなどにより、耐震性を向上させること。

また、がいし型遮断器(空気遮断器(ABB)等)については地震による機能喪失リスクを評価した上で
タンク型遮断器（ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）等）等への設備の更新等を行うこと。

対策内容

対策３

①「原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（指示）」（平成
23･06･07原院第1号）に基づき、JEAG5003による評価を行い、安全裕度を有していることを確認し
た。（平成23年7月7日に原子力安全・保安院へ報告済み）

②一方、「原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震対策について（追加指
示）」（平成24･01･17原院第1号）を受けたことから、更に詳細な評価（基準地震動Ｓｓに基づく評
価）を行い、その結果に基づき、必要に応じて耐震性向上対策を実施する。（評価計画を2月17日
に提出済み）

③がいし型遮断器については、大飯発電所には設置されておらず、対策不要である。

対応状況

①JEAG5003による

評価

②詳細な評価

○全体工程

・入力地震動算定

・耐震性評価

・対策検討

③がいし型遮断器の
設備更新

Ｈ２６年度Ｈ２５年度Ｈ２４年度Ｈ２３年度実施事項

スケジュール

▼1/19 追加指示

▼2/17 実施計画書提出

▽12月
耐震性評価報告(中間報告)※２

▽3月
耐震性評価報告

※１ 四半期報告は対策完了まで行う。
※２ 中間報告、四半期報告毎に工程を見直し報告を行う。
※３ 対策完了後は取りまとめ次第、報告を行う。

※３▽

四半期報告 ※１ ※２
▽6月▽9月 ▽3月▽6月▽9月▽12月…

地質データ整備
地盤モデル作成
解析、結果整備

機器データ整備
解析モデル作成
解析、耐震性評価

▼6/7 評価指示
▼7/7 評価結果報告

添付－２－３

（対策不要）

１） 地震等による長時間の外部電源喪失の防止のための外部電源対策

基準項目
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外部電源設備の迅速な復旧

外部電源設備の復旧に要する時間を短くするため、損傷した場合に復旧に時間を要する外部電源
設備の予備、又はそれらを迅速に復旧する作業のための資機材の確保及び手順をまとめた事故対応
マニュアルの整備等を準備しておくこと。

また、より早期に復旧作業に着手できるようにするため、電線路が長い場合には、損傷箇所を迅速
に特定できる設備（フォルトロケータなどの事故点標定装置）を導入すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

②復旧手順マニュアル整備

復旧資機材確保

対策内容

対策４

①大飯発電所に接続される送電線路は、損傷箇所を迅速に特定できる設備（フォルトロケータなどの
事故点標定装置）が既に導入されていることを確認した。

②大飯発電所に直接接続される送電線路を対象に、気中断路器およびがいし型避雷器が損傷し送
電不能となった事象を想定した、復旧手順を定めたマニュアルを整備した。
また、復旧に必要な資機材を確保する。
（資機材例：復旧バイパス用架線、端子類、架線切離し工具）

対応状況

西京都（ＧＩＳ） 京 北（気中）

大 飯

大
飯
幹
線

第
二
大
飯
幹
線

77kV
大飯支線

：がいし型避雷器

：気中断路器[凡例]

添付－２－４

①損傷箇所を迅速に特定で

きる設備の導入 確立済み

実施済み

１） 地震等による長時間の外部電源喪失の防止のための外部電源対策

基準項目

変電所

▽9月完了予定
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所内電気設備の位置的な分散

所内電気設備が共通要因によって同時に機能を喪失することを防止するため、非常用の交流系及
び直流系の電源及び配電盤を含め、電気設備一式の多重性を強化するとともに、配置場所について、
位置的な分散（例えば、配置建屋、建屋内の位置（海側/陸側、高所/低所）の分散等）を確保すること。

対策内容

①非常用電源設備が機能喪失した場合を想定し、炉心及び使用済燃料の損傷防止に必要なアクシ
デントマネジメント用の代替電源系設備として、電源車に代わる空冷式非常用発電装置を配備、
配備場所についても津波の影響を受けない高所とした。

②更に、既設の受電設備が使用できない場合も想定し、空冷式非常用発電装置または今後設置予
定の恒設非常用発電機から、必要機器へ給電するための緊急用高所受電設備（交流・直流）の設
置などの対策を実施する。

対応状況

対策５

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２７年度

①空冷式非常用発電装置の配備

②緊急用高所受電設備の設置

※既設安全系設備に係る受電盤の高所据付、ケーブルの布設

など、中長期的な対策として計画的に設備改造を順次実施

添付－２－５

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目

▼配備済み（9月完了）

空冷式非常用発電装置

＜既設建屋＞

既設開閉設備

緊急用高所受電設備

既設補機

緊急用高所受電設備構成イメージ図

建屋間ケーブル

Ｇ

Ｈ２６年度

平成27年度完了予定
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浸水対策の強化

想定津波高さに備えた防潮壁等の設置に加え、多重防護の観点から建屋の水密化、特に重要な非
常用電気設備を地下階など浸水の可能性がある場所に設置している場合には部屋単位での水密化、
更には浸水時に備えた排水機能の用意等により確実な耐浸水性を確保すること。

対策内容

①浸水対策においては、重要な機器（所内電源設備を含む）が機能喪失しないよう、福島第一原子力発電所
事故を踏まえ考慮すべき浸水高さとして、T.P.11.4mまでの建屋の浸水防止対策（シール施工）を実施した。
また、３号機の浸水口となる扉およびシャッターの前に防潮扉を、４号機エリアへの浸水経路となる雨水排
水管へ逆止弁を設置した。

②更なる信頼性向上の観点から、水密エリアの水密扉への取替えを実施する。
③津波の衝撃力緩和対策としてタンク周りの防護壁設置、既存防波堤のかさ上げ、取水設備まわりの防護壁

設置、放水路ピットかさ上げおよび防潮堤設置を実施する。なお、蓄電池については、福島第一原子力発
電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ以上に設置されていることを確認した。

④ 発電所構内（屋外）において、外部電源を6.6kV安全系高圧母線に受電するために必要な電気設備の浸水
対策として、予備変圧器の防油堤のかさ上げ、予備変圧器から6.6kV安全系高圧母線までの電路等の浸水
対策を実施する。

⑤浸水時に備えた排水機能として、可搬式ポンプなどを確保する。
⑥特に重要な建屋内の非常用電気設備に対しては、非常用ディーゼル発電機（ＤＧ）についての浸水対策とし

て、部屋単位の水密化に加えて換気空調用排気ダクトのかさ上げを実施する。

対応状況

対策６

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

予備変圧器防油堤かさ上げイメージ図（大飯発電所）

①建屋の浸水防止対策（シール施工）

②水密扉への取替

③津波の衝撃力緩和対策

・タンク周りの防護壁設置

・既存防波堤のかさ上げ

・取水設備まわりの防護壁設置

・放水路ピットかさ上げおよび防潮堤設置

④外部電源受電設備の浸水対策

・予備変圧器防油堤かさ上げ

・電路などの浸水対策

⑤排水機能の確保

⑥非常用DG空調用ダクトかさ上げ等

実施済み

添付－２－６

▽９月完了予定

▽６月完了予定

▽６月完了予定

▽９月完了予定

▽６月完了予定

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目
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非常用交流電源の多重性と多様性の強化

非常用交流電源の多重性に関し、設備面のみならず運営面においても、点検保守による待機除外、
それに加えて自然災害等による機能喪失や故障を考慮した、多重性の強化を図ること。

また、本設非常用交流電源の多様性に関し、空冷及び水冷等による冷却方式の多様性を強化する
ことにより共通要因による非常用交流電源の喪失を防ぐこと。加えて、非常用交流電源全般について、
外部電源の復旧期間を見込んだ十分な燃料を確保すること。

対策内容

①短期的な対策として多重性を強化するため、緊急安全対策により監視計器等への給電として電源
車を配備した後、更に炉心冷却手段の拡大のため大容量の空冷式非常用発電装置に置き換え、
津波の影響を受けない高所に配備した。この結果、より広範な機器を作動できるようになった。ま
た、運営面においては、待機除外の時期が重複することのないよう点検保守を行う。

②空冷式非常用発電装置からの電源供給については、配備したタンクローリを使用して、発電所内
にある燃料を有効活用することで、約８５日の継続運転（大飯発電所３、４号機ストレステスト１次
評価報告書値）を可能とした。

③既設の非常用ディーゼル発電機（水冷）への浸水対策の実施、高所の空冷式非常用発電装置の
配備により、冷却方法の多様性を確保した。また、海水ポンプが機能喪失した場合においても、既
設の非常用ディーゼル発電機の冷却が実施できるよう海水供給用可搬式エンジン駆動ポンプを配
備した。

④中長期的な対策として更なる信頼性向上のため、大容量の恒設非常用発電機を津波の影響を受
けない高所に設置する。

対応状況

対策７

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２７年度

①空冷式非常用発電装置の配備

②燃料の確保

③多様性の強化

④恒設非常用発電機の設置

監視機器等
への供給

※電源確保に
より電動補助
給水ポンプの
運転も可能

電源車の配備
４台

電源車の
追加配備

３台

・中央制御室

○接続の簡易化
津波の影響がないT.P.30m以上に配備した空冷式非常用発電装置から円滑に中央制御
室や炉心冷却設備等に給電できるようにあらかじめケーブルを敷設

更なる電源確保
による裕度向上

・ほう酸ポンプ
・余熱除去系

等

炉心冷却手段
の拡大

空冷式非常用
発電装置の配備

８台

合計：2330kVA

合計：4730kVA

合計：14600kVA

恒設非常用
発電機の設置

（中長期で対応）

電源供給手段
の多様化

・非常用炉心冷却
設備

・海水ポンプ
等

（対策５①で実施済み）

地質調査

※許認可手続き等により変更の可能性あり

添付－２－７

実施済み

仕様検討・設置（平成27年度※ ）

▼海水供給用可搬式エンジン駆動ポンプの配備（6月完了）

スケジュール

Ｈ２６年度

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目
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非常用直流電源の強化

電源車や別途の非常用発電機の設置を前提として、非常用直流電源の各系統において、蓄電池が
枯渇する前の充電などにより長期間の機能維持を可能とすること。

その上で、一系統の蓄電池の蓄電容量（注：独立した一システムの蓄電容量を含む）のみで負荷の
切り離しを行わずに少なくとも８時間（事態の正確な把握、冷静な判断、作業の準備・実施に必要な時
間）、さらに不必要な負荷の切り離しを実施した上で少なくとも２４時間（注：電源車や別途の非常用発
電機など外部からの給電に時間を要する事態を考慮）、プラントの特性に応じて必要な時間の稼働を
可能とするよう蓄電容量を確保すること。

対策内容

①蓄電池への充電については､ 短期的な対策として、緊急安全対策により電源車を配備した後、更
に大容量の空冷式非常用発電装置へ置き換え、高所に配備したことにより、津波の影響を受けな
い建屋外の高所に設置した給電口へ接続し、全交流電源喪失から５時間以内に電源供給を行え
るようにした。

②蓄電池の蓄電容量については、常用系蓄電池から安全系蓄電池への接続を可能とする改造を実
施する。

③蓄電池を追加設置することにより、一系統の蓄電池の蓄電容量を負荷の切り離しを行わずに８時
間、不必要な負荷の切り離しを実施した上で２４時間の稼動を可能とする容量を確保する。

対応状況

対策８

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２７年度

①空冷式非常用発電装置から

の充電

②常用系蓄電池との接続

③蓄電池の追加設置

▼配備済み（9月完了）

現場調査・設置（平成27年度）

添付－２－８

大飯3,4号機蓄電池配置イメージ図

格納容器

ﾀｰﾋﾞﾝ建屋

制御建屋

常用系蓄電池

（15.8M）

安全系蓄電池

（15.8M）

中央制御室

（21.8M）

追加蓄電池

17.1M

設計

スケジュール

Ｈ２６年度

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目
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個別専用電源の設置

原子炉の状態把握には計装電源が必須であるが、直流電源喪失により隔離弁の開閉状態、圧力容
器・格納容器等の温度が確認できず正確な判断ができなかったことを踏まえ、シビアアクシデント時な
どにおいて特に重要な計装に専用(計装と作動が同一電源の場合を含む)の電源を、充電システムや
蓄電池を既設及び代替電源とは別途用意するなどにより確保すること。

対策内容

対策９

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

添付－２－９

①既設の蓄電池や代替電源とは別に、シビアアクシデント時などにおいてプラント監視上、
特に重要なパラメータを監視できるように、電源供給ができる予備（バックアップ用）の可
搬型計測器などを手配した。

②上記の、予備（バックアップ用）の可搬型計測器などを配備する。

対応状況

現地伝送器

可搬型計測器イメージ

（伝送器に電源供給し、伝送器からの信号を計測可能）

ＣＶ内 ＣＶ外 制御盤

電源供給不可

電
源
供
給

電源喪失

信
号

①パラメータ等の検討・予備の
可搬型計測器などの手配

②予備の可搬型計測器などの
配備

（対策２７①で実施済み）

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目

（対策２７②で実施）

ＣＶ：原子炉格納容器
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外部からの給電の容易化

電源喪失又はその可能性がある場合、電源車（交流、交流＋整流装置）などのバックアップ設備によ
る給電を確実かつ容易に行えるようにすることが必要。例えば、建屋外の給電口を規格化した上で２
か所以上に分散させ、被水対策（塩水対策含む）を実施することが求められる。この際、地絡側負荷等
の切り離しも容易にできる措置を講じる必要がある。
さらに、建屋外から給電が行えない場合など困難な状況を想定し、マニュアルを整備する必要がある。

対策内容

①短期的な対策として、緊急安全対策により監視計器などへの給電として電源車を配備した後、更
に炉心冷却手段の拡大のため大容量の空冷式非常用発電装置へ置き換え、高所に配備するとと
もに、津波の影響を受けない建屋外の高所に設置した給電口への接続により電源供給を行える
ようにしており、体制の整備、マニュアルの整備、空冷式非常用発電装置の接続訓練などにより
確実に実施できることを確認した。なお、訓練の結果を踏まえ、必要に応じて改善することとしてお
り、給電口への接続については、確実かつ容易に行えるよう、接続コネクタを改良した。

②既設の受電設備が使用できない場合も想定し、空冷式非常用発電装置または今後設置予定の恒
設非常用発電機から、必要機器へ給電するための緊急用高所受電設備（交流・直流）の設置など
の対策を実施する。この対策により、既設と合わせて２箇所以上の給電口を確保する。

③建屋外の給電口への接続が困難な状況を想定し、給電口以外への接続マニュアルを整備する。

対応状況

対策１０

スケジュールスケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①バックアップ設備による給電

・空冷式非常用発電装置の配備

・マニュアル整備

・接続訓練の実施

・接続コネクタの改良

②緊急用高所受電設備の設置

③給電口以外への接続
マニュアルの整備

（今後も継続実施）

実施済み

添付－２－１０

（対策５②で実施）

▼配備済み（9月完了）

実施済み

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目

-36-



電気設備関係予備品の備蓄

様々な状況に対応できるＭ／Ｃ、Ｐ／Ｃ、ケーブルなど電気設備関係の予備品について、これらを保
管する緊急用資機材倉庫等を確保し、備蓄しておくことや予備設備を設置しておくこと。また、事故時
の対応や事故後の復旧を迅速に行うため、可搬型の照明設備を用意するなど復旧作業環境の確保
を行うとともに、既存設備及び事故時用の資機材等に関する情報やマニュアルが即時に利用できる
よう普段から準備し訓練を行うこと。さらに訓練に加え、普段から保守点検活動を自ら行って部品交
換などの実務経験を積むこと。

対策内容

①ケーブルなど必要な電気設備関係の資機材は、津波の影響を受けない高所の倉庫などに確保し
た。また、海水ポンプモータ予備品を津波の影響を受けない高所に配備した。
なお、 Ｍ／Ｃ、Ｐ／Ｃなどのしゃ断器は、緊急時に使用しないものを予備として使用することとした。

②事故時の復旧作業環境を確保するため可搬型照明設備としては、ハンドライトおよびヘッドライト
を緊急時対策所や中央制御室など必要な箇所へ配備した。

③これら資機材に関する情報を加味した、全交流電源喪失時の復旧手順を定めたマニュアルを整備
し訓練を実施した。今後も訓練を継続して実施する。更に訓練に加え、普段から保守点検活動を
行って部品交換などの実務経験を積むよう努めている。

④既設の受電設備が使用できない場合も想定し、空冷式非常用発電装置または今後設置予定の恒
設非常用発電機から、必要機器へ給電するための緊急用高所受電設備（交流・直流）を予備設備
として設置する。

対応状況

対策１１

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①資機材を高所倉庫などへ

確保

②可搬型照明設備の配備 ▼ハンドライト、ヘッドライトの配備（４月完了）

添付－２－１１

実施済み

③マニュアルの整備・訓練

スケジュール

（今後も継続実施）

④緊急用高所受電設備の設置 （対策５②で実施）

２） 共通要因による所内電源の機能喪失の防止／非常用電源の強化のための所内電気設備対策

基準項目
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事故時の判断能力の向上

炉心損傷を防ぐための炉心冷却等を最優先すべき状況の判断基準を予め明確化しておくこと。また、
前兆事象を確認した時点での事前の対応（例えば大津波警報発令時の原子炉停止・冷却操作）など
ができる手順を整備すること。

この判断を可能とするために、ハード（電源、計装系、状況を確認に行くための装備（線量計、 マスク
等））と、ソフト（その際の操作を明記したマニュアルや関連機器の設計図書等）を整備すること。さらに
前兆事象をできる限り速やかに確認できるシステム（津波予測システムなど）の研究開発が望まれる。

緊急時対策所等において事故時の条件下でも確実にプラント状況を把握できるよう通信設備を含め
た関係施設の整備・改善も重要。

対策内容

①事故時操作所則には、多重故障などにより設計基準を超える事象に進展した場合に炉心損傷を
防止するため、状況に応じたそれぞれの対応手順に移れるよう判断基準が明確化されていること
を確認した。また、地震・津波の発生を想定した対応手順が整備されており、福島第一原子力発
電所事故を踏まえ、大津波警報発令時には、緊急ほう酸濃縮操作など早期の冷却に備えた手順
を追加した。今後も新たな知見などを踏まえ見直しを行っていく。

②事故環境下における判断行為が可能となるよう、ハード面としては、線量計、マスク、防護服およ
び内部被ばく評価用測定器など必要な資機材を整備した。ソフト面としては、事故対応マニュアル
類や関連機器の設計図書など必要な情報を緊急時対策所に保管し、最新版への更新管理を従
来より実施している。なお、今後も、訓練により有効性を確認していく。

③通信設備の信頼性向上として、トランシーバー、携行型通話装置、衛星携帯電話、衛星を活用し
たＦＡＸ、電話などが可能な可搬式の緊急時衛星通報システムを事故対策室、緊急時対策所、中
央制御室などに分散配備した。なお、緊急時対策所などが使えない場合においても、耐震性、耐
浸水性を確保した指揮所として中央制御室横の会議室を活用することで、既に配備されている通
信機器や、他の場所に配備されている通信機器の持込みにより対応可能であることを確認した。

④引き津波の兆候を取水口潮位計により監視し、水位の低下により海水ポンプ出口圧力の低下傾
向が見られた場合、海水ポンプを停止し、その後水位が回復し安定すれば、海水ポンプを再起動
する旨を手順書に定めていることを確認した。なお、津波の早期検知のための研究開発について
は、公的機関等での検討に協力していく。

⑤運転員などのシビアアクシデント対応能力向上の観点から、現場操作機器の設置場所、操作方法
などのマニュアルへの追加記載や、運転員および技術系事故対応要員に対するプラント設計思
想などの深い知識のメーカなどによる教育を実施するとともに、シビアアクシデント時における発
電所建屋内放射線線量予測図を作成し、シビアアクシデント対応マニュアルへ反映する。

対応状況

対策１２

①判断基準の明確化、対応手順の整備

②判断を可能とするハード、ソフトの整備

③事故時通信機能の確保

④引き津波発生時の対応手順書の整備

⑤運転員などのＳＡ対応能力向上対策

・現場操作機器などのマニュアル情報追加

・メーカなどによるＳＡ教育の実施

・線量予測図の作成、マニュアル反映

添付－２－１２

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

基準項目

実 施 事 項 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度Ｈ２３年度

スケジュール

実施済み （今後も継続的に見直し）

実施済み

実施済み

平成24年度中に開始 （以降も継続実施）

（対策２６①で実施済み）
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冷却設備の耐浸水性確保・位置的分散

冷却設備（原子炉注水設備、原子炉減圧設備等）に関連する設備・機器を水没・被水させないため、
これらが設置されている建屋、ポンプ室等については水密化、排水設備の設置・配備などにより確実
な耐浸水性を確保すること。

また、代替設備を含めて、浸水などの共通要因によって機能を完全に喪失することがないよう、各設
備の位置的分散等を図ること。

対策内容

①冷却設備に関連する設備・機器を津波により水没・被水させないために、福島第一原子力発電所事故を踏まえ考慮すべ
き浸水高さとして、T.P.11.4mまでの建屋の浸水防止対策（シール施工）を実施した。また、３号機の浸水口となる扉およ
びシャッターの前に防潮扉を、４号機エリアへの浸水経路となる雨水排水管へ逆止弁を設置した。

②共通要因によって、機能を完全に喪失することがないよう、空冷式非常用発電装置の高台配備、 消防ポンプ、消火ホー
スなどの資機材を津波の影響を受けない場所に保管した。
なお、蒸気発生器による炉心冷却とは別に、余熱除去系統からの炉心冷却手段（空冷式非常用発電装置による電源回
復、大容量ポンプ、海水ポンプ（モータ予備品の活用）による冷却機能の回復による）があり、それらの機能については
位置的な分散を図った。

③更なる信頼性向上の観点から、水密エリアの水密扉への取替えを実施する。
④津波の衝撃力緩和対策としてタンク周りの防護壁設置、既存防波堤のかさ上げ、取水設備まわりの防護壁設置、放水

路ピットかさ上げおよび防潮堤設置を実施する。

対応状況

対策１３ 添付－２－１３

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①耐浸水性の確保

・建屋の浸水防止対策（シール施工）

②位置的な分散
消防ポンプ、消火ホース、
空冷式非常用発電装置などの配備

▼消防ポンプ、消火ホースの配備（6月完了）
▼空冷式非常用発電装置の配備（9月完了）

▼大容量ポンプの配備（12月完了）
▼海水ポンプモータ予備品の配備（11月完了）

③水密扉への取替
④津波の衝撃力緩和対策

・タンク周りの防護壁設置
・既存防波堤のかさ上げ
・取水設備まわりの防護壁設置
・放水路ピットかさ上げおよび防潮堤設置

（対策６②③で実施）

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

基準項目

(高圧注入系)

(低圧注入系)

(余熱除去冷却器

格納容器スプレイ

原子炉格納容器

再循環サンプ

原子炉
圧力容器

１次冷却材
ポンプ

蒸
気
発
生
器

制御棒

燃料

(格納容器
スプレイ系)

燃料取替

用水タンク

蒸気
(タービンへ)

タービン動
補助給水ポンプ

制御盤

扉

蒸気を
大気へ放出

原子炉建屋

非常用
ディーゼル

発電機

電動補助
給水ポンプ

中央
制御室

１次系補機
冷却水クーラ

2次系純水
ﾀﾝｸ（予備)

主蒸気
逃がし弁

防潮堤・防護壁

(高圧注入系)

(低圧注入系)

(余熱除去冷却器

格納容器スプレイ

原子炉格納容器

再循環サンプ

原子炉
圧力容器

１次冷却材
ポンプ

蒸
気
発
生
器

制御棒

燃料

(格納容器
スプレイ系)

燃料取替

用水タンク

蒸気
(タービンへ)

タービン動
補助給水ポンプ

制御盤

扉

蒸気を
大気へ放出

非常用
ディーゼル

発電機

電動補助
給水ポンプ

中央
制御室

１次系補機
冷却水クーラ

主蒸気
逃がし弁

海水
ポンプ

扉のシール施工 水密扉への取替

既存防潮堤のかさ上げ
取水設備まわりの防護壁の設置

浸水対策・水密化

冷却機能確保（海水ポンプ機能）

大容量ポンプによる冷却水の確保

空冷式非常用発電装置
による電源確保

電源確保

冷却機能確保（海水ポンプ機能）

海水ポンプ予備モータの保有

C-2次系

純水タンク

復水
ピット

（対策６①で実施済み）
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事故後の最終ヒートシンクの強化

事故時の安全対策上重要な補機の冷却及び残留熱の除去に関して、海水ポンプなどが共通要因に
よって機能を完全に喪失することがないよう、防潮壁やスクリーンなどにより、ＲＨＲＳ、ＲＨＲＣ等の最
終ヒートシンクを確保するための海水冷却・固定式機器の津波への耐性を強化すること。

また、可搬型代替ＲＨＲＳの導入や空冷機器の設置などによる最終ヒートシンクの多重性及び多様
性を確保すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策１４

① 最終ヒートシンクについては、以下の手段により、多重性および多様性を確保した。
・主蒸気逃がし弁から大気への崩壊熱の放出
・ディーゼル駆動式の大容量ポンプまたは海水ポンプモータ予備品の活用による海水供給と、空冷式非常用発電装置か

らの電源供給により、原子炉補機冷却水および余熱除去系機能が回復することによる海への崩壊熱の放出
＊上記に例示されている「可搬型代替ＲＨＲＳの導入」＝大容量ポンプなどによる余熱除去系機能の回復

「空冷機器の設置」＝主蒸気逃がし弁から大気への放出に相当
② 非常用炉心冷却系統について、従来の点検に加え、事故を模擬し実際に原子炉容器に水が注入されることの確認によ

り、その健全性を確認した。
③ また、非常用炉心冷却系統に設置されている耐震サポート（支持構造物、ボルトなど）について、外観目視点検等を実施

し、その健全性を確認した。更に、蒸気発生器および使用済燃料ピットへの補給水源として期待されるタンクや非常用炉
心冷却系統に設置されている屋内外タンク等の基礎ボルトについて、外観目視点検等を実施し、その健全性を確認した。

④ 事故時の安全対策上重要な補機の冷却および残留熱の除去に関して、共通要因によって最終ヒートシンクの機能が完
全に喪失することがないよう、タンク周りの防護壁設置、既存防波堤のかさ上げ、取水設備まわりの防護壁設置、放水
路ピットかさ上げおよび防潮堤設置などにより最終ヒートシンクを確保するための海水冷却・固定式機器の津波への耐
性を強化する。

対応状況

①多重性・多様性の確保
大容量ポンプ、海水ポンプ
モータ予備品などの配備

添付－２－１４

▼消防ポンプ、消火ホースの配備（6月完了）
▼空冷式非常用発電装置の配備（9月完了）

▼大容量ポンプの配備（12月完了）
▼海水ポンプモータ予備品の配備（11月完了）

④津波への耐性強化

・タンク周りの防護壁設置
・既存防波堤のかさ上げ
・取水設備まわりの防護壁設置
・放水路ピットかさ上げおよび防潮堤設置

（対策６③で実施）

②非常用炉心冷却系統の健全性確認 確認済み

③非常用炉心冷却系統の耐震サポート、
タンク基礎ボルトの健全性確認 確認済み

(高圧注入系)

(低圧注入系)

(余熱除去冷却器

格納容器スプレイ

原子炉格納容器

再循環サンプ

原子炉
圧力容器

１次冷却材
ポンプ

蒸
気
発
生
器

制御棒

燃料

(格納容器
スプレイ系)

燃料取替

用水タンク

蒸気
(タービンへ)

タービン動

補助給水ポンプ

制御盤

扉

蒸気を
大気へ放出

原子炉建屋

非常用
ディーゼル

発電機

電動補助
給水ポンプ

中央
制御室

１次系補機
冷却水クーラ

主蒸気
逃がし弁

防潮堤・防護壁

(高圧注入系)

(低圧注入系)

(余熱除去冷却器

格納容器スプレイ

原子炉格納容器

再循環サンプ

原子炉
圧力容器

１次冷却材
ポンプ

蒸
気
発
生
器

制御棒

燃料

(格納容器
スプレイ系)

燃料取替

用水タンク

蒸気
(タービンへ)

タービン動

補助給水ポンプ

制御盤

扉

蒸気を
大気へ放出

非常用
ディーゼル

発電機

電動補助
給水ポンプ

中央
制御室

１次系補機
冷却水クーラ

主蒸気
逃がし弁

海水
ポンプ

冷却機能確保（海水ポンプ機能）

大容量ポンプによる冷却水の確保

防潮堤の設置、
海水ポンプ防護壁の設置

ヒートシンクの防護

ヒートシンクの多様性

主蒸気逃がし弁からの
大気への崩壊熱の放出

大容量ポンプ、海水ポンプ予備モータ
による海への崩壊熱の放出

ヒートシンクの多様性

冷却機能確保（海水ポンプ機能）

海水ポンプ予備モータの保有

2次系純水
ﾀﾝｸ（予備)

C-2次系

純水タンク

復水
ピット

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

基準項目
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隔離弁・ＳＲＶの動作確実性の向上

隔離弁の駆動源が喪失していても、原子炉冷却が必要な時には強制的に確実に動作させることが
できるメカニズム（外部から個別に電動弁に給電するなど）を導入すること。また、個別に操作する場
合にあっても､事故時に迅速かつ安全かつ確実に当該操作ができるよう､アクセスが容易な場所で簡
易にできるよう対策すること。

また、駆動用空気系のバックアップシステム（可搬型コンプレッサー等）､電源等を確保することや手
動操作を可能にする等によりＳＲＶ の作動を確実に行えること。なお、ＳＲＶ 開による減圧を続けるた
めには、格納容器の除熱・減圧が必要である（最終ヒートシンクについては対策１４、ベント操作につ
いては対策２１参照）。

対策内容

①福島第一原子力発電所１号機の非常用復水器（ＩＣ）隔離弁の閉止への対応については、ＰＷＲで
は冷却に必要な系統の弁は、電源喪失時にも開状態を維持するため、対策は不要である。

②原子炉の冷却に必要な主蒸気逃がし弁については手動操作が可能であり、計器用空気や直流電
源に依存せずに開閉可能で、アクセスも容易であることを確認した。
なお、ＰＷＲでは最終ヒートシンク確保のために、格納容器除熱・減圧は不要である。

③更に必要な資機材・予備品として、空気作動弁等の動力確保のため窒素ボンベ、弁作動用空気確
保のためコンプレッサーなどの確保について検討する。

対応状況

対策１５

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①隔離弁の動作確実性の向上

②主蒸気逃がし弁の動作確実性
の確認

③更なる資機材・予備品の確保

添付－２－１５

主蒸気逃がし弁は、手動
ハンドルにて操作可能

（対策不要）

平成24年度完了予定

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

基準項目

確認済み
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代替注水機能の強化

既設の注水設備も含めた注水設備全体として駆動源の多様化を図るためには、代替注水設備の駆
動源は、蒸気駆動、ディーゼル駆動等とすること。

また、代替注水設備は、地震時やシビアアクシデント時の環境にも耐えられるものとし、水源につい
てもタンク、貯水池、ダム等の多重性・多様性を持たせること。

更に、注水までの時間を短縮し、確実な注水実施を可能とするため、原子炉の減圧を確実に実施で
きるようにすることはもちろんのこと、できるだけ吐出圧力の高い（例えば、１ＭＰａ以上）ポンプや建屋
外の注水口を整備し、注水手順を定め日常的に訓練すること。消火系のように別目的の設備を原子
炉冷却に使用する場合には、通常のライン構成から原子炉注水ラインに簡易に切り替えられるように
設備面及び運用面で改善するとともにバックアップポンプを用意しておくこと。

対策内容

対策１６

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①蒸気発生器注水設備の駆動源は、本設の蒸気、電気系に加えて、代替注水設備としてエンジン駆
動の消防ポンプを配備済みであり、多様性が図られている。エンジン駆動の消防ポンプや消火ホー
スについては１００％以上の予備を保有するとともに、これらを高所に保管し、地震・津波に対する
耐性を確認した。

②また、水源については、復水ピット、Ｃ－２次系純水タンクに加え、２次系純水タンク（予備）、海水に
より多重性、多様性を確保した。

③炉心冷却に必要な注水量に対し、それを上回る消防ポンプを配備しており、訓練により有効性を確
認した。また、海水接続口の設置により時間短縮のための改善を行った。

④補助給水ラインへの消火水ライン接続や海水接続口の設置により、水源の多重化、多様化を確保
した。

⑤既に配備した１ＭＰａ程度の消防ポンプに加えて、更に吐出圧力の高い中圧ポンプ（電動）の配備
や配管の恒設化を実施する。

対応状況

①駆動源の多様化
・消防ポンプの配備

②水源の多重性・多様性確保

③海水接続口の設置

④補助給水ライン改造

⑤中圧ポンプ配備

▼消防ポンプ配備（６月完了）

添付－２－１６

実施済み

実施済み

実施済み

スケジュール

原子炉格納容器

加圧器
蒸気

燃料

水

電動補助給水ポンプ

ディーゼル消火ポンプ

復水ピットから

タービン動補助給水ポンプ

加圧器
蒸気

水

電動補助給水ポンプ

原子炉容器

淡水タンク

復水ピット

Ｍ
蒸気発生器

・海水接続口の設置
・補助給水ラインへの消火水ライン接続

復水ピットから蒸気発生器へ直接
補給できる中圧ポンプの配備

２次系純水
タンク（予備）

Ｃ－２次系
純水タンク

電源供給

海水

消防ポンプ

▽5月完了予定

Ｍ

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

基準項目
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使用済燃料プールの冷却・給水機能の信頼性向上

使用済燃料プールの冷却・給水機能の信頼性向上のため、機能の多重性及び多様性を確保する
こと。

また、その際、貯蔵している燃料の崩壊熱等を踏まえ、冷却対応が必要となるまでの猶予期間が
十分確保できるように、冷却水量の確保、貯蔵の分散化、空冷設備の設置、乾式貯蔵の採用などに
ついて検討すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策１７

①使用済燃料ピットの冷却・給水機能については、全交流電源喪失時や最終ヒートシンク喪失時においても
海水を含む複数の水源から複数の給水手段を活用でき、多重性、多様性を確保した。なお、貯蔵の分散化、
空冷設備の設置、乾式貯蔵については、原子燃料のサイクル全体の課題であり、別途検討している。

②貯蔵している燃料の崩壊熱などを踏まえ、電源を供給するための空冷式非常用発電装置、１次系純水タン
ク、淡水タンク、給水のための消防ポンプおよびその燃料を確保することにより、外部からの支援がない場
合でも必要な冷却を継続することを可能とした。

③使用済燃料ピットへの水補給方法を多様化するため、外部から消火水などを注入するための配管恒設化
や、使用済燃料ピット冷却系統の耐震強化のため設備の支持機能を強化した。

④使用済燃料ピットポンプについて、従来の点検に加え、ポンプの分解点検を実施し、健全性を確認した。
⑤使用済燃料ピットの監視強化のため、既設カメラにて水位の監視を可能とするとともに、水位計、温度計の

電源を常用電源から非常用電源に変更した。また、非常用電源から電源供給される監視カメラを設置した。
⑥使用済燃料ピットの更なる監視強化として、非常用電源から電源供給される広域水位計を設置する。

対応状況

添付－２－１７

①冷却・給水機能の多重性・多様性確保

②外部支援までの冷却期間確保

③冷却・給水機能の信頼性向上

・配管恒設化

・冷却系統設備の耐震強化

④使用済燃料ピットポンプの健全性確認

⑤使用済燃料ピットの監視強化
・既設カメラによる水位監視
・水位計、温度計の電源を非常用電源に変更
・非常用電源から電源供給される監視カメラの設置

⑥非常用電源から電源供給される広域水位計の設置

実施済み

実施済み

運転時：約１５日間
停止時：約１０日間

○外部からの支援がない場合の
冷却可能期間 （平成23年10月1日時点）

運転時：約４１時間
停止時：約１２時間

○100℃までの時間

○消防ポンプのガソリンについて、陸路
による補給に加えて空輸を行う仕組み
を構築済み。
外部からの支援がある場合は冷却可

能期間に制限はない。

○消防ポンプのガソリン備蓄量を増強済み。
（3,400ﾘｯﾄﾙ→10,250ﾘｯﾄﾙ）

実施済み

実施済み

確認済み

（対策２８②で実施）

・使用済燃料ピット冷却系統の
耐震強化を実施

【建屋内】 【屋外】

使用済燃料ピット

ピット冷却ポンプ

淡水タンク

消防ﾎﾟﾝﾌﾟ

ホース

ホース

海 水

背面道路

ホース

恒設配管

恒設配管

１次系
純水タンク

１次系補給水ポンプ

空冷式非常用発電装置

より電源供給

補給水
系統

消火栓

非常用電源 常用電源

温度計
【既設】

××

水位計
【既設】

広域
水位計

監視カメラ

既設カメラ

３） 冷却注水機能喪失の防止のための冷却・注水設備対策

基準項目

（対策２８①で実施済み）
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格納容器の除熱機能の多様化

代替電源などの設置をした上でも、全交流電源喪失の場合に備え､PCVの過圧と過温を防止するた
め､交流電源に頼らないＰＣＶスプレイ（注：ＣＶ内放射性物質の除去効果もある）及びＲＨＲ等による除
熱機能を追加確保すること。

また､今回の事故で津波により取水ポンプ等が損壊したことも考慮すれば､海水冷却以外又は津波
により同時に損壊しない位置的な分散を確保できる格納容器代替除熱機能などによる格納容器除熱
機能の多様性を確保すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

②大容量ポンプの配備

対策内容

対策１８

①余熱除去系などによる除熱機能については、配備した大容量ポンプによる海水供給と空冷式非常
用発電装置による電源供給により原子炉補機冷却機能を回復することで確保した。

②大容量ポンプは通常時には津波の影響を受けない高台に配備することで、位置的分散を図った。
③ＰＷＲでは全交流電源喪失時にも蒸気発生器から崩壊熱を大気に放出する手段を有しており、格納

容器の過圧と過温を防止する手段を確立済みである。なお、万が一炉心が損傷した場合でも、従来
からのアクシデントマネジメントとして交流電源によらないディーゼル駆動ポンプによる格納容器スプ
レイを用いた格納容器減圧機能を確保済みである。

④従来の点検に加え、格納容器スプレイリングについて、系統配管に圧縮空気を供給し実際に空気が
流れることの確認により、その健全性を確認した。

⑤炉心損傷後の格納容器信頼性の確保の観点から、フィルタ付ベント設備を設置する。

対応状況

▼大容量ポンプの配備（12月完了）

添付－２－１８

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目

③交流電源に頼らない除熱機能確保 確立済み

①余熱除去系などによる除熱機能の確保 実施済み

蒸気発生器から大気への
除熱手段もあるが、さらに、
熱を海へ逃がす多様な手
段を有している。

 スプレイにより水蒸気を
凝縮して圧力抑制。
低圧注入系により液相部を冷却。

 CV循環空調系により気相部を冷却。

淡水
タンク

電動
ポンプ

消火水系へ

ディーゼル
駆動ポンプ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

燃料取替
用水ピット

CV循環空調系

海水ポンプ

格納容器内の熱を
海へ放出

大容量ポンプ

海水

Ｍ

気相を直接冷却

スプレイにより
液相として冷却

空冷式非常用
発電装置

余熱除去
ポンプ

原子炉補機
冷却水ポンプ

熱の流れ

格納容器
スプレイポンプ

 
 

④格納容器スプレイリングの健全性確認 確認済み

⑤フィルタ付ベント設備の設置 （対策２２②で実施）
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格納容器トップヘッドフランジの過温破損防止対策
（主にＢＷＲのみを対象）

ＢＷＲマークⅠ型格納容器のように、ＰＣＶトップヘッドフランジが圧力容器に近く熱輻射の影響を受
けやすいにもかかわらずＰＣＶスプレイの効果が期待しがたい場合などには、ＰＣＶトップヘッドフランジ
などの過温破損対策を検討すること。

その一つの方法としてトップヘッドの外部からの冷却が考えられるが､過温の程度の評価、本対策に
よるマイナスの効果がないかどうかあるいは、他の対策の可能性を個別のプラント毎に検討し、措置
すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策１９

○ＰＷＲでは、格納容器にトップヘッドはないため、対策不要である。

対応状況

添付－２－１９

○トップヘッドフランジの

過温破損防止対策
（対策不要）

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目
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低圧代替注水への確実な移行
（主にＢＷＲのみに適用）

低圧代替注水への移行を確実に行うためには、「代替注水待機」、「ＰＣＶベント実施」、「ＳＲＶ開」、
「注水開始」、「ＨＰＣＩ等停止」というような基本的な手順を明確化すること。 また、完全電源喪失など
幅広い状況に対応してマニュアルを整備すること。

※ＰＷＲについても、具体的な手順はBWRとは異なるものの、低圧代替注水への移行を確実に行う
という観点から適切な手順の明確化を行うこと。

※ＳＲＶの動作確実性の向上については、対策15を参照。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策２０

①ＰＷＲでは、炉心冷却のために蒸気発生器からの冷却を行うことから、全交流電源喪失時には炉心
への直接注入機能は不要である。減圧手段としては主蒸気逃がし弁があるが、アクセスが容易であ
り、全交流電源喪失時にも現場で手動開閉操作が可能であり、これらの手順を確立済みである。

② 中圧ポンプ配備などの蒸気発生器注水機能の更なる改善に合わせて、マニュアルの充実を図る。

対応状況

添付－２－２０

①低圧代替注水のマニュアル
整備

②更なるマニュアルの充実

確立済み

平成24年度完了予定

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目
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ベントの確実性・操作性の向上

ベントの確実性を向上させるため､ベント設備の多重性及び耐震性を向上させること。
また、コンプレッサー・バッテリーの配備や手動開を可能とするような設備対応などにより、確実にベン
ト弁の開操作を実施できること。

更に、事象進展に応じて早期のべン卜を機動的に実施する観点から、ラプチャーディスクの弁付きバ
イパスラインについて検討すること。

ベント操作が必要な事故では、ベント弁が設置されているＲ／Ｂ地下は放射線量率が高い状況に
なっている可能性があることから、そうした状況下におけるベント弁の操作性を向上させるため、Ｒ／Ｂ
内外の放射線量率の低い位置の操作が可能とするなどにより弁の設置位置や操作場所を再検討す
ること。

スケジュール

実 施 事 項

対策内容

対策２１

①ＰＷＲでは、蒸気発生器から主蒸気逃がし弁により崩壊熱を大気に放出する手段を有している。
主蒸気逃がし弁は手動操作が可能であり、計器用空気や直流電源に依存せずに開閉可能で、ア
クセスも容易であることを確認した。

②今後、フィルタ付ベント設備を設置する際に、適切な時期にベントを実施する観点から、ラプチャー
ディスクの弁付きバイパスラインも含めシステムについて操作性、確実性のあるものを検討してい
く。

対応状況

添付－２－２１

①主蒸気逃がし弁の動作
確実性の確認

②フィルタ付ベント設備の
設置

（対策２２②で実施）

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目

（対策１５②で確認済み）
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ベントによる外部環境への影響の低減

ウエットウエル（Ｗ／Ｗ）ベントにより放射性物質がある程度放出されたことは否定できない。
また、ＰＣＶに外部から注水を続ければＷ／Ｗは水没しＤ／Ｗベントに依存せざるを得ない状況が考

えられる。 このため､Ｄ／Ｗベントは当然のことながら、Ｗ／Ｗベントにも放射性物質除去（フィルタ）
効果のある設備を付けること。その際、フィルタでの水蒸気の凝縮により水素爆発を起こさないエ夫を
行うこと。

対策内容

対策２２

①ＰＷＲでは蒸気発生器による２次側からの除熱が喪失した場合には、既にアクシデントマネジメント
として整備しているよう素除去効果のある格納容器スプレイにより格納容器内圧を抑制し、大容量
ポンプによる補機冷却機能を回復させることが可能であり、炉心損傷に至った場合でも、多様な格
納容器の冷却機能を有している。

②万一、炉心が損傷し、格納容器の内圧が大幅に上昇した際にも、放射性物質の放出量を劇的に低
減し、土地汚染による長期避難区域を極小化するためのフィルタ付ベント設備を設置する。

対応状況

添付－２－２２

排気筒
原子炉格納容器

原子炉

蒸気
発生器

加圧器

気体の流れ

排気

MM

M

フ
ィ
ル
タ

格納容器からの放射性物質を含
んだ気体を外部へ放出する前に、
フィルタを通すことにより、放出
する気体から放射性物質を除去

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

①格納容器スプレイによる

よう素除去

②フィルタ付ベント設備の設置

材料手配・製作

設計 平成27年度完了※ ▽

※許認可手続き等により変更の可能性あり

確立済み

据付

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目
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ベント配管の独立性確保

ベントを実施した際に、ＰＣＶ内に滞留していた水素がＳＧＴＳや他号機のべント配管を逆流してＲ／Ｂ
内に流入することがないよう、ベント配管をＳＧＴＳから独立させるとともに、号機間でベントの排気筒を
共有しないことなどによりベント配管の独立性を確保すること。

なお､号機間でベントの配管系統が繋がるようなことは禁止する｡
今後、その他の設備についても号機間共有の考え方を整理すること。

対策内容

対策２３

①ＰＷＲでは、現状ベント設備を保有していない。 また、格納容器排気筒はユニット毎に独立してい
る。

②フィルタ付ベント設備は、ユニット毎に設置し、ベント配管の独立性を確保する。

対応状況

添付－２－２３

①ベント配管の独立性確保

②フィルタ付ベント設備の設置

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

（対策２２②で実施）

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目

確認済み
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水素爆発の防止（濃度管理及び適切な放出）
（主にＢＷＲのみに適用）

水素爆発を防止するためには、前述のＰＣＶの健全性を維持するための対策（対策２１～２３）により
水素の管理された放出を図ること。

加えて、建屋側に漏えいした水素については、非常用ガス処理系の活用や水素再結合装置等の処
理装置の設置などにより、放射性物質の放出を抑制しつつ水素濃度を管理すること。

更に、建屋から水素を排出する必要がある場合には、プラント毎に定量的な評価を行った上で十分
な大きさの開口部を設けるとともに、防爆仕様の換気装置及び放射性物質除去機能を持った装置な
どにより、水素爆発の防止及び放射性物質の放出抑制を行った上での排出とすること。

この際には、水素濃度検出装置の設置などにより、Ｒ／Ｂ内の状況を正確に把握すること。
※その上で、今般のように大量の水素が発生し、上記のような対応策を講じても対応できない場合に

備えて、最後の手段として、ブローアウトパネルの開放（地上部による開口部の設置等を含む）等に
よる水素滞留対策を検討することについては引き続き検討すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①ｱﾆｭﾗｽ排気設備運転手順の整備

②静的触媒式水素再結合装置の設置

対策内容

対策２４

①格納容器の容積が大きいため、シビアアクシデント時の発生水素濃度は爆発領域に至ることはなく、
格納容器の健全性に影響を及ぼすような水素爆発の可能性は極めて小さい。
しかしながら、水素が格納容器からアニュラスに漏えいしてくることも想定し、水素を速やかに外部
に放出するために、全交流電源喪失時にも空冷式非常用発電装置から給電しアニュラス排気設備
を運転する手順書を整備した。

②大型ドライ型格納容器プラントについて、格納容器内の水素濃度低減を図るため、格納容器内に静
的触媒式水素再結合装置を設置する。
なお、水素濃度検出装置の設置については、対策２８のプラント状態監視機能の強化の中で検討

していく。

対応状況

次回定期検査時に設置

原子炉

既
設
の
排
気
筒

格納容器

原子炉建屋
ｱﾆｭﾗｽ排気系

ｱﾆｭﾗｽ部

ﾌｨﾙﾀ
ﾕﾆｯﾄ

触媒
ﾌﾟﾚｰﾄ

水素、空気、水蒸気

空気、
水蒸気

大型ドライ型格納容器のプラントに対し、格納容器内
に静的触媒式水素再結合装置を設置することにより、
水素濃度を低減する。

アイスコンデンサ型格納容器のプラントに対し、電源車からの給電によるイグナイタを運転す
る手順書を整備した。(大飯1/2号機)

原子炉

既
設
の
排
気
筒

格納容器

原子炉建屋
ｱﾆｭﾗｽ排気系

ｱﾆｭﾗｽ部

触媒
ﾌﾟﾚｰﾄ

水素、空気、水蒸気

空気、
水蒸気

触媒
ﾌﾟﾚｰﾄ

水素、空気、水蒸気

空気、
水蒸気

大型ドライ型格納容器のプラントに対し、格納容器からアニュラスに漏えいしてきた水素を
外部に放出するため、アニュラス排気設備を運転する手順書を整備した。

アイスコンデンサ型格納容器のプラントに対し、電源車からの給電によるイグナイタを運転す
る手順書を整備した。

格納容器外での水素の多量の滞留を防止するために以下の対策を実施

添付－２－２４

アニュラス排気設備の運転
に必要な電源は配備済みの
空冷式非常用発電装置で
確保可能

実施済み

４） 格納容器の早期破損／放射性物質の非管理放出の防止のための格納容器破損・水素爆発対策

基準項目
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事故時の指揮所の確保・整備

地震等の自然災害などによっても機能喪失しない緊急時の指揮所を確保・整備すること。
その際、必要人員の収容スペース、事故時においても中央操作室や指揮所が十分に機能を発揮で

きる必要な電源の確保、放射性物質の流入防止（換気空調系機器の機能確保）、カメラ等による建屋
等の周辺状況の監視機能及び通信機能の確保を担保すること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①緊急時対策所被災時の対応
②中央制御室横の会議室での

指揮所機能確保
③免震事務棟の設置

・ 調査検討、設計
・ 法令手続き
・ 敷地造成
・ 免震事務棟建設
・ 通信設備移設

対策内容

対策２５

①原子力災害に至るような事故時には、緊急時対策所に発電所対策本部を設置し、発電所対策本
部長（所長）が応急対策などの指揮を行う。また、万一、自然災害などにより、緊急時対策所に発
電所対策本部を設置できない場合は、発電所対策本部長（所長）が、状況を踏まえ利用可能な施
設などに対策本部を設置することとしており、これらが確立していることを確認した。

②地震・津波の重畳を想定し、緊急時対策所が使えない場合、中央制御室横の会議室（指揮所）は、
耐震性を有し、津波を回避できる設置高さにあるとともに、放射性物質の流入防止のための換気
空調設備が設置されていることを確認した。また、所内外に指揮ができるよう通信機器を配備し、
指揮所機能を確保した。

③中長期的には、事故時の指揮機能を強化するため、事故時の資機材確保、対応要員収容、カメラ
等による建屋等の周辺状況の監視機能も考慮した免震事務棟を設置する 。

対応状況

Ｈ２７年度

免震事務棟の概要（案）

添付－２－２５

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策

基準項目

非常用発電機免震構造

ファン フィルタ

緊急時対策本部

遮へい構造

通信設備
空調装置

蓄電池

内線電話
交換機 中央制御室

放射線測定設備

確立済み

実施済み

運用開始予定▽
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事故時の通信機能確保

通信設備の信頼性を向上させるため、非常時における電源の確保を着実に実施するとともに、地震
や津波といった非常時を想定した上でも、主要通信基地等の機能維持が可能となるよう耐震性を考慮
した機器の設置や浸水対策を行うこと。

また、緊急時対策所や関係機関での対応を迅速かつ適切に行うため、伝送系を含めて緊急時対応
情報システムやテレビ会議システム等の設置を進めるとともに、事故時における機能確保を図ること。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策２６

①通信設備の信頼性向上として、トランシーバー、携行型通話装置、衛星携帯電話、衛星を活用したＦ
ＡＸ、電話などが可能な可搬式の緊急時衛星通報システムを事故対策室、緊急時対策所、中央制
御室などに分散配備した。なお、緊急時対策所などが使えない場合においても、耐震性、耐浸水性
を確保した指揮所として中央制御室横の会議室を活用することで、既に配備されている通信機器や、
他の場所に配備されている通信機器の持込みにより対応可能とした。
なお、通信機器の充電用に可搬式発電機を確保している。

②緊急時対応支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送については、事故時における信頼性確保の観点
から伝送ルートの多様性を確保するよう関係機関と調整する。

③緊急時対策所の代替所へＴＶ会議システムを設置するとともに、政府関係機関とのＴＶ会議を行える
よう、原子力災害に用いるテレビ会議システムの導入について検討する。

④通信設備の更なる信頼性向上として、福島第一原子力発電所では、高線量下において衛星携帯電
話を充分活用できなかったことから、衛星携帯電話による屋内での通信を確実にするため、外部ア
ンテナを設置する。また、オフサイトセンター（ＯＦＣ）との通信を確実にするため、ＯＦＣへ衛星電話
（外部アンテナ付）を設置する。更に、社内LANが使用可能な衛星可搬局を設置する。

対応状況

（対策２５③で実施）

実施済み

①通信設備の信頼性向上

・ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ、衛星電話などの配備

②ERSS伝送系増強

③ＴＶ会議システムの導入検討

④更なる通信設備の信頼性向上

・外部アンテナの設置

・ＯＦＣへ衛星電話の配備

・衛星可搬局の設置

⑤免震事務棟への通信設備移設

添付－２－２６

⑤中長期的には、免震事務棟を
設置し、通信設備を移設する。

Ｈ２７年度

▽9月完了予定

▽9月完了予定

【各発電所】

【本店】 【各ＯＦＣ】
【事業本部】

○衛星電話

○衛星電話

○衛星電話
○衛星電話

○緊急時衛星通報システム

○緊急時衛星通報システム

○携行型通話装置 ○衛星可搬局
（衛星ネットワーク）

○衛星可搬局
（衛星ネットワーク）

○トランシーバ

○屋外アンテナ追加

○屋外アンテナ新設

○屋外アンテナ追加

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策

基準項目
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事故時における計装設備の信頼性確保

電源の確保に加えて、計装専用の蓄電池（対策９再掲）、予備計測器の設置や予備品の確保を行う
こと。

また、事故時に的確に使用できるように、補正等が必要なものについての情報整理を行い、確実に
運用可能とすること。

対策内容

対策２７

対応状況

現地伝送器

可搬型計測器イメージ

（伝送器に電源供給し、伝送器からの信号を計測可能）

ＣＶ内 ＣＶ外 制御盤

電源供給不可

電源
供給

シビアアクシデント時に原子炉格納
容器（ＣＶ）内の伝送器が故障した
場合は、取替できる環境にないた
め、予備計測器設置などの対策を
検討（対策２８）

電源喪失

信号

添付－２－２７

①既設の蓄電池や代替電源とは別に、シビアアクシデント時などにおいてプラント監視上、
特に重要なパラメータを監視できるように、電源供給ができる予備（バックアップ用）の可
搬型計測器などを手配した。

②上記の、予備（バックアップ用）の可搬型計測器などを配備する。
なお、シビアアクシデント時も含めた事故時においても的確に監視できるように、予備計
測器の設置や環境条件に応じた必要な補正情報の整備などについて、対策２８にて対
応する。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

①パラメータ等の検討・予備の
可搬型計測器などの手配

②予備の可搬型計測器などの
配備

電源等の仕様検討

重要なパラメータの整理

▼手配済み（４月）

▽現場配備（６月予定）

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策

基準項目
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プラント状態の監視機能の強化

更なる円滑な状況把握のためのＰＣＶ内も含めた監視カメラやロボットの活用や、炉心損傷時にも水
位等のプラント状態を確実に把握できるよう、計器仕様の範囲を拡大するための研究開発を進めるこ
と。

対策内容

対策２８

①使用済燃料ピットの監視強化のため、既設カメラにて水位の監視を可能とするとともに、水位計、温
度計の電源を常用電源から非常用電源に変更した。また、非常用電源から電源供給される監視カメ
ラを設置した。

②使用済燃料ピットの更なる監視強化として非常用電源から電源供給される広域水位計を設置する。
③更なる円滑な状況把握のため、原子炉格納容器（ＣＶ）内も含めた監視カメラやロボットの活用につ

いて、その有効性や実現性も含めて検討する。
④炉心損傷時にＣＶ内も含めたプラント状態を確実に把握できるよう「過酷事故用計装システムに関す

る研究（フェーズⅠ）」を事業者と原子力メーカ間で進めている。本研究においては、福島第一原子
力発電所事故を踏まえ、計装システムの要求条件を定義（過酷事故時に計測を必要とするパラメー
タの選定、従来の事故時環境条件の見直し拡張）したうえで、計装システムの基本計画を策定し、
研究開発する。

対応状況

①使用済燃料ピットの監視強化

・既設カメラによる水位監視

・水位計、温度計の電源を非常用電源に変更

・非常用電源から電源供給される監視カメラの設置

②非常用電源から電源供給される広域水位計の設置

③ＣＶ内監視カメラやロボットの活用検討

④過酷事故用計装システムに関する研究（ﾌｪｰｽﾞⅠ）
1.計装システムの要求条件の定義
2.計装システムの基本計画の策定
3.計装システムの開発
4.規格・指針案の作成
5.研究成果のまとめ

H26年度H25年度H24年度H23年度実 施 項 目

■技術課題

・過酷事故（SA）環境条件下における監視機能維持のための

計装システムの耐環境性強化

・対象パラメータに対する技術適用性の検証と成立性の確立

・事故環境下での計測値，信頼性確認方法の確立 など

■過酷事故計装システムへの要求

・過酷事故時の耐環境性

・電源喪失時のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ手段確保 など

■検討項目

・耐熱材料・耐放射線材料の適用

・環境変化に対するセンサ出力補償方法

・遠隔校正方法の検討 など

添付－２－２８

スケジュール

次回定期検査時に設置

実施済み

ＣＶ温度

アニュラス
水素濃度

ＲＥ

ＬＴ

ＰＴ

ＬＴ

ＬＴ
ＰＴ

ＴＥ ＬＥ

ＴＥ

ＰＴ

原子炉水位

原子炉圧力

炉内温度

再循環サンプ水位

ＣＶ水素濃度

実施済み

実施済み

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策

基準項目

９月完了予定▽

▽９月
完了
予定
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事故時モニタリング機能の強化

発電所敷地境界等のモニタリングポストについては、排気筒以外からの放射性物質の放出の可能
性に対応するため、非常用電源からの供給や専用電源の設置などにより、モニタリング機能が維持さ
れるように手当すること。

また、モニタリングポスト周囲が汚染しても正確なモニタリングを可能とするよう対応を検討しておく
こと。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度

①電源対策

②汚染時の対応

③伝送２重化

④可搬型モニタリングポスト配備

対策内容

対策２９

①発電所敷地境界モニタリングポストの電源対策
発電所敷地境界モニタリングポストは、非常用電源から供給しているほか、バッテリー容量を増強
した。更には、全交流電源喪失時においてもモニタリング機能が維持できるよう専用のエンジン発
電機を設置した。

②発電所敷地境界モニタリングポスト汚染時の対応
モニタリングカーおよび可搬式測定器を配備し、測定が確実に行えるように、訓練を実施した。
今後も訓練を継続して実施する。

③発電所敷地境界モニタリングポストの伝送２重化
既設伝送ラインに加え、無線伝送装置を追加設置する。

④可搬型モニタリングポストの追加配備
全交流電源喪失時または発電所敷地境界モニタリングポストが
汚染しても、モニタリングカーによりモニタリングが可能ではある
が、電源喪失、汚染などに、より柔軟に対応できるよう、通信機
能、専用電源を備えた可搬型モニタリングポストを追加配備する。

対応状況

(無線)

モニタリングポスト 無線機

屋上

アンテナ
アンテナ

ｻｰﾊﾞｰ

既設専用伝送回線

添付－２－２９

実施済み

（今後も継続実施）

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策

基準項目

Ｈ２６年度
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非常事態への対応体制の構築・訓練の実施

非常事態時においても事態対応に必要な機器が確実に動作するようポンプ等の適切な予備品を確
保する（対策４、１１、２７再掲）とともに各地域の気象条件等を考慮した設備対応、ガレキ撤去等のた
めの重機の確保や夜間対応を想定した照明機器等の配備を行うこと。

シビアアクシデントへの対応も含めて、あらゆる状況を想定した上で、幅広い事態に対応したマニュ
アル、設計図面等の必要な情報の整備、関連資料の保管、緊急時に必要となる人員の確保・招集体
制等を構築することや高線量下、夜間や悪天候下等も含めた事故時対応訓練を行うこと。 また、日
常の保守等を通じてプラント及び予備品等に熟知しておくこと。

スケジュール

実 施 事 項 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

対策内容

対策３０

①これまで実施した緊急安全対策において、消防ポンプ・消火ホースの予備品や夜間対応を想定し
たハンドライトなど必要な予備品を確保した。また、訓練結果などを踏まえ、瓦礫除去用の重機な
どの強化を実施した。

②幅広い事態に対応した事故対応マニュアル類や設計図書など必要な情報は、緊急時対策所に保
管され、最新版への更新管理を実施しており、今後も継続的に見直しを実施する。

③休日・夜間の複数プラント同時発災や被災後の余震や津波襲来が予期できない状況を想定し、初
動対応が確実に実施できるよう発電所常駐体制を強化した。また、緊急時呼出システムの呼出対
象の拡大、衛星携帯電話配備および要員の迅速かつ確実な召集のためのヘリポート拡充・小型
船舶の夜間航行装備の検討により、要員召集方法を強化した。

④夜間における事故時対応、全ユニット同時対応、および福島第一原子力発電所の事故を反映した
防災訓練など、従来の訓練を充実・実施した。今後も継続実施するとともに、必要に応じマニュア
ルの改正を実施する。また、抜き打ち参集訓練や高線量環境を想定した訓練など、より厳しい条
件を想定した訓練を実施する。

⑤複数ユニット同時発災時に、判断者の命令が確実に伝達され情報収集が行えるよう、号機毎に指
揮命令系統を定め、対応を明確化した。また、予期しない事象が発生した場合に本部長の指示に
より対応する特命班を設置した。

⑥更なる対応体制の強化のため、協力会社による支援要員派遣体制を構築するとともにプラント
メーカ技術者を若狭地区へ常時配置し、プラントメーカによる緊急時初期対応支援体制を整備した。
今後、発電所常駐要員を更に増員する。

⑦更に必要な資機材・予備品を検討・確保するとともに、緊急時に速やかに調達が行えるよう、入手
先などの情報も整備した資機材・予備品リストを作成する。

対応状況

実施済み

実施済み
①資機材・予備品の確保

・緊急安全対策関連

・瓦礫除去用重機の強化

②マニュアル・必要な情報の整備

③緊急時対応体制の強化

④夜間などより厳しい状況を想定した訓練

⑤指揮命令系統の明確化、特命班の設置

⑥更なる対応体制の強化

・協力会社支援体制構築

・ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰｶの支援体制整備

・発電所常駐要員強化

⑦更なる資機材・予備品の確保

実施済み

添付－２－３０

実施済み

リスト整備 順次配備

実施済み

▼ホイールローダー（6月）
▼ブルドーザー、クローラキャリア（12月）

▼体制構築済み（３月）

（今後も継続実施）

（今後も継続的に見直し）

▽４月完了予定

５） 状態把握・プラント管理機能の抜本的強化のための管理・計装設備対策

基準項目
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  【参考資料】 

 

地震・津波による全電源喪失事象に対する安全対策の対応状況 

（基準（１）（２）関連） 

 

今般、国より示された「原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断

基準」の基準（１）および（２）に対する大飯発電所３，４号機の対応状況については、

これまで取組んできた緊急安全対策、およびその緊急安全対策の有効性を定量的

に評価するため国に提出して既に確認を受けている「東京電力株式会社福島第一

原子力発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性に関する総合評

価（一次評価）の結果について（報告）」および「東京電力株式会社福島第一原子力

発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性に関する総合評価（一

次評価）の結果について（報告）」（以下まとめて「大飯 3,4 号機ストレステスト報告」と

言う）を踏まえ、以下の通りである。 

 

１．基準（１）への対応状況 

【基準（１）】 

地震・津波による全電源喪失という事象の進展を防止するための以下の安全

対策が既に講じられていること。 

①所内電源設備対策の実施 

②冷却・注水設備対策の実施（使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの 

冷却・注水に関するものも含む。） 

③格納容器破損対策等の実施 

④管理・計装設備対策の実施 

【対応状況】 

当社が実施してきた緊急安全対策および自主的な対策により、最も厳しい状

況である、地震・津波の重畳による発電所の全号機同時被災および瓦礫の撤去

を考慮しても、電源と冷却機能の確保に係る作業が時間的余裕をもって実施で

きる体制を構築し、訓練によりその実効性を確認している。個々の安全対策への

対応状況は以下の通りである。 

 

①所内電源設備対策の実施 

【基準】 

１） 全交流電源喪失時（注１）にも電源を供給可能な電源車等を配備すること。
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電源車等は、計測制御系、中央制御室での監視機能の維持や冷却機能に

関わる弁を駆動するために必要な容量・台数とすること。電源車等と接続ポイ

ントとを接続するためのケーブルは、確実に接続できる仕様とすること。これら

の資機材の保管場所は地震・津波の影響を受けない場所とすること。 

対策５，６，７，１０ 

（注１）全交流電源喪失とは、送電系統の故障等により外部電源が全て喪

失し、加えて、発電所内に設置されている非常用ディーゼル発電機

全台の機能が確保できないことにより、所内の全ての交流電源が喪

失する事象をいう。 

【対応状況】 

・ 全交流電源喪失時においても炉心冷却のために必要な機器や計器に電源

を供給するため、大飯発電所 3,4 号機それぞれにおいて空冷式非常用発電

装置 2 台ならびに関係する接続盤を原子炉建屋背面道路に配備するととも

に、接続ポイントとを確実に接続できるケーブルを敷設している。 

［平成 23 年 9 月配備、同年 10 月運用開始］ 

・ 空冷式非常用発電装置の容量（1825kVA×2 台）は、計測制御系、中央制

御室での監視機能の維持や冷却機能に関わる弁の駆動のために必要な容

量（約 316kVA／号機）を満足している。 

・ 空冷式非常用発電装置と、関係する接続盤が配備される原子炉建屋背面道

路は T.P.33.3m にあり、土木学会の「原子力発電所の津波評価技術」（平成

14 年）を用いて評価した大飯発電所の当初の設計津波高さ（1.9m）に、9.5m

を加えた高さ 11.4m（以下、「福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮す

べき浸水高さ」と言う）よりも高いことから、津波の影響は受けない場所である。

また、当該道路とその背後斜面については、基準地震動に対して十分な余

裕を有して強度は確保されていることを確認している。 

・ なお、空冷式非常用発電装置は基準地震動の 1.84 倍の耐震裕度を有する

ことを確認している。          

＜別紙－２の 11,12 番により報告済＞ 

＜原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済＞ 

（別紙－１－１参照） 

 

【基準】 

２） 直流電源は、津波の影響を受けないよう浸水対策を行うこと。対策６ 

【対応状況】 

直流電源は、原子炉周辺建屋内の T.P.15.8m の場所に設置しており、福

島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ(11.4m)よりも高い
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ことから、津波の影響は受けない。なお、基準地震動の 2.13 倍までの耐震裕

度（直流き電盤）を有している。   

＜別紙－２の 11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－１参照） 

 

【基準】 

３） 震災時における道路の損壊や津波漂流物等が散乱する状況下でも、直流

電源が枯渇する前に、電源車等による給電が可能であるよう、緊急時の対応

体制を強化するとともに、訓練を実施し、実施手順を確立すること。 

対策５，７，８，１０ 

【対応状況】 

震災時の過酷な条件下でも限られた時間で給電が可能となるように、大飯

発電所全体で電源接続要員を休日・夜間を含み常時 6 名(*)を確保すると共

に、空冷式非常用発電装置を用いた給電手順を定めたマニュアルを整備し

て、これまでに給電訓練を合計 46 回（平成 24 年 3 月末時点）行い、緊急時

の対応体制を確立している。これらを踏まえ、最も厳しい条件として、地震・津

波の重畳による発電所内の全号機同時被災を想定した場合に、給電の開始

に要する時間は、全交流電源喪失後、約 1.3 時間と評価しており、大飯発電

所 3,4 号機において直流電源が枯渇する 5 時間以内に給電が可能であるこ

とを確認している。 

(*)平成 23 年 12 月より 8 名に増強 

＜原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済＞ 

（別紙－１－１参照） 

  

②冷却・注水設備対策の実施（使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの冷

却・注水に関するものも含む。） 

【基準】 

４） 全交流電源喪失時においても、確実に冷却・注水を行うことができるよう最

終ヒートシンクの多様性を確保すること。               対策１６，１７ 

【対応状況】 

全交流電源喪失時には、タービン動補助給水ポンプを用いて復水ピットか

ら蒸気発生器に給水し、主蒸気逃がし弁から大気へ熱を放出することで炉心

冷却を行う。また、空冷式非常用発電装置により給電可能な電動補助給水

ポンプを用いることも可能である。その水源としては復水ピットの他に、C-2 次

系純水タンク、2 次系純水タンク（予備）がある。また、消防ポンプおよびホー

スにより海水を復水ピットに供給できるようにしており、給水源の多様性を確
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保している。 

蒸気発生器を介した炉心冷却に加えて、ディーゼル駆動式の大容量ポン

プにより原子炉補機冷却水クーラに海水を通水して余熱除去系統を介して

炉心を冷却することが可能である。更に、海水ポンプモータ予備品を使って

海水ポンプを早期に復旧し、原子炉補機冷却水系統と余熱除去系統を介し

た炉心冷却が可能である。 

以上により炉心冷却の最終ヒートシンクの多様性を確保している。             

また、全交流電源喪失時の使用済燃料ピットの冷却・給水については、屋

内の消火栓または屋外の消火栓を経由して No.1 淡水タンクの水頭圧を使っ

て給水する。更に、空冷式非常用発電装置により 1 次系補給水ポンプを起

動し、1 次系純水タンクの水を給水することが可能である。また、消防ポンプ

およびホースにより海水を使用済燃料ピットに供給できるようにしており、最

終ヒートシンクの多様性を確保している。 

［消防ポンプ・ホース：平成 23 年 4 月配備済］ 

＜別紙－２の 1,2,9,11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－２参照） 

 

【基準】 

５） 全交流電源喪失時の冷却・注水機能維持のために使用される機器につい

て、津波の影響を受けないよう浸水対策を行うこと。          対策１３ 

【対応状況】 

全交流電源喪失時の冷却・給水に必要な機器のうち、福島第一原子力発

電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ（11.4m）以下に設置されている機

器（タービン動補助給水ポンプ）については、扉や配管貫通部を確認し必要

な浸水対策を実施している。                ［平成 23 年 4 月完了］ 

その他の冷却・給水に必要な機器については 11.4m の津波への耐性を有

していることを確認している。 

（例）・復水ピット：T.P.26.0m に設置 

・蒸気発生器：水密構造の格納容器内に設置されており津波耐性有り 

・電動補助給水ポンプ：T.P.11.4m まで浸水対策済 

従って、福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ

(11.4m)の津波が来襲しても炉心や使用済燃料ピット冷却のための機能が維

持される。 

なお、基準地震動に対する耐震裕度については、タービン動補助給水ポ

ンプと電動補助給水ポンプは 1.81 倍、復水ピットは 2 倍、蒸気発生器は 2.39

倍、使用済燃料ピットは 2 倍の耐震裕度を有していることを確認している。           
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＜別紙－２の 1,2,9,11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－３参照） 

 

【基準】 

６） 震災時における道路の損壊や津波漂流物等が散乱する状況下でも、給水

が必要となるまでの時間内に、給水が可能であるよう、緊急時の対応体制を

強化するとともに、訓練を実施し、実施手順を確立すること。     対策１２ 

【対応状況】 

震災時の過酷な条件下でも要求される時間内に給水するために、大飯発

電所全体で必要な給水要員 22 名を確保できるように、緊急時の対応体制を

強化するとともに、ポンプの配置やホースの敷設などを定めたマニュアルを

整備して、これまでに訓練を合計 81 回（平成 24 年 3 月末時点）行い、緊急

時の対応体制を確立している。これらを踏まえ、最も厳しい条件として、地震・

津波の重畳による発電所内の全号機同時被災を想定した場合に、炉心冷却

のための復水ピットへの給水に要する時間は、がれき撤去作業も含めて全交

流電源喪失後、約 11.5 時間と評価しており、復水ピット内の水が枯渇する約

18.7 時間以内に給水が可能であることを確認している。また、使用済燃料ピ

ットの冷却のための給水に要する時間は、復水ピットへの給水作業終了後に

実施することを想定して、全交流電源喪失後、約 15 時間と評価しており、使

用済燃料ピット水が蒸発により所要量を下回る約 2.6 日以内に給水が可能で

あることを確認している。 

＜原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済＞ 

（別紙－１－３参照） 

 

【基準】 

７） 給水のための消防車・ポンプ車は、必要な加圧力を備えたものを必要な容

量・台数確保すること。必要な容量の水源を確保するとともに、ホースは確実

に給水できる仕様とすること。これらの資機材の保管場所は地震・津波の影

響を受けない場所とすること。                  対策１３，１６，１７ 

【対応状況】 

・崩壊熱除去のための給水に必要な消防ポンプについては、大飯発電所全体

での必要数 25 台に対して、87 台を確保（予備率約 250%）しており、加圧力や

容量も十分であることを確認している。また、ホースについては必要本数約

300 本に対して、約 600 本を確保（予備率 100%）している。なお、燃料のガソリ

ンについては、平成 23 年 10 月 1 日時点では 3,400 リットルであったが、現在

は 10,250 リットル以上に増強している。これらは、大飯発電所の緊急安全対
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策の実施状況ならびに大飯 3,4 号機ストレステスト報告に対する原子力安

全・保安院の審査で確認を受けている。 

・消防ポンプ、ホースは、硬質岩盤内に設置されているトンネル（吉見トンネル

および陀羅山トンネル）に保管しており、耐震性の高い場所に保管している。

また、吉見トンネルは T.P.62.8m に、陀羅山トンネルは T.P.41.2m に位置して

おり津波の影響を受けない場所である。ガソリンについては津波の影響を受

けない 14.4m 以上(*)の高台に分散して保管しており、また保管場所は軽量

鉄骨構造の保管庫（平屋）であり、地震で倒壊しても、ガソリンドラム缶が損傷

して使用不可能になることはないと評価している。 

・水源である復水ピット（管理容量 1,035m3）は炉心を少なくとも約 18.7 時間冷

却することが可能である。その他、C-2 次系純水タンク（3,030 m3）、2 次系純

水タンク（予備）（2,700 m3）もあり、十分な容量が確保されていることを確認し

ている。 

(*)平成 23 年 12 月より必要量を 33.3m 以上の高台に保管。 

                      ＜別紙－２の 1,2,9,11,12 番により報告済＞ 

＜原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済＞ 

（別紙－１－３参照） 

 

【基準】 

８） 消防車、ポンプ車等を稼動させるために必要な燃料を冷却を継続している

期間内に外部から調達可能な仕組みを構築すること。     対策１６，１７ 

【対応状況】 

外部からの燃料補給については、最も厳しい条件として、地震・津波の重

畳による発電所内の全号機同時被災により、耐震性の低い燃料タンクや水

源タンクが利用できないなどの事態においても、プラント外部からの支援無し

で非常用設備の稼動を約 7.2 日間維持できるだけの燃料（消防ポンプ用の

ガソリン）が確保されていることを確認している。更に、予め契約してあるヘリ

コプター等により外部から燃料補給が可能である。 

なお、空冷式非常用発電装置の燃料である重油については、全交流電源

喪失後、耐震性の低い燃料タンクが利用できないとしても、発電所貯蔵分が

枯渇するのは約 59 日後であり、それまでに外部からの補給は十分可能であ

ると評価している。             ＜別紙－２の 11,12 番により報告済＞ 

＜原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済＞ 

（別紙－１－３参照） 

 

③格納容器破損対策等の実施 
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【基準】 

９） 低圧代替注水への移行を確実に行うための基本的な手順・体制を明確化

し、訓練を行い、迅速かつ確実に低圧代替注水への移行を可能とすること。    

対策２０ 

【対応状況】 

ＰＷＲでは蒸気発生器を介した冷却により 1 次系の降温、減圧が可能であ

るが、降温、減圧の際に操作が必要となる主蒸気逃がし弁については、操作

手順書を整備し、訓練にてその成立性を確認している。 

＜別紙－２の 1,2,9 番により報告済＞ 

（別紙－１－４参照） 

 

【基準】 

１０） ベントの実施に必要なベントラインを構成する手順・体制を構築し、訓練

を行い、迅速かつ確実にベントを実施可能とすること。（ＢＷＲのみ） 

            対策２１ 

【対応状況】 

ＰＷＲは対象外。 

 

【基準】 

１１） ベント弁等に空気駆動弁が用いられている場合においては、窒素ボンベ

等の駆動源の代替手段の確保を含めて、中央制御室からまたは現場操作に

よりベントを可能とすること。（ＢＷＲのみ）                 対策２１ 

【対応状況】 

ＰＷＲは対象外。 

 

④管理・計装設備対策の実施 

【基準】 

１２） 全交流電源喪失時においても、中央制御室の非常用換気空調系設備

（再循環系）を運転可能とすること。                    対策２５ 

【対応状況】 

全交流電源喪失時においても、空冷式非常用発電装置から中央制御室

の非常用換気空調系設備（中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、

中央制御室非常用循環ファン）に給電して中央制御室の作業環境を保持す

るための手順書を整備するとともに、訓練を実施している。また、容量につい

ては、非常用換気空調設備を含む炉心や使用済燃料ピットの冷却に必要な

全電源容量(約 316kVA／号機)に対し、空冷式非常用発電装置容量
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(1825kVA×2 台／号機）は十分満足していることを確認している。 

＜別紙－２の 6,11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－５参照） 

【基準】 

１３） 全交流電源喪失時における確実な発電所構内の通信手段を確保するこ

と。                                        対策２６ 

【対応状況】 

全交流電源喪失時における発電所内外の通信手段の確保のため、トラン

シーバー15 台および携行型通話装置 20 台を配備するとともに、衛星携帯電

話については22台を追加配備して合計23台としている。また、衛星を活用し

たＦＡＸ、電話等が可能な可搬式の緊急時衛星通報システムを追加配備して

いる。これらの通信手段については、同時被災を想定した訓練を通して十分

な台数が確保されていることを確認している。 

＜別紙－２の 6 番により報告済＞ 

（別紙－１－６参照） 

【基準】 

１４） 全交流電源喪失時においても、計装設備を使用可能とすること。対策２８ 

【対応状況】 

全交流電源喪失時においても、計装設備を含む炉心や使用済燃料ピット

の冷却に必要な全電源容量(約 316kVA／号機)に対し、空冷式非常用発電

装置容量(1825kVA×2 台／号機）は十分満足していることを確認している。 

＜別紙－２の 11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－７参照） 

【基準】 

１５）高線量対応防護服、個人線量計等の資機材を確保（事業者間における相

互融通を含む）するとともに、緊急時に放射線管理を行うことができる要員を

拡充できる体制を整備すること。                      対策３０ 

【対応状況】 

大飯発電所に高線量対応防護服10着を配備するとともに、高線量対応防

護服、個人線量計、全面マスクなど、これまで原子力事業者間で相互融通の

対象外であった資機材についても、相互融通できるようにしている。また、緊

急時の放射線管理要員の拡充については、放射線管理要員以外の要員が

放射線管理要員を助成する仕組みを整備している。 

＜別紙－２の 6 番により報告済＞ 

（別紙－１－８参照） 
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【基準】 

１６） ホイールローダ等の重機の配備など、津波等により生じたがれきを迅速

に撤去することができるための措置を講じること。            対策３０ 

【対応状況】 

津波等により生じたがれきを撤去できる重機（ホイールローダー）1 台の他、

ブルドーザ、クローラキャリア等を、津波の影響を受けない T.P.33.3m の高台

に配備している。                ＜別紙－２の 6 番により報告済＞ 

（別紙－１－９参照） 

 

２．基準（２）への対応状況 

【基準（2）】 

国が「東京電力福島第一原子力発電所を襲ったような地震（注２）・津波（注

３）が来襲しても、炉心及び使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの冷却を

継続し、同原発事故のような燃料損傷には至らないこと」を確認していること。 

（注２）最新の知見に基づいて適切と考えられる各原子力発電所の基準地震

動の下でも燃料損傷に至らないことを求める。今回の事故では、地震や高

経年化による安全上重要な設備・機器等が機能を失うような影響を受けて

いないと推定されること、地震動は敷地周辺の活断層、過去に起きた地震

の規模や敷地との距離など地域毎の条件を踏まえて想定されるべきである

ことから、各原子力発電所の最新の基準地震動を用いることが適当。なお、

複数の活断層の連動可能性等について論点が提起されている場合には、

その可能性を考慮して地震動を保守的に評価した場合の地震動の下でも、

燃料損傷に至らないと判断されることが必要。 

（注３）「津波」は今回の事故の直接的な原因となったと考えられることに鑑み、

15m の津波、あるいは、各発電所の想定津波高さより 9.5m 以上の高さの津

波に耐えられることを求める。これは、東京電力福島第一原子力発電所の

想定津波高さが 5.5m であったところ最大遡上高さ 15m の津波に襲われた

ことを踏まえたもの。ただし、個別に津波についての新たな知見が得られた

際には、当該知見を踏まえた上で津波の影響を評価する。 

【対応状況】 

地震と津波に対する安全裕度については、「大飯 3,4 号機ストレステスト報告」

において大飯発電所 3,4 号機の設計上の想定を超える外部事象に対してどの

程度の安全裕度が確保されているかを評価しており、最も厳しい条件として、基

準地震動の 1.80 倍の地震と 11.4m の高さの津波の重畳を想定した場合でも、炉

心および使用済燃料ピットの冷却を継続し燃料損傷には至らないことを確認して

いる。炉心および使用済燃料ピットに対する評価の概要は以下（１）、（２）の通り
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である。なお、外部からの燃料補給については、最も厳しい条件として、地震・津

波の重畳による発電所内の全号機同時被災により、耐震性の低い燃料タンクや

水源タンクが利用できないなどの事態においても、プラント外部からの支援無し

で非常用設備の稼動を約 7.2 日間維持できるだけの燃料（ガソリン）が確保され

ていることを確認している。更に、予め契約してあるヘリコプター等により外部か

ら燃料補給が可能である。これらの評価の妥当性については、「関西電力㈱大

飯発電所 3 号機および 4 号機の安全性に関する総合的評価（一次評価）に関す

る審査書」（平成 24 年 2 月 13 日 原子力安全・保安院）において国の評価・確認

を受けている。 

一方、複数の活断層の連動については、連動を保守的に評価しても燃料損

傷には至らないことを確認しており、その概要は以下（３）の通りである。 

 

（１）ストレステスト評価結果（炉心） 

もっとも厳しい条件として、基準地震動(700 ガル)の 1.8 倍に相当する地震力、

および福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ（11.4m）の

津波の重畳に対し、炉心の冷却を継続するために必要な設備の安全機能は

確保されることを確認している。 

地震のクリフエッジとなる機器：高電圧開閉装置およびパワーセンター 

津波のクリフエッジとなる機器：タービン動補助給水ポンプ 

＜別紙－２の 11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－１０参照） 

（２）ストレステスト評価結果（使用済燃料ピット） 

もっとも厳しい条件として、基準地震動(700 ガル)の 2.0 倍に相当する地震力

と、33.3m の高さの津波の重畳に対し、使用済燃料ピットの冷却を継続するた

めに必要な設備の安全機能は確保されることを確認している。  

地震のクリフエッジとなる機器：使用済燃料ピット 

津波のクリフエッジとなる機器：消防ポンプ用燃料 

＜別紙－２の 11,12 番により報告済＞ 

（別紙－１－１１参照） 

（３）活断層の連動評価の結果 

大飯発電所周辺の活断層の連動については、地形・地質の状況、断層の配

列、走向・傾斜による地下深部の構造、文献等の既往調査結果をもとに検討し

た結果、連動しないことを確認し国に報告している。また、仮に、ＦＯ－Ａ～ＦＯ

－Ｂ断層と熊川断層が連動すると仮定した場合の地震動（760 ガル）は、基準

地震動（700 ガル）の 1.8 倍（前項での炉心の安全裕度）を下回っていることを

報告し、原子力安全･保安院からも妥当であるとの見解を得ている。従って、連
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動の可能性を仮に考慮して地震動を保守的に評価した場合でも、燃料損傷に

至らないことを確認している。 

＜別紙－２の 15 番により報告済＞ 

＜地震・津波意見聴取会で報告済＞ 

（別紙－１－１２参照） 

 

以 上 
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１．基準（１）への対応状況

①所内電源設備対策の実施

要求事項 実施状況 報告状況 資料

１）全交流電源喪失時（注１）にも電源を供給可能な
電源車等を配備すること。電源車等は、計測制御
系、中央制御室での監視機能の維持や冷却機能に
関わる弁を駆動するために必要な容量・台数とする
こと。電源車等と接続ポイントとを接続するための
ケーブルは、確実に接続できる仕様とすること。こ
れらの資機材の保管場所は地震・津波の影響を受
けない場所とすること。
【対策５，６，７，１０】
（注１）全交流電源喪失とは、送電系統の故障等に
より外部電源が全て喪失し、加えて、発電所内に設
置されている非常用ディーゼル発電機全台の機能
が確保できないことにより、所内の全ての交流電源
が喪失する事象をいう。

・ 全交流電源喪失時においても炉心冷却のために必要な機器や計器に電源を供給するため、大飯発電所3,4号機
それぞれにおいて空冷式非常用発電装置2台ならびに関係する接続盤を原子炉建屋背面道路に配備するととも
に、接続ポイントとを確実に接続できるケーブルを敷設している。
［平成23年9月配備、同年10月運用開始］
・ 空冷式非常用発電装置の容量（1825kVA×2台）は、計測制御系、中央制御室での監視機能の維持や冷却機能
に関わる弁の駆動のために必要な容量（約316kVA／号機）を満足している。
・ 空冷式非常用発電装置と、関係する接続盤が配備される原子炉建屋背面道路はT.P.33.3mにあり、土木学会の
「原子力発電所の津波評価技術」（平成14年）を用いて評価した大飯発電所の当初の設計津波高さ（1.9m）に、9.5m
を加えた高さ11.4m（以下、「福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ」と言う）よりも高いことか
ら、津波の影響は受けない場所である。また、当該道路とその背後斜面については、基準地震動に対して十分な余
裕を有して強度は確保されていることを確認している。
・ なお、空冷式非常用発電装置は基準地震動の1.84倍の耐震裕度を有することを確認している。

・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済

２）直流電源は、津波の影響を受けないよう浸水対
策を行うこと。【対策６】

直流電源は、原子炉周辺建屋内のT.P.15.8mの場所に設置しており、福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮
すべき浸水高さ(11.4m)よりも高いことから、津波の影響は受けない。なお、基準地震動の2.13倍までの耐震裕度
（直流き電盤）を有している。

・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）

３）震災時における道路の損壊や津波漂流物等が
散乱する状況下でも、直流電源が枯渇する前に、
電源車等による給電が可能であるよう、緊急時の
対応体制を強化するとともに、訓練を実施し、実施
手順を確立すること。
【対策５，７，８，１０】

震災時の過酷な条件下でも限られた時間で給電が可能となるように、大飯発電所全体で電源接続要員を休日・夜
間を含み常時6名(*)を確保すると共に、空冷式非常用発電装置を用いた給電手順を定めたマニュアルを整備して、
これまでに給電訓練を合計46回（平成24年3月末時点）行い、緊急時の対応体制を確立している。これらを踏まえ、
最も厳しい条件として、地震・津波の重畳による発電所内の全号機同時被災を想定した場合に、給電の開始に要す
る時間は、全交流電源喪失後、約1.3時間と評価しており、大飯発電所3,4号機において直流電源が枯渇する5時間
以内に給電が可能であることを確認している。
(*)平成23年12月より8名に増強

原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済

要求事項 対応状況 報告状況 資料

４）全交流電源喪失時においても、確実に冷却・注
水を行うことができるよう最終ヒートシンクの多様性
を確保すること。
【対策１６，１７】

全交流電源喪失時には、タービン動補助給水ポンプを用いて復水ピットから蒸気発生器に給水し、主蒸気逃がし弁
から大気へ熱を放出することで炉心冷却を行う。また、空冷式非常用発電装置により給電可能な電動補助給水ポ
ンプを用いることも可能である。その水源としては復水ピットの他に、C-2次系純水タンク、2次系純水タンク（予備）
がある。また、消防ポンプおよびホースにより海水を復水ピットに供給できるようにしており、給水源の多様性を確保
している。
蒸気発生器を介した炉心冷却に加えて、ディーゼル駆動式の大容量ポンプにより原子炉補機冷却水クーラに海水
を通水して余熱除去系統を介して炉心を冷却することが可能である。更に、海水ポンプモータ予備品を使って海水
ポンプを早期に復旧し、原子炉補機冷却水系統と余熱除去系統を介した炉心冷却が可能である。
以上により炉心冷却の最終ヒートシンクの多様性を確保している。
また、全交流電源喪失時の使用済燃料ピットの冷却・給水については、屋内の消火栓または屋外の消火栓を経由
してNo.1淡水タンクの水頭圧を使って給水する。更に、空冷式非常用発電装置により1次系補給水ポンプを起動し、
1次系純水タンクの水を給水することが可能である。また、消防ポンプおよびホースにより海水を使用済燃料ピット
に供給できるようにしており、最終ヒートシンクの多様性を確保している。
［消防ポンプ・ホース：平成23年4月配備済］

・平成２３年９月１５日　平成２３年福島第一・第二原子力発電
所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書（改
訂版）（大飯発電所）（平成２３年９月１５日訂正）
・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）

別紙-1-2

基準（１）（２）への対応状況（まとめ表）

　【基準(1)】　地震・津波による全電源喪失という事象の進展を防止するための以下の安全対策が既に講じられていること。

別紙-1-1

②冷却・注水設備対策の実施（使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの冷却・注水に関するものも含む。）

別紙－1
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要求事項 対応状況 報告状況 資料

５）全交流電源喪失時の冷却・注水機能維持のた
めに使用される機器について、津波の影響を受け
ないよう浸水対策を行うこと。
【対策１３】

全交流電源喪失時の冷却・給水に必要な機器のうち、福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ
（11.4m）以下に設置されている機器（タービン動補助給水ポンプ）については、扉や配管貫通部を確認し必要な浸
水対策を実施している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 ［平成23年4月完了］
その他の冷却・給水に必要な機器については11.4mの津波への耐性を有していることを確認している。
（例）・復水ピット：T.P.26.0mに設置
・蒸気発生器：水密構造の格納容器内に設置されており津波耐性有り
・電動補助給水ポンプ：T.P.11.4mまで浸水対策済
従って、福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ(11.4m)の津波が来襲しても炉心や使用済燃
料ピット冷却のための機能が維持される。
なお、基準地震動に対する耐震裕度については、タービン動補助給水ポンプと電動補助給水ポンプは1.81倍、復水
ピットは2倍、蒸気発生器は2.39倍、使用済燃料ピットは2倍の耐震裕度を有していることを確認している。

・平成２３年９月１５日　平成２３年福島第一・第二原子力発電
所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書（改
訂版）（大飯発電所）（平成２３年９月１５日訂正）
・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）

６）震災時における道路の損壊や津波漂流物等が
散乱する状況下でも、給水が必要となるまでの時間
内に、給水が可能であるよう、緊急時の対応体制を
強化するとともに、訓練を実施し、実施手順を確立
すること。
【対策１２】

震災時の過酷な条件下でも要求される時間内に給水するために、大飯発電所全体で必要な給水要員22名を確保
できるように、緊急時の対応体制を強化するとともに、ポンプの配置やホースの敷設などを定めたマニュアルを整備
して、これまでに訓練を合計81回（平成24年3月末時点）行い、緊急時の対応体制を確立している。これらを踏まえ、
最も厳しい条件として、地震・津波の重畳による発電所内の全号機同時被災を想定した場合に、炉心冷却のための
復水ピットへの給水に要する時間は、がれき撤去作業も含めて全交流電源喪失後、約11.5時間と評価しており、復
水ピット内の水が枯渇する約18.7時間以内に給水が可能であることを確認している。また、使用済燃料ピットの冷却
のための給水に要する時間は、復水ピットへの給水作業終了後に実施することを想定して、全交流電源喪失後、約
15時間と評価しており、使用済燃料ピット水が蒸発により所要量を下回る約2.6日以内に給水が可能であることを確
認している。

原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済

７）給水のための消防車・ポンプ車は、必要な加圧
力を備えたものを必要な容量・台数確保すること。
必要な容量の水源を確保するとともに、ホースは確
実に給水できる仕様とすること。これらの資機材の
保管場所は地震・津波の影響を受けない場所とす
ること。
【対策１３，１６，１７】

・崩壊熱除去のための給水に必要な消防ポンプについては、大飯発電所全体での必要数25台に対して、87台を確
保（予備率約250%）しており、加圧力や容量も十分であることを確認している。また、ホースについては必要本数約
300本に対して、約600本を確保（予備率100%）している。なお、燃料のガソリンについては、平成23年10月1日時点
では3,400リットルであったが、現在は10,250リットル以上に増強している。これらは、大飯発電所の緊急安全対策の
実施状況ならびに大飯3,4号機ストレステスト報告に対する原子力安全・保安院の審査で確認を受けている。
・消防ポンプ、ホースは、硬質岩盤内に設置されているトンネル（吉見トンネルおよび陀羅山トンネル）に保管してお
り、耐震性の高い場所に保管している。また、吉見トンネルはT.P.62.8mに、陀羅山トンネルはT.P.41.2mに位置して
おり津波の影響を受けない場所である。ガソリンについては津波の影響を受けない14.4m以上(*)の高台に分散して
保管しており、また保管場所は軽量鉄骨構造の保管庫（平屋）であり、地震で倒壊しても、ガソリンドラム缶が損傷し
て使用不可能になることはないと評価している。
・水源である復水ピット（管理容量1,035m3）は炉心を少なくとも約18.7時間冷却することが可能である。その他、C-2
次系純水タンク（3,030 m3）、2次系純水タンク（予備）（2,700 m3）もあり、十分な容量が確保されていることを確認し
ている。
　 (*)平成23年12月より必要量を33.3m以上の高台に保管。

・平成２３年９月１５日　平成２３年福島第一・第二原子力発電
所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書（改
訂版）（大飯発電所）（平成２３年９月１５日訂正）
・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済

８）消防車、ポンプ車等を稼動させるために必要な
燃料を冷却を継続している期間内に外部から調達
可能な仕組みを構築すること。
【対策１６，１７】

外部からの燃料補給については、最も厳しい条件として、地震・津波の重畳による発電所内の全号機同時被災によ
り、耐震性の低い燃料タンクや水源タンクが利用できないなどの事態においても、プラント外部からの支援無しで非
常用設備の稼動を約7.2日間維持できるだけの燃料（消防ポンプ用のガソリン）が確保されていることを確認してい
る。更に、予め契約してあるヘリコプター等により外部から燃料補給が可能である。
なお、空冷式非常用発電装置の燃料である重油（浸水の影響を受けない地下に保管）については、全交流電源喪
失後、耐震性の低い燃料タンクが利用できないとしても、発電所貯蔵分が枯渇するのは約59日後であり、それまで
に外部からの補給は十分可能であると評価している。

・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・原子力安全・保安院のストレステスト審査時に報告済

別紙-1-3
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要求事項 対応状況 報告状況 資料

９）低圧代替注水への移行を確実に行うための基
本的な手順・体制を明確化し、訓練を行い、迅速か
つ確実に低圧代替注水への移行を可能とするこ
と。
【対策２０】

ＰＷＲでは蒸気発生器を介した冷却により1次系の降温、減圧が可能であるが、降温、減圧の際に操作が必要とな
る主蒸気逃がし弁については、操作手順書を整備し、訓練にてその成立性を確認している。

・平成２３年９月１５日　平成２３年福島第一・第二原子力発電
所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況報告書（改
訂版）（大飯発電所）（平成２３年９月１５日訂正）

別紙-1-4

１０） ベントの実施に必要なベントラインを構成する
手順・体制を構築し、訓練を行い、迅速かつ確実に
ベントを実施可能とすること。（ＢＷＲのみ）
【対策２１】

PWRは対象外 － －

１１） ベント弁等に空気駆動弁が用いられている場
合においては、窒素ボンベ等の駆動源の代替手段
の確保を含めて、中央制御室からまたは現場操作
によりベントを可能とすること。（ＢＷＲのみ）
【対策２１】

PWRは対象外 － －

要求事項 対応状況 報告状況 資料

１２）全交流電源喪失時においても、中央制御室の
非常用換気空調系設備（再循環系）を運転可能と
すること。
【対策２５】

全交流電源喪失時においても、空冷式非常用発電装置から中央制御室の非常用換気空調系設備（中央制御室空
調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環ファン）に給電して中央制御室の作業環境を保持するた
めの手順書を整備するとともに、訓練を実施している。また、容量については、非常用換気空調設備を含む炉心や
使用済燃料ピットの冷却に必要な全電源容量(約316kVA／号機)に対し、空冷式非常用発電装置容量(1825kVA×2
台／号機）は十分満足していることを確認している。

・平成２３年６月１４日　平成２３年福島第一原子力発電所事
故を踏まえたシビアアクシデントへの対応に関する措置に係
る実施状況報告書
・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）

別紙-1-5

１３）全交流電源喪失時における確実な発電所構内
の通信手段を確保すること。
【対策２６】

全交流電源喪失時における発電所内外の通信手段の確保のため、トランシーバー15台および携行型通話装置20
台を配備するとともに、衛星携帯電話については22台を追加配備して合計23台としている。また、衛星を活用したＦ
ＡＸ、電話等が可能な可搬式の緊急時衛星通報システムを追加配備している。これらの通信手段については、同時
被災を想定した訓練を通して十分な台数が確保されていることを確認している。

平成２３年６月１４日
平成２３年福島第一原子力発電所事故を踏まえたシビアアク
シデントへの対応に関する措置に係る実施状況報告書

別紙-1-6

１４）全交流電源喪失時においても、計装設備を使
用可能とすること。
【対策２８】

全交流電源喪失時においても、計装設備を含む炉心や使用済燃料ピットの冷却に必要な全電源容量(約316kVA／
号機)に対し、空冷式非常用発電装置容量(1825kVA×2台／号機）は十分満足していることを確認している。

・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）

別紙-1-7

１５）高線量対応防護服、個人線量計等の資機材を
確保（事業者間における相互融通を含む）するとと
もに、緊急時に放射線管理を行うことができる要員
を拡充できる体制を整備すること。
【対策３０】

大飯発電所に高線量対応防護服10着を配備するとともに、高線量対応防護服、個人線量計、全面マスクなど、これ
まで原子力事業者間で相互融通の対象外であった資機材についても、相互融通できるようにしている。また、緊急
時の放射線管理要員の拡充については、放射線管理要員以外の要員が放射線管理要員を助成する仕組みを整
備している。

平成２３年６月１４日
平成２３年福島第一原子力発電所事故を踏まえたシビアアク
シデントへの対応に関する措置に係る実施状況報告書

別紙-1-8

③格納容器破損対策等の実施

④管理・計装設備対策の実施
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１６）ホイールローダ等の重機の配備など、津波等
により生じたがれきを迅速に撤去することができる
ための措置を講じること。
【対策３０】

津波等により生じたがれきを撤去できる重機（ホイールローダー）1台の他、ブルドーザ、クローラキャリア等を、津波
の影響を受けないT.P.33.3mの高台に配備している。

平成２３年６月１４日
平成２３年福島第一原子力発電所事故を踏まえたシビアアク
シデントへの対応に関する措置に係る実施状況報告書

別紙-1-9

２．基準（２）への対応状況

要求事項 対応状況 報告状況 資料

地震と津波に対する安全裕度については、「大飯3,4号機ストレステスト報告」において大飯発電所3,4号機の設計上
の想定を超える外部事象に対してどの程度の安全裕度が確保されているかを評価しており、最も厳しい条件とし
て、基準地震動の1.80倍の地震と11.4mの高さの津波の重畳を想定した場合でも、炉心および使用済燃料ピットの
冷却を継続し燃料損傷には至らないことを確認している。炉心および使用済燃料ピットに対する評価の概要は以下
（１）、（２）の通りである。なお、外部からの燃料補給については、最も厳しい条件として、地震・津波の重畳による発
電所内の全号機同時被災により、耐震性の低い燃料タンクや水源タンクが利用できないなどの事態においても、プ
ラント外部からの支援無しで非常用設備の稼動を約7.2日間維持できるだけの燃料（ガソリン）が確保されていること
を確認している。更に、予め契約してあるヘリコプター等により外部から燃料補給が可能である。これらの評価の妥
当性については、「関西電力㈱大飯発電所3号機および4号機の安全性に関する総合的評価（一次評価）に関する
審査書」（平成24年2月13日 原子力安全・保安院）において国の評価・確認を受けている。
一方、複数の活断層の連動については、連動を保守的に評価しても燃料損傷には至らないことを確認しており、そ
の概要は以下（３）の通りである。

（１）ストレステスト評価結果（炉心）
もっとも厳しい条件として、基準地震動(700ガル)の1.8倍に相当する地震力、および高さ11.4mの津波の重畳に対
し、炉心の冷却を継続するために必要な設備の安全機能は確保されることを確認している。
地震のクリフエッジとなる機器：高電圧開閉装置およびパワーセンター
津波のクリフエッジとなる機器：タービン動補助給水ポンプ
（２）ストレステスト評価結果（使用済燃料ピット）
もっとも厳しい条件として、基準地震動(700ガル)の2.0倍に相当する地震力と、33.3mの高さの津波の重畳に対し、
使用済燃料ピットの冷却を継続するために必要な設備の安全機能は確保されることを確認している。
地震のクリフエッジとなる機器：使用済燃料ピット
津波のクリフエッジとなる機器：消防ポンプ燃料
（３）活断層の連動評価の結果
大飯発電所周辺の活断層の連動については、地形・地質の状況、断層の配列、走向・傾斜による地下深部の構
造、文献等の既往調査結果をもとに検討した結果、連動しないことを確認し国に報告している。また、仮に、ＦＯ－Ａ
～ＦＯ－Ｂ断層と熊川断層が連動すると仮定した場合の地震動（760ガル）は、基準地震動（700ガル）の1.8倍（前項
での炉心の安全裕度）を下回っていることを報告し、原子力安全･保安院からも妥当であるとの見解を得ている。
従って、連動の可能性を仮に考慮して地震動を保守的に評価した場合でも、燃料損傷に至らないことを確認してい
る。

　【基準(2)】　国が「東京電力福島第一原子力発電所を襲ったような地震・津波が来襲しても、炉心及び使用済燃料ピットまたは
                使用済燃料プールの冷却を継続し、同原発事故のような燃料損傷には至らないこと」を確認していること。

国が「東京電力福島第一原子力発電所を襲ったよ
うな地震（注２）・津波（注３）が来襲しても、炉心及
び使用済燃料ピットまたは使用済燃料プールの冷
却を継続し、同原発事故のような燃料損傷には至ら
ないこと」を確認していること。

（注２）最新の知見に基づいて適切と考えられる各
原子力発電所の基準地震動の下でも燃料損傷に
至らないことを求める。今回の事故では、地震や高
経年化による安全上重要な設備・機器等が機能を
失うような影響を受けていないと推定されること、地
震動は敷地周辺の活断層、過去に起きた地震の規
模や敷地との距離など地域毎の条件を踏まえて想
定されるべきであることから、各原子力発電所の最
新の基準地震動を用いることが適当。なお、複数の
活断層の連動可能性等について論点が提起されて
いる場合には、その可能性を考慮して地震動を保
守的に評価した場合の地震動の下でも、燃料損傷
に至らないと判断されることが必要。
（注３）「津波」は今回の事故の直接的な原因となっ
たと考えられることに鑑み、15mの津波、あるいは、
各発電所の想定津波高さより9.5m以上の高さの津
波に耐えられることを求める。これは、東京電力福
島第一原子力発電所の想定津波高さが5.5mであっ
たところ最大遡上高さ15mの津波に襲われたことを
踏まえたもの。ただし、個別に津波についての新た
な知見が得られた際には、当該知見を踏まえた上
で津波の影響を評価する。

④管理・計装設備対策の実施

・平成２３年１０月２８日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所３号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）
・平成２３年１１月１７日　東京電力株式会社福島第一原子力
発電所における事故を踏まえた大飯発電所４号機の安全性
に関する総合評価（一次評価）の結果について（報告）

・平成２４年２月２９日　平成２３年東北地方太平洋沖地震か
ら得られた地震動に関する知見を踏まえた原子力発電所等
の耐震安全性評価に反映すべき事項（中間とりまとめ）に基
づく報告について
・原子力安全・保安院の地震・津波意見聴取会で報告済

別紙-1-10
別紙-1-11
別紙-1-12
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所内電源設備対策の実施

１） 全交流電源喪失時にも電源を供給可能な電源車等を配備すること。電源車等は、計測制御系、中央制御室での監視機

能の維持や冷却機能に関わる弁を駆動するために必要な容量・台数とすること。電源車等と接続ポイントとを接続するた
めのケーブルは、確実に接続できる仕様とすること。これらの資機材の保管場所は地震・津波の影響を受けない場所とす
ること。

２） 直流電源は、津波の影響を受けないよう浸水対策を行うこと。
３） 震災時における道路の損壊や津波漂流物等が散乱する状況下でも、直流電源が枯渇する前に、電源車等による給電が

可能であるよう、緊急時の対応体制を強化するとともに、訓練を実施し、実施手順を確立すること。

基準項目

対応状況

・訓練実績 空冷式非常用発電装置：７８分（全号機への給電が完了するまでの実績）

別紙－１－１

○全交流電源喪失時においても炉心冷却のために必要な機器や計器に電源を供給するため空冷式非常用発電
装置2台/号機と、関係する接続盤を原子炉建屋背面道路に配備し、接続ポイントと接続可能なケーブルを敷

設。また、計測制御系、中央制御室での監視機能の維持や冷却機能に関わる弁の駆動のために必要な容量
(約316kVA／号機）を満足。設置場所はT.P.33.3mの原子炉建屋背面道路であり福島第一原子力発電所事

故を踏まえた考慮すべき浸水高さ11.4mよりも高い。また、当該道路とその背後斜面については、基準地震動

に対して十分な余裕を有して強度は確保されていることを確認済み。なお、空冷式非常用発電装置は基準地
震動の1.84倍の耐震裕度があることを確認済み。

○直流電源は11.4mよりも高い原子炉周辺建屋内のT.P.15.8ｍの場所に設置。

○電源接続の要員を休日・夜間を含み常時6名（平成23年12月に8名に増強）を確保し、給電手順を定めたマ

ニュアルを整備して、給電訓練を合計46回行い緊急時体制を確立。この結果、地震・津波の重畳による発電

所内の全号機同時被災を想定しても、直流電源が枯渇する5時間以内に給電が可能であることを確認済み。

（１／２）

＜建屋内＞
＜屋外（33.3m）＞

中継・接続盤設置
発電所内

非常用高圧母線

恒設ケーブルの設置 恒設ケーブルの設置

接続盤設置

空冷式非常用発電装置
津波の影響を
受けない高台

夜間訓練

常に８名確保休日・夜間

・マニュアルの整備

接続訓練

４回夜間訓練

１０回休日訓練

３２回平日訓練

・訓練の実施

・訓練の反映
・夜間のヘッドランプの配備
・作業性向上のため接続端子形状の改善 他

これまでの実施回数（平成24年3月末現在）
・体制の確立

（訓練項目）
・電源車の配置
・電源ケーブル接続
・電源車の運転
・電源車への給油

・空冷式非常用発電装置
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対応状況

別紙－１－１

（２／２）

 

原子炉
制御装置 

蓄電池 

整流器 

インバータ 

計装用 
電源装置 

Ｄ
Ｇ
励
磁
機
盤
・
制
御
盤 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
盤

そ
の
他 計装用母線 

充電器 

安全系母線（約 316kVA） 

１
次
系
補
給
水
ポ
ン
プ 直流電源 

装置 

中
央
制
御
室
空
調
設
備 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
排
気
設
備 

その他(放射線

監視装置など) 

中央制御室

操作ｽｲｯﾁ 

警報 

監視計器 

安全 
保護装置 

そ
の
他 

・必要な電源容量 
約 316kVA 

・配備した空冷式発電装置容量 
 1825kVA 

1825kVA

直流母線 

空冷式非常用発電装置【電源容量の評価】

所内電源設備対策の実施
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冷却・注水設備対策の実施

４） 全交流電源喪失時においても、確実に冷却・注水を行うことができるよう最終ヒートシンクの多様性

を確保すること。

基準項目

対応状況

○ 全交流電源喪失時には、タービン動補助給水ポンプを用いて復水ピットから蒸気発生器に給水し、主蒸気逃

がし弁から大気へ熱を放出することで炉心冷却を行う（空冷式非常用発電装置により給電された電動補助給
水ポンプも使用可能）。水源は復水ピット等複数あり、消防ポンプにより海水も復水ピットに供給可能である。
これに加えて、ディーゼル駆動式の大容量ポンプにより原子炉補機冷却水クーラに海水を通水して余熱除去
系統を介しての炉心冷却が可能である。更に、海水ポンプモータ予備品を使って海水ポンプの早期復旧によ
り炉心冷却が可能である。以上により炉心冷却の最終ヒートシンクの多様性を確保している。

○ 全交流電源喪失時の使用済燃料ピットの冷却・給水については、屋内外の消火栓を経由してNo.1淡水タンク
の水頭圧を使って給水可能である。また、空冷式非常用発電装置により1次系補給水ポンプを起動し、1次系

純水タンクから給水することも利用可能である。更に、消防ポンプおよびホースにより海水を使用済燃料ピット
に供給することも可能である。以上により最終ヒートシンクの多様性を確保している。

別紙－１－２
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冷却・注水設備対策の実施

５） 全交流電源喪失時の冷却・注水機能維持のために使用される機器について、津波の影響を受けないよう浸水対策を行う

こと。
６） 震災時における道路の損壊や津波漂流物等が散乱する状況下でも、給水が必要となるまでの時間内に、給水が可能で

あるよう、緊急時の対応体制を強化するとともに、訓練を実施し、実施手順を確立すること。
７） 給水のための消防車・ポンプ車は、必要な加圧力を備えたものを必要な容量・台数確保すること。必要な容量の水源を確

保するとともに、ホースは確実に給水できる仕様とすること。これらの資機材の保管場所は地震・津波の影響を受けない
場所とすること。

８） 消防車、ポンプ車等を稼動させるために必要な燃料を冷却を継続している期間内に外部から調達可能な仕組みを構築す

ること。

基準項目

対応状況

(グランドレベル：+9.7m)

原子炉格納容器

蒸気発生器

原子炉容器

非常用ディーゼル発電機

中央制御室
バッテリー室（直流電源盤）
高電圧用開閉装置

タービン動補助給水ポンプ

(+15.8m)

(+3.5m)

(+21.8m)

(+26.0m)
蒸気タービン

電動補助給水ポンプ

原子炉補機冷却水ポンプ
(+7.0m)

(+10.0m)

扉（※シール施工範囲
ＥＬ．11.4ｍまで）

・余熱除去ポンプ
・高圧注入ポンプ
・充てんポンプ

・使用済燃料ピットポンプ
・制御用空気圧縮装置、等

＜冷却水供給先＞

変圧器(+13.5m)

EL:0m

燃料取替用水ポンプ

(+13.5m)

余熱除去ポンプ 充てんポンプ

(+3.5m)

蓄圧タンク

主蒸気逃がし弁

(+17.1m)

(+18.1m)

制御用空気圧縮機

使用済燃料ピット

空冷式非常用発電装置
（+33.3m）

消防ポンプ、ホース
（+62.8m）

消防ポンプ用燃料

(+33.3m)

○ 全交流電源喪失時の冷却・注水に必要な機器のうち、設置位置が福島第一原子力発電所事故を踏まえた考
慮すべき浸水高さ（11.4m）以下にあるタービン動補助給水ポンプは扉等を確認し必要な浸水対策を施した。
その他の冷却・給水に必要な機器は11.4mの津波への耐性を有していることを確認した。（例）復水ピット：
T.P.26.0mに設置、蒸気発生器：水密構造の格納容器内に設置されており津波耐性有り、電動補助給水ポン
プ：T.P.11.4mまで浸水対策済。従って、福島第一原子力発電所事故を踏まえた考慮すべき浸水高さ(11.4m)
の津波が来襲しても炉心や使用済燃料ピット冷却のための機能が維持される。

○ 緊急時対応体制：次々ページ参照

○ 崩壊熱除去のための給水に必要な消防ポンプについては、大飯発電所全体での必要数25台に対して、87台
を確保（予備率約250%）しており、加圧力や容量も十分であることを確認している。また、ホースについては必
要本数約300本に対して約600本を確保（予備率100%）している。なお、ガソリンについては、平成23年10月1
日時点では3,400リットルであったが、現在は10,250リットル以上に増強している。
消防ポンプ、ホースは硬質岩盤内に設置されているトンネル（吉見トンネルおよび陀羅山トンネル）に保管して
おり、耐震性の高い場所に保管している。また、吉見トンネルはT.P.62.8mに、陀羅山トンネルはT.P.41.2mに
位置しており津波の影響を受けない場所である。ガソリンについては津波の影響を受けない14.4m以上(平成
23年12月より必要量を33.3m以上の高台に保管)の高台に分散して保管しており、また保管場所は軽量鉄骨

構造の保管庫（平屋）であり、地震で倒壊してもガソリンドラム缶が損傷して使用不可能になることはないと評
価している。
水源である復水ピット（管理容量1,035m3）は炉心を少なくとも約18.7時間冷却することが
可能である。その他、C-2次系純水タンク（3,030 m3）、
2次系純水タンク（予備）（2,700 m3）もあり、十分な容量
が確保されていることを確認している。

別紙－１－３

（１／３）

扉のシール 配管貫通部シール 中央制御室に給電するために必要な設備
（バッテリー室／高電圧用開閉装置室）

蒸気発生器に給水するために必要な設備
（ポンプ室／高電圧用開閉装置室）
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冷却・注水設備対策の実施

対応状況

別紙－１－３

（２／３）

○外部からの燃料補給については、最も厳しい条件として、地震・津波の重畳による発電所内の全
号機同時被災により、耐震性の低い燃料タンクや水源タンクが利用できないなどの事態において
も、プラント外部からの支援無しで非常用設備の稼動を約７．２日間維持できるだけの燃料（消防
ポンプ用ガソリン）を確保していることを確認している。
更に、予め契約してあるヘリコプター等により外部から燃料補給が可能である。なお、若狭方面

での地震、津波に備え、若狭地域から100km以上離れたところにある八尾空港が空輸の拠点で
ある。更に多様性の観点から、契約しているヘリ会社がヘリコプターを常時置いている全国の４
箇所(東京、富山、名古屋、広島)の空港も使用できるようにした。最も遠い東京からでも約２時間
で若狭地域へ飛行することが可能であり、冷却を継続できることを確認している。
なお、空冷式非常用発電装置の燃料である重油については、全交流電源喪失後、耐震性の低

い燃料タンクが利用できないとしても発電所貯蔵分が枯渇するのは約59日後であり、それまでに
外部からの補給は十分可能と評価している。

【大飯発電所と各空港との位置関係および距離】

【消防ポンプ燃料などの配置】

取水口

守衛所 特高開閉所

タービン建屋 タービン建屋

１号機２号機３号機４号機

（構内道路）
消防ポンプ燃料保管庫
（EL14ｍ）

消防ポンプ燃料保管庫
（EL45ｍ）

消防ポンプ・ホース
保管場所（EL63ｍ）

津波の影響を受けない
高所に保管

ホイールローダー配置
場所(EL33m)

タンクローリー保管場所(EL33m)

空冷式非常用発電装置
（３号および４号機）（EL33ｍ）

メタクラ室（ケーブル恒設化）
(EL15.8m)

↑

（ストレステスト評価

の対象外）
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冷却・注水設備対策の実施

対応状況

２２回ＳＦＰ給水訓練

２５回ＣＳＤ訓練

３４回ＳＧ給水訓練

・訓練の反映
・ポンプ設置箇所へのマーキング
・連絡を密とするため無線機を配備 他

これまでの実施回数（平成24年3月末現在）

（訓練項目）
・ポンプの配置

・ホースの敷設

・ポンプの運転

・ポンプへの給油

○緊急時対応体制（前々頁からの続き）：
震災時の過酷な条件下でも要求される時間内に給水するために、大飯発電所全体

で必要な給水要員22名を確保できるように、緊急時の対応体制を強化するとともに、

ポンプの配置やホースの敷設などを定めたマニュアルを整備して、これまでに訓練
を合計81回（平成24年3月末時点）行い、緊急時の対応体制を確立している。これら

を踏まえ、最も厳しい条件として、地震・津波の重畳による発電所内の全号機同時
被災を想定した場合に、炉心冷却のための復水ピットへの給水に要する時間は、が
れき撤去作業も含めて全交流電源喪失後、約11.5時間と評価しており、復水ピット
内の水が枯渇する約18.7時間以内に給水が可能であることを確認している。また、

使用済燃料ピットの冷却のための給水に要する時間は、復水ピットへの給水作業終
了後に実施することを想定して、全交流電源喪失後、約15時間と評価しており、使用
済燃料ピット水が蒸発により所要量を下回る約2.6日以内に給水が可能であることを

確認している。

別紙－１－３

（３／３）

○体制の確立
○マニュアルの整備
○訓練の実施

訓練：ポンプ設置 訓練：ホース敷設

＜消防ポンプ等をすみやかに必要な箇所に敷設するための対策＞
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格納容器破損対策等の実施

９） 低圧代替注水への移行を確実に行うための基本的な手順・体制を明確化し、訓練を行い、迅速か
つ確実に低圧代替注水への移行を可能とすること。

○ＰＷＲでは蒸気発生器を介した冷却により1次系の降温、減圧が可能であるが、降

温、減圧の際に操作が必要となる主蒸気逃がし弁については、操作手順を整備し、
訓練にてその成立性を確認している。

別紙－１－４

主蒸気逃がし弁は、手動
ハンドルにて操作可能

原子炉格納容器

加圧器 蒸気

水

放水路へ

冷却水

給水ポンプ

循環水
ポンプ

蒸気発生器

原子炉容器

燃料

（海水）

タービン動補助給
水ポンプ

Ｐ

蒸
気
で
回
転

水 タービン 発電機

大気放出

復水
タンク

主蒸気逃がし弁

淡水
タンク

対応状況

基準項目
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中央制御室

中央制御室循環ファン

中央制御室

空調ユニット

中央制御室空調ファン

中央制御室

空調ユニット

中央制御室循環ファン

中央制御室空調ファン

中央制御室非

常用循環フィル

タユニット 中央制御室非常用循環ファン

中央制御室非

常用循環フィル

タユニット中央制御室非常用循環ファン

管理・計装設備対策の実施

１２） 全交流電源喪失時においても、中央制御室の非常用換気空調系設備（再循環系）を運転可能と
するとすること。

全交流電源喪失後の状態

空冷式非常用発電装置からの給電を開始した状態

：電源喪失により起動できない

空冷式非常用発電装置

○全交流電源喪失時においても、空冷式非常用発電装置から中央制御室の非常用
空調系設備（中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循
環ファン）に給電して中央制御室の作業環境を保持するための手順書を整備すると
ともに、訓練を実施している。また、電源容量については、非常用換気空調設備を
含む炉心や使用済燃料の冷却に必要な全電源容量(約316kVA／号機)に対し、空
冷式非常用発電装置容量(1,825kVA×2台／号機）は十分満足していることを確認

している。

別紙－１－５

中央制御室

中央制御室循環ファン

中央制御室

空調ユニット

中央制御室空調ファン

中央制御室

空調ユニット

中央制御室循環ファン

中央制御室空調ファン

中央制御室非

常用循環フィル

タユニット 中央制御室非常用循環ファン

中央制御室非

常用循環フィル

タユニット中央制御室非常用循環ファン

：空気の流れ

基準項目

対応状況
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管理・計装設備対策の実施

１３） 全交流電源喪失時における確実な発電所構内の通信手段を確保すること。

基準項目

対応状況

地震・津波による長時間の全交
流電源喪失や浸水

通信
機械室

原子力事業本部

ＰＨＳ

通信機械室

トランシーバ

ＰＨＳ
中央制御室

・中央制御室と現場各所（管理区域含
む）に専用通信線を敷設・携行型通話
装置を配備 （２０台） 携行型

通話装置

大飯発電所

ページング

内線電話

内線電話

緊急時衛星通報システム設置

・パソコン、電話：３台
・ＦＡＸ：１台

緊急時衛星通報システム設置

・パソコン、電話、ＦＡＸ：１台

衛星携帯電話
・配備台数 計１３台

・原子力事業本部長へ配備

衛星携帯電話
・配備台数

計２３台

・発電所の所長・副所長
へ配備

本 店

・衛星携帯電話
・社長に配備衛星固定局

１５台

○全交流電源喪失時における発電所内外の通信手段の確保のため、トランシーバー
15台および携行型通話装置20台を配備するとともに、衛星携帯電話については22
台を追加配備して合計23台としている。また、衛星を活用したＦＡＸ、電話等が可能
な可搬式の緊急時衛星通報システムを追加配備している。これらの通信手段につ
いては、同時被災を想定した訓練を通して十分な台数が確保されていることを確認
している。

別紙－１－６
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管理・計装設備対策の実施

１４） 全交流電源喪失時においても、計装設備を使用可能とすること。

基準項目

対応状況

○ 全交流電源喪失時においても、計装設備を含む炉心や使用済燃料ピットの冷却
に必要な全電源容量(約316kVA／号機)に対し、空冷式非常用発電装置容量
(1,825kVA×2台／号機）は十分満足していることを確認している。

別紙－１－７

 

原子炉
制御装置 

蓄電池 

整流器 

インバータ 

計装用 
電源装置 

Ｄ
Ｇ
励
磁
機
盤
・
制
御
盤 

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
起
動
盤

そ
の
他 計装用母線 

充電器 

安全系母線（約 316kVA） 

１
次
系
補
給
水
ポ
ン
プ 直流電源 

装置 

中
央
制
御
室
空
調
設
備 

ア
ニ
ュ
ラ
ス
排
気
設
備 

その他(放射線

監視装置など) 

中央制御室

操作ｽｲｯﾁ 

警報 

監視計器 

安全 
保護装置 

そ
の
他 

・必要な電源容量 
約 316kVA 

・配備した空冷式発電装置容量 
 1825kVA 

1825kVA

直流母線 

空冷式非常用発電装置

【電源系統図】
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管理・計装設備対策の実施

○事故時における高線量区域での作業のため、高線量対応防護服（タングステ
ン入り）を各発電所に10着配備した。

○高線量対応防護服、個人線量計および全面マスクといった、これまで提供資
機材リストに定められていない資機材についても、必要に応じ原子力事業者
間で相互に融通しあうことを確認した。

○緊急時においては、放射線管理要員以外の要員が、放射線管理要員を助勢
する仕組みを整備した。

○タングステン製高線量対応防護服（例）

・重量：約9.1kg
・遮へい能力：約20%（カタログ値）

【他の原子力事業者】

【放射線管理要員】 【放射線管理要員以外】

助勢

助勢業務（例）
・線量計貸し出し
・被ばく線量のデータ入力
・資機材調達

優先的業務（例）
・作業員被ばく低減
・放射線環境測定

１５）高線量対応防護服、個人線量計等の資機材を確保（事業者間における相互融通を含む）するとと
もに、緊急時に放射線管理を行うことができる要員を拡充できる体制を整備すること。

○大飯発電所に高線量対応防護服10着を配備するとともに、高線量対応防護服、個人線量

計、全面マスクなど、これまで原子力事業者間で相互融通の対象外であった資機材につい
ても、相互融通できるようにした。また、緊急時の放射線管理要員の拡充については、放射
線管理要員以外の要員が放射線管理要員を助成する仕組みを整備している。

別紙－１－８

融通

【当社】

対応状況

基準項目
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管理・計装設備対策の実施

１６） ホイールローダ等の重機の配備など、津波等により生じたがれきを迅速に撤去することができる
ための措置を講じること。

○津波等により生じたがれきを撤去できる重機（ホイールローダー）1台の他、ブル
ドーザ、クローラキャリア等を、津波の影響を受けないT.P.33.3mの高台に配備済み。

別紙－１－９

ﾄﾞｰｻﾞｰｼｮﾍﾞﾙﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ

ｸﾛｰﾗｰｷｬﾘｱ

約６ヶ月以降（約６ヶ月以降（H24.H24.77以降目途）以降目途）

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ

ｳﾆﾓｸﾞ

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ

物を掴む：クレーン（グラップル）
機能も装備

置換え
（性能強化）

資機材運搬トラック（２ｔ，４ｔ）
資機材運搬トラック（２ｔ，４ｔ）

基準項目

対応状況
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地震・津波来襲時の冷却機能確保

国が「東京電力福島第一原子力発電所を襲ったような地震・津波が来襲しても、炉心及び使用済燃
料ピットまたは使用済燃料プールの冷却を継続し、同原発事故のような燃料損傷には至らないこと」を
確認していること。

基準項目

○地震と津波に対する安全裕度については、「大飯3,4号機ストレステスト報告」において、大飯発電所3,4号機

の設計上の想定を超える外部事象に対してどの程度の安全裕度が確保されているかを以下の通り評価して
おり、炉心冷却を継続することで燃料損傷には至らないことについて、国の確認を受けている。

○最も厳しい条件として、基準地震動の1.8倍の地震と11.4mの高さの津波の重畳を想定した場合でも、炉心の

冷却を継続するために必要な設備の安全機能は確保されることを確認している。
地震のクリフエッジとなる機器：高電圧開閉装置およびパワーセンター
津波のクリフエッジとなる機器：タービン動補助給水ポンプ

○基準地震動Ｓｓの策定においては、敷地周辺の過去の地震や活断層の中から最も影響の大きいものを考慮。
○地震動を強く放出する部分を敷地近傍に配置したり、活断層の同時活動を考慮するなど、厳しい条件で断層

モデルを設定し地震動評価を実施。

対応状況（炉心）

FO-A断層/FO－B断層（大飯発電所に最も近

い断層）については、別々に活動するのでは
なく、同時に活動すると仮定した評価を実施。
FO-A断層/FO－B断層をつないだ断層長さ
（35km）に基づき、マグニチュード7.4の地震

を考慮。
断層モデルによる地震動の計算については、
不確かさを考慮し、地震動を強く放出する部
分（アスペリティ）を敷地近傍に配置した評価
を実施。

基準地震動：700gal

Ｓｓ策定において考慮した主な活断層

-

琵琶湖

若狭湾

熊川断層

-

FO
-B断

層
FO

-A断
層

FO
-C

断
層

大飯
発電所

上林川断層

基準地震動の策定

クリフエッジの特定

別紙－１－１０

（注）
上段：基準地震動（SS）の倍数

下段：許容津波高さ

燃料を冷却するための
イベントツリー

外部電源
喪失

原子炉
停止

非常用所内
電源からの

給電

補助給水による蒸気

発生器への給水
・電動
・タービン動

主蒸気逃がし弁による熱放出
（弁作動用空気確保／監視機能維持）

充てん系による
原子炉へのほう酸添加

※

成功

失敗

成功

成功

成功

補助給水による蒸気
発生器への給水
（・タービン動）

高圧注入による
原子炉への

給水

成功

失敗

※２
失敗

主蒸気逃がし弁による熱放出
（現地弁手動操作／監視機能維持）

成功

失敗 ※

加圧器逃がし弁
による熱放出

失敗

蓄圧注入によるほう
酸水の給水

（監視機能維持）

※失敗

成功

余熱除去系による
原子炉冷却

冷却成功成功

失敗
※２

失敗
※２

成功

格納容器
スプレイによる
格納容器除熱

成功

失敗
※３

高圧注入
による再循環

炉心冷却

成功

失敗
※３

成功

失敗
※３

格納容器スプレ
イによる再循環
格納容器冷却

成功

失敗
※３

冷却
成功

成功

失敗
※

冷却成功

失敗
※

成功

1.96 ：地震計

15.8m：直流電源盤

1.78
4.65m

1.75
4.65m

2.13
15.8m

1.80
15.8m

1.78 ：海水ﾎﾟﾝﾌﾟ
11.4m:補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

2.13
15.8m

1.75
4.65m

1.75
4.65

1.75
4.65m

1.75
4.65m

1.75
4.65m

1.75
4.65m

1.75
4.65m

緊急安全対策

※３

※ ： 炉心損傷に至る可能性の高いパス

空冷式非常用発電
装置からの給電

失敗

海水ﾎﾟﾝﾌﾟ

高電圧用開閉装置

直流電源盤

直流電源盤

1.81
11.4m

補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉補機冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉補機

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉補機

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉補機

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉補機

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ
原子炉補機
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ原子炉補機

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ
原子炉補機

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ

※３

※２

設計想定の約1.8倍未満の地震と約4倍未満の高さの津波が同時に発生した場合であっても、炉心を冷却することが可能

対象となる機器 海水ポンプ
原子炉補機

冷却水ポンプ
補助給水ポンプ高電圧用開閉装置

＜津波＞
約1.6倍
（4.65ｍ）

＜津波＞
約4.0倍
（11.4m）

緊急安全対策前緊急安全対策後

（1.75Ss、4.65m）

↓

（1.80Ss、11.4m）

＜地震＞
約1.75倍

（1225gal相当）

＜地震＞
約1.80倍

（1260gal相当）

燃料の冷却手段が確保できなくなる
地震動及び津波高さと基準地震動Ss
（700gal）及び想定津波高さ（2.85m）

との比較

緊急安全対策

の効果

クリフエッジ
評価結果

対象となる機器 海水ポンプ
原子炉補機

冷却水ポンプ
補助給水ポンプ高電圧用開閉装置

＜津波＞
約1.6倍
（4.65ｍ）

＜津波＞
約4.0倍
（11.4m）

緊急安全対策前緊急安全対策後

（1.75Ss、4.65m）

↓

（1.80Ss、11.4m）

＜地震＞
約1.75倍

（1225gal相当）

＜地震＞
約1.80倍

（1260gal相当）

燃料の冷却手段が確保できなくなる
地震動及び津波高さと基準地震動Ss
（700gal）及び想定津波高さ（2.85m）

との比較

緊急安全対策

の効果

クリフエッジ
評価結果
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地震・津波来襲時の冷却機能確保

○地震と津波に対する安全裕度については、「大飯3,4号機ストレステスト報告」において大飯3,4号機の設計上

の想定を越える外部事象に対してどの程度の安全裕度が確保されているかを以下の通り評価しており、使
用済燃料ピットの冷却を継続することで燃料損傷には至らないことについて、国の確認を受けている。

○最も厳しい条件として、基準地震動(700ガル)の2.0倍に相当する地震力と33.3mの高さの津波の重畳に対し、

使用済燃料ピットの冷却を継続するために必要な設備の安全機能は確保されることを確認している。

地震のクリフエッジとなる機器：使用済燃料ピット

津波のクリフエッジとなる機器：消防ポンプ用燃料

対応状況（SFP）

クリフエッジの特定（１）

クリフエッジの特定（２）

使用済燃料ピット

「外部電源喪失」「補機冷却水の喪失」および「使用済燃料ピット冷
却機能喪失」については、地震の影響を受けない緊急安全対策の
消防ポンプでの冷却が可能となる。

次に考慮すべき起因事象「使用済燃料ピット損傷」では、クリフエッ
ジとなるピットそのものが2.0Ssで損傷すると評価しているが、損傷
程度を定量的に評価することは困難であり、安全側に2.0Ssで消防

ポンプでの冷却維持ができなくなると見なしている。

津波高さ33.3ｍまでは消防ポンプによる海水注入により使用済燃料ピットの冷却を継続することが
できるが、それを超える場合は消防ポンプによる海水注入が困難となり、クリフエッジとなる。
また、地震に対するクリフエッジは以下の通り。

別紙－１－１１

国が「東京電力福島第一原子力発電所を襲ったような地震・津波が来襲しても、炉心及び使用済燃
料ピットまたは使用済燃料プールの冷却を継続し、同原発事故のような燃料損傷には至らないこと」を
確認していること。

基準項目

外部電源喪失

起因事象：外部電源喪失

失敗

成功

成功

失敗

成功

失敗

成功パス③

成功

失敗

成功

失敗

*消防ポンプによる海水注水シナリオ

1.78

4.65m

成功パス①

成功パス②

－

33.3m

1.75

4.65m

非常所内電源
からの給電

消防ポンプによる
注水

SFP冷却系による冷却

燃料取替用水ポンプ
による注水

冷却成功

燃料取替用水ピット
による水源の確保

＊消防ポンプによる海水
注水シナリオへ移行

＊消防ポンプによる海水
注水シナリオへ移行

冷却成功

本収束シナリオの重畳に対する耐力は、
（1.75、4.65）と特定される

本収束シナリオの重畳に対する耐力は、
（1.64、4.65）と特定される

本収束シナリオの重畳に対する耐力は、
（－、33.3）と特定される

冷却成功

燃料損傷
最も耐力を有する
シナリオとして特定

1.64

13.5m

1.99

－

（注）
上段：基準地震動（SS）の倍数

下段：許容津波高さ
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活断層の連動の可能性

（１）地形や地質の形成過程に着目した検討
下記に示す活断層について、地形・地質の状況、断層の配列、走向・傾斜による地下深部の構造、文献

等の既往の調査結果をもとに連動の可能性について再検討した結果、これまでの評価を変えるものは無い。

対応状況

・大陸棚外縁～B～野坂断層と白木－丹生断層
・大陸棚外縁～B～野坂断層とC断層
・大陸棚外縁～B～野坂断層と三方断層
・FO-A～FO-B断層と熊川断層

・和布－干飯崎沖～甲楽城～柳ヶ瀬～鍛冶屋～関ヶ原断層
・ウツロギ峠北方－池河内断層と浦底－内池見断層

・柳ヶ瀬断層とウツロギ峠北方－池河内断層
・浦底－内池見断層と敦賀断層
・浦底－内池見断層と白木－丹生断層
・C断層と白木－丹生断層
・C断層と三方断層
・三方断層と花折断層
・大陸棚外縁～B～野坂断層と敦賀断層

（１／２）
○発電所周辺の活断層について、地形・地質の状況、断層の配列、走向・傾斜による地下深部の構造、文献

等の既往調査結果をもとに検討した結果、連動しないことを確認し国に報告した。また、仮に、ＦＯ－Ａ～ＦＯ
－Ｂ断層と熊川断層が連動すると仮定した場合の地震動（760ガル）は、基準地震動Ss-1（700ガル）の1.8倍

（前項での炉心の安全裕度）を下回っていることを報告し、原子力安全･保安院からも妥当であるとの見解を
得ている。以上のように、連動の可能性を仮に考慮して地震動を保守的に評価した場合でも、燃料損傷に至
らないことを確認している。

-

琵琶湖

美浜発電所から半径 30km

大飯発電所から半径 30km

若狭湾

高浜発電所から半径 30km

敦賀発電所から半径 30km
もんじゅから半径 30km

B
断

層

和
布

－
干

飯
崎

沖
断

層

柳
ヶ

瀬
断

層三
方

断
層

敦
賀

断
層

Ｃ
断

層

ウツロギ峠北方－池河内断層

郷
村

断
層

山田断層

花
折

断
層

浦底－内池見断層

熊川断層

-

FO
-B

断
層

FO
-A断

層

FO
-C

断
層

0 20km

（注）敷地から半径約30kmの範囲の主な断層について図示している。

高浜
発電所

大飯
発電所

上林川断層

野
坂

断
層

大
陸

棚
外

縁
断

層

甲
楽

城
断

層
白木－丹生断層

美浜
発電所

もんじゅ

敦賀
発電所

鍛冶屋断層

醍醐断層 関ヶ原断層
大清水断層

門前断層

新指針に基づき事業者が評価した断層
同時活動（連動）を考慮した断層

別紙－１－１２

複数の活断層の連動可能性等について論点が提起されている場合には、その可能性を考慮して地
震動を保守的に評価した場合の地震動の下でも、燃料損傷に至らないと判断されることが必要。

基準項目

-87-



活断層の連動の可能性

（２）地盤に働く力の状況に着目した検討
活断層は繰り返し活動。活動（断層の破壊）に伴い地盤中の力のバランスが変わり、他の断層

に作用する力に影響を及ぼし、その結果、断層破壊が誘発される場合（連動）があり、この連動破
壊の発生間隔（再来期間）を検討した結果、着目した活断層同士が連動する可能性は極めて低い
と判断。

（３）連動した場合
念のため、ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層と熊川断層が仮に連動した場合の地震動を算定し、大飯発電

所３・４号機ストレステストのクリフエッジ評価結果（耐震裕度1.8）に相当する基準地震動Ss-1の
1.8倍との比較を行った。

評価は、断層モデルを用いた地震動評価手法とし、ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ断層と熊川断層をつなげ
た全長約63kmとした。 評価にあたっては、地震動評価における不確かさも考慮した。

その結果、以下に示すとおり、クリフエッジ（基準地震動Ss-1の1.8倍）を下回ることから、仮に連
動を伴う地震が発生した場合でも問題がないことを確認した。

対応状況

評価結果と基準地震動Ss-1および1.8Ss-1との比較
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破壊開始点５ 破壊開始点６

破壊開始点７ 破壊開始点８

破壊開始点９ Ss

Ss×1.8

検討のイメージ

A
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C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

断層Aが破壊
↓

断層Aは力を解放し、
周辺地盤の力の状態が変化

↓
断層Bも破壊
（AとBが連動）

数多くの計算を実施し、Aと
Bが連動する場合の発生間
隔（再来期間）を求める。

着目した活断層同士が連
動する可能性は極めて低い。
（右表）

数値は1万年単位で切り下げ

（２／２）

別紙－１－１２

約920,000 ⑮ウツロギ峠北方－池河内断層南部 と 浦底－内池見断層北部

>100,000,000⑭和布－干飯崎沖～甲楽城～柳ケ瀬～鍛冶屋～関ヶ原断層

約470,000 ⑬FO-A～FO-B断層 と 熊川断層

約15,000,000⑫大陸棚外縁～B～野坂断層 と 三方断層

>100,000,000⑪大陸棚外縁～B～野坂断層 と C断層

約54,000,000 大陸棚外縁～B～野坂断層 と 白木－丹生断層

約84,000,000⑨大陸棚外縁～B～野坂断層 と 敦賀断層

>100,000,000⑧三方断層 と 花折断層

約27,000,000 ⑦C断層 と 三方断層

連動せず⑥C断層 と 白木－丹生断層

>100,000,000⑤浦底－内池見断層 と 白木－丹生断層

約49,000,000④浦底－内池見断層 と 敦賀断層

約1,700,000③柳ケ瀬断層南部 と ウツロギ峠北方－池河内断層南部 と 浦底－内
池見断層北部

約460,000 ②柳ヶ瀬断層南部 と ウツロギ峠北方－池河内断層

約1,100,000①柳ケ瀬断層 と ウツロギ峠北方－池河内断層

再来期間
（年間）

着目した活断層
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番号 提出日 報告書名

1 平成23年4月14日
平成２３年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に
係る実施状況報告書（大飯発電所）

2 平成23年4月27日
平成２３年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に
係る実施状況報告書（改訂版）（大飯発電所）

3 平成23年5月16日 原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る実施状況報告書

4 平成23年5月31日

平成２３年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設
発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果の報告に係る原子力安
全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応に基づく報告に
ついて

5 平成23年6月8日 変電所等における送電線の保護装置に係る点検状況報告書

6 平成23年6月14日
平成２３年福島第一原子力発電所事故を踏まえたシビアアクシデントへ
の対応に関する措置に係る実施状況報告書

7 平成23年7月7日
原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震影響評
価結果について

8 平成23年8月30日

平成２３年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設
発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果の報告に係る原子力安
全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応に基づく報告に
ついて

9 平成23年9月15日
平成２３年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に
係る実施状況報告書（改訂版）（大飯発電所）（平成２３年９月１５日訂正）

10 平成23年9月15日
原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の地震影響評
価結果について（平成２３年９月１５日補正）

11 平成23年10月28日
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた大飯
発電所３号機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結果について
（報告）

12 平成23年11月17日
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた大飯
発電所４号機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結果について
（報告）

13 平成23年12月21日
平成２３年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設ヘの
地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち天正地震に関する津
波堆積物調査の結果について

14 平成24年2月17日
原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る実施項目のうち、鉄塔基
礎の安定性評価等に関する実施状況報告書

15 平成24年2月29日
平成２３年東北地方太平洋沖地震から得られた地震動に関する知見を
踏まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中間と
りまとめ）に基づく報告について

16 平成24年2月29日
平成２３年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設ヘの
地震動及び津波の影響に関する安全件評価のうち大飯発電所周辺斜面
の安定性評価報告書

国に提出した報告書一覧
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